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施策評価 第７次基本計画の進行管理（令和６年度実施状況） 

１ 施策評価について 

本市の施策評価は、苫小牧市総合計画の第７次基本計画（令和５年度～令和９年

度）（以下「基本計画」という。）の進行管理を主眼に置いて実施しています。基本

計画の実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に実施内容について検討

する必要があることから、例年、進捗状況を評価しています。 

２ 令和７年度の施策評価について 

令和７年度に実施する施策評価では、基本計画に掲載している運営方針及び基本

施策を対象として、それらに対する令和６年度に実施した具体的な取組と今後の取

組の方向性について確認しています。 

３ 施策評価の対象について 

  第７次基本計画の自治体運営に関する運営方針（８方針）及び部門別計画に関す

る基本施策（４０施策）を評価の対象として実施しています。 

４ 施策評価シートについて 

施策評価シートは、担当課の自己評価により作成しています。評価結果は、日常

業務における課題の把握や、課題の改善、予算編成のための資料として利用してい

ます。 

また、令和６年度に実施した具体的な取組の説明に重点を置いて作成しており、

今後の取組の方向性を検討していくための自己点検ツールとして活用しています。 

５ 施策評価の自己評価基準について 

  基本計画の自治体運営に関する運営方針（８方針）及び部門別計画に関する基本

施策（４０施策）の自己評価については、次のとおりです。 

  ※自己評価に「‘（ダッシュ）」がついている場合は基本計画に記されていない事

業を実施しており、それを含めて評価をしている施策となります。 

A （良い評価）   １０施策（20.8％） 

B        ３６施策（75.0％） 

C         ２施策（ 4.2％） 

D （悪い評価）    ０施策（ 0.0％） 
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まずは方針・施策番号を「施策の体系」ファイルを見て入力→

評価シートの見方

SDGs17の目標

運営
方針

方針・施策番号

自己評価

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8 R9

施策に該当するSDGｓのアイコンが記載されています。

第７次基本計画に掲載している運営方針・基本施策の目標を記載しています。

第７次基本計画に掲載している運営方針・基本施策の評価指標について、

各年度の結果を記載しています。

自己評価内容が記載されています。

運営方針・基本施策の自己評価をA～Dの

4段階で評価しています。

【良】 A、B、C、D 【悪】

基本計画に載っていない取組を行い、運営方針・基本施策の評価

に影響した場合は評価に「’（ダッシュ）」が入り,赤字になります。

【良】 A'、B'、C'、D' 【悪】
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

主な取組

担当部署
評
価
点

第７次基本計画に掲載している

主な取組・主要施策の名称が入ります。

主な取組・主要施策の自己評価を１～５の

５段階で評価しています。

5・・・非常に良い

4・・・おおむね良い

3・・・普通

2・・・やや悪い

1・・・悪い

令和６年度に実施した具体的な取組の内容について記載しています。

施策の取組状況を踏まえ、今後どのように施策を展開して

いくか記載しています。
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  令和6年度 施策評価結果

第１　市民によるまちづくりの推進

第２　健全な行財政運営の推進

第１　共に支え合い健やかに暮らすまち

１　健康な暮らしの実現

２　地域で支え合う福祉社会の形成

第２　明日を拓く力みなぎる産業のまち

１　地域の特性をいかした産業の振興

２　産業基盤の整備促進

第３　学ぶ喜びがあふれる文化の薫るまち

１　次世代を担う人材育成と高等教育の充実

２　人が輝き文化の薫るまちづくりの推進

第４　自然と環境にやさしいまち

１　自然と調和した快適環境の保全

２　廃棄物の適正処理と資源循環型社会の実現

第５　安全・安心で快適に暮らすまち

１　快適な生活環境の整備

２　利便性の高い交通環境の整備

３　安全・安心な市民生活の確保

取組の度合
低　←----------→　高

自治体運営
に関する取組

5つのまちづくりの
目標に関する取組
（部門別計画）
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  令和6年度 運営方針・基本施策の評価一覧

担当部・課 自己評価 評価の解説
第１　市民によるまちづくりの推進

運営方針01 地域活動の促進 市民生活課 C
　町内会への各種補助金の交付や広報紙の配付を行うなど、町内会活動の活性化に向けた取
組を行った。

運営方針02 市民自治の推進
協働・男女平等参画室

秘書広報課
選挙管理委員会事務局

B
　市民自治の推進について、一定の市民理解は得られているが、選挙における投票率は依然
として低く、更なる取組に努めていく。

運営方針03 男女平等参画の推進

協働・男女平等参画室
行政監理室
指導室

工業・雇用振興課

B
　男女平等参画の推進について、市長とジェンダーミーティングやＤＶ防止、多様な性の尊重な
ど幅広い周知を行っているものの、更なる市民意識の醸成には、改善を加えながら継続的に取
り組む必要がある。

運営方針04 平和の推進 政策推進課 B 　平和事業の推進について、成果は見えにくいが、多くの市民理解が得られている。
第２　健全な行財政運営の推進

運営方針05 行政組織の活性化 行政監理室 B
　基本目標に沿った取組を実施し、一定程度の効果は出ているが、より改善していくよう努めて
いく。

運営方針06 行政運営の効率化・適正化の推進

協働・男女平等参画室
行政監理室
ＩＣＴ推進室

窓口サービス課

B
　運営方針の趣旨に沿って取り組まれており、成果が出ているがより改善していくよう努めてい
く。

運営方針07 健全な財政運営と財政基盤の強化
政策推進課
財政課
管財課

A 　健全な財政運営と財政基盤の強化について、趣旨に沿って進められている。

運営方針08 広域連携の推進
未来創造戦略室
政策推進課

B 　成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

第１　共に支え合い健やかに暮らすまち

基本施策01 保健予防対策の充実 健康支援課  A’
　苫小牧市健康増進計画に基づき、健康寿命の延伸に向けて、関係機関との連携を深めなが
ら機運醸成を図る取組に一定の成果を上げている。

基本施策02 医療体制の整備・充実
健康支援課
経営管理課

 B’
　地域医療の確保について、各事業において一定の成果は得られているが、今後も改善に努
めていく。

基本施策03 地域福祉の推進 総合福祉課 A 　一定程度の成果は得られている。

基本施策04 高齢者福祉の推進
総合福祉課
介護福祉課

B
　介護予防や地域における支援体制づくりに向けて、成果は出ているが、より推進していくよう
努めていく。

基本施策05 障がい者福祉の推進
障がい福祉課
発達支援課

B 　障がい者施策について、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

基本施策06 子育て支援の充実

こども育成課
こども支援課
こども相談課
健康支援課
青少年課

A
　国が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けて、子育て支援医療助成制度などをはじめと
するこども施策を展開したが、引き続き、こども政策加速化会議を中心に議論を深め、子育て支
援の充実を進めていく。

基本施策07 社会保障の維持
保険年金課
生活支援室

 B’ 　市民の健やかな暮らしに向けて一定の成果が出ているが、より改善していくよう努めていく。

第２　明日を拓く力みなぎる産業のまち

基本施策08 農業の振興 農業水産振興課 B 　農業の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。
基本施策09 林業の振興 緑地公園課 A 　林業の振興について、趣旨に沿って進められている。
基本施策10 水産業の振興 農業水産振興課 B 　水産業の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

基本施策11 工業の振興

港湾・企業振興課
工業・雇用振興課
テクノセンター
商業振興課

B
　工業の振興に向けて、多くの取組を実施することで一定の成果が出ている。今後も、技術革新
に地域の産業が対応できるよう、取組の改善を進める。

基本施策12 商業の振興 商業振興課 B
　幅広い支援メニューの利用により、基本目標の達成に向けて多くの成果が得られている。今
後も更なる商業振興に向けて取組の改善を行う。

基本施策13 企業立地の促進 港湾・企業振興課  A’ 　企業立地の促進について、趣旨に沿って進められている。

基本施策14 観光の振興
港湾・企業振興課
観光振興課

B
　観光振興について、観光入込客数の増加など一定程度の成果は得られたが、課題もあるた
め、解決に努めていく。

基本施策15 雇用・労働環境の整備・充実 工業・雇用振興課 B
　雇用・労働環境の整備・充実について、各事業の効果は得られている。今後も変化する雇用
情勢を把握しつつ、適宜事業の見直しを行う。

基本施策16
新千歳空港の拠点形成強化と周辺
環境対策の推進

未来創造戦略室
空港政策課

A 　新千歳空港の拠点形成強化と周辺環境対策の推進について、多くの成果が得られている。

基本施策17 港湾整備とポートセールスの推進
未来創造戦略室
港湾・企業振興課

B
　苫小牧港は北日本最大の海上輸送拠点として重要な役割を担っており、さらなる港湾機能の
強化や利便性の向上等に取り組んでいる。苫小牧港の魅力発信について一定の成果が出てお
り、事業の継続・見直しに加え、新たな魅力創造を引き続き進めていく。

基本施策18 苫東開発の推進 港湾・企業振興課 B 　企業誘致について、良好な成果が得られている。引き続き戦略的な企業誘致に努めていく。
第３　学ぶ喜びがあふれる文化の薫るまち

基本施策19 義務教育の充実

指導室
学校教育課
施設課
総務企画課

B
　コミュニティ・スクールの推進、教育支援センターの拡充・フリースクールとの連携など、魅力あ
る学校づくりや学びの機会の保障を図るとともに、教育環境の整備に努めた。今後も引き続き、
さらなる教育の充実と課題解決に努めていく。

基本施策20 高校・大学・各種教育機関の充実
政策推進課

工業・雇用振興課
総務企画課

B
　高等教育機関との連携や教育水準の維持向上に向けて、成果は出ているがより一層改善し
ていくよう努めていく。

基本施策21 生涯学習の推進
生涯学習課
科学センター

 B’
　生涯学習の推進について、一定程度の成果は得られたが、課題もあるため、解決に努めてい
く。

基本施策22 市民スポーツの推進 スポーツ都市推進課 B
　多くの市民がスポーツに親しめる環境づくりについて、一定の成果は得られているが、今後も
更に取組を進める必要がある。

基本施策23 文化芸術の振興
市民ホール建設準備室

生涯学習課
美術博物館

B 　文化芸術の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

基本施策24 国際・国内交流の推進
未来創造戦略室
政策推進課
秘書広報課

B 　国際・国内交流の推進に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

第４　自然と環境にやさしいまち

基本施策25 自然環境の保全 環境生活課  B’
　自然環境の保全について、樽前ガローの在り方検討、ヒグマ対応訓練、アライグマ、エゾシカ
の捕獲、生物多様性地域戦略素案の策定等、一定の成果は得られたが、鳥獣対策の更なる強
化、戦略の普及啓発等課題解決に努めていく必要がある。

基本施策26 公害の防止と地球環境の保全 ゼロカーボン推進室 B
　ゼロカーボンシティ実現に向けた取組及び公害の防止について、十分な成果が得られてい
る。次年度以降も継続して取組を加速化させていく。

基本施策27 生活衛生の充実
ゼロごみ推進課
環境生活課

B
　生活衛生の充実に向けて、趣旨に沿って進められているが、引き続き、良好な生活環境の確
保に努めていく。

基本施策28 ごみの減量とリサイクルの推進
ゼロごみ推進課
施設管理課

B
　「ゼロごみのまち　とまこまい」の実現に向けて、幅広く取り組んできたが、社会動向等の変化
に応じて、引き続き、課題解決に取り組む必要がある。

第５　安全・安心で快適に暮らすまち

基本施策29 まちなかの活性化
未来創造戦略室
まちづくり推進課

C
　まちなかの活性化について、一定程度の成果は得られたが、より良く進めていくべく努力す
る。

基本施策30 居住環境の充実

スポーツ都市推進課
市民生活課
緑地公園課
建築指導課
住宅課

B 　居住環境の充実について、一定の成果が出ており、今後も引続き推進していく。

基本施策31 上水道の整備・健全な維持管理
総務経営課
水道課

B
　新水道ビジョン実施計画に基づく効率的かつ計画的な取組により、一定の成果が得られてい
る。今後も目標の達成に向けて取組を進めていく。

基本施策32 下水道の整備・健全な維持管理
総務経営課
下水道課

B
　下水道の整備と健全な維持管理について、着実な取組により十分な成果が得られている。今
後も目標達成に向けて取組を進めていきたい。

基本施策33 道路の整備

政策推進課
まちづくり推進課
道路建設課
維持課

A 　道路の整備について、趣旨に沿って進められている。

基本施策34 公共交通の充実 まちづくり推進課 B 　公共交通の充実に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

基本施策35 消防・救急体制の充実 消防本部　総務課 A 　消防・救急体制の充実に向けて、多くの成果が得られている。

基本施策36 防災体制の充実
危機管理室
政策推進課
建築指導課

A 　防災体制の充実について、趣旨に沿って進められている。

基本施策37 河川・海岸の保全と河川の環境整備 維持課 B
　治水機能の充実や良好な水辺空間の形成に向けて、おおむね目標に適った取組ができた。
引き続き、関係機関との連携を図り河川・海岸の整備促進に努めていく。

基本施策38 交通安全の推進 市民生活課 B 　交通安全の推進に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。
基本施策39 防犯対策の推進 市民生活課 B 　防犯対策の推進に向けて、成果が出ているがより改善していくよう努めていく。

基本施策40 消費生活の安定
市民生活課

農業水産振興課
B 　消費生活の安定に向けて成果が出ているが、より改善していくよう努めていく。

自
治
体
運
営

部
門
別
計
画
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  令和6年度 施策評価結果（ SDGs版）

1．貧困をなくそう

2．飢餓をゼロ

3．すべての人に健康と福祉を

4．質の高い教育をみんなに

5．ジェンダー平等を実現しよう

6．安全な水とトイレを世界中に

7．エネルギーをみんなに そしてクリーンに

8．働きがいも経済成長も

9．産業と技術革新の基盤をつくろう

10．人や国の不平等をなくそう

11．住み続けられるまちづくりを

12．つくる責任 つかう責任

13．気候変動に具体的な対策を

14．海の豊かさを守ろう

15．陸の豊かさも守ろう

16．平和と公正をすべての人に

17．パートナーシップで目標を達成しよう

ゴールに向けた取組度合
低　←-------------→　高
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SDGsの関連表

運営方針01 地域活動の促進 ●
運営方針02 市民自治の推進 ● ● ●
運営方針03 男女平等参画の推進 ● ● ● ● ● ●
運営方針04 平和の推進 ●
運営方針05 行政組織の活性化 ● ● ● ● ● ●
運営方針06 行政運営の効率化・適正化の推進 ● ● ●
運営方針07 健全な財政運営と財政基盤の強化 ● ●
運営方針08 広域連携の推進 ● ● ● ● ● ●
基本施策01 保健予防対策の充実 ●
基本施策02 医療体制の整備・充実 ●
基本施策03 地域福祉の推進 ● ● ● ● ● ● ●
基本施策04 高齢者福祉の推進 ● ● ● ● ● ●
基本施策05 障がい者福祉の推進 ● ● ●
基本施策06 子育て支援の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
基本施策07 社会保障の維持 ● ● ● ● ●
基本施策08 農業の振興 ● ● ● ● ● ●
基本施策09 林業の振興 ● ● ●
基本施策10 水産業の振興 ● ● ● ●
基本施策11 工業の振興 ● ● ●
基本施策12 商業の振興 ● ● ● ●
基本施策13 企業立地の促進 ● ● ●
基本施策14 観光の振興 ● ●
基本施策15 雇用・労働環境の整備・充実 ● ● ●
基本施策16

新千歳空港の拠点形成強化と周辺環境
対策の推進 ● ● ● ● ● ●

基本施策17 港湾整備とポートセールスの推進 ● ● ● ● ●
基本施策18 苫東開発の推進 ● ●
基本施策19 義務教育の充実 ● ●
基本施策20 高校・大学・各種教育機関の充実 ● ● ● ●
基本施策21 生涯学習の推進 ●
基本施策22 市民スポーツの推進 ● ● ● ● ●
基本施策23 文化芸術の振興 ●
基本施策24 国際・国内交流の推進 ● ● ● ●
基本施策25 自然環境の保全 ● ●
基本施策26 公害の防止と地球環境の保全 ● ● ● ● ● ● ● ●
基本施策27 生活衛生の充実 ● ● ●
基本施策28 ごみの減量とリサイクルの推進 ● ● ● ●
基本施策29 まちなかの活性化 ●
基本施策30 居住環境の充実 ● ● ●
基本施策31 上水道の整備・健全な維持管理 ● ● ●
基本施策32 下水道の整備・健全な維持管理 ● ● ● ● ● ●
基本施策33 道路の整備 ● ● ●
基本施策34 公共交通の充実 ●
基本施策35 消防・救急体制の充実 ●
基本施策36 防災体制の充実 ● ● ●
基本施策37 河川・海岸の保全と河川の環境整備 ● ●
基本施策38 交通安全の推進 ●
基本施策39 防犯対策の推進 ●
基本施策40 消費生活の安定 ● ● ● ● ● ●

自
治
体
運
営

部
門
別
計
画
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第 1 節 自治体運営に関する取組 

 第１ 市民によるまちづくりの推進 

運営方針 01 地域活動の促進   

運営方針 02 市民自治の推進   

運営方針 03 男女平等参画の推進 

運営方針 04 平和の推進     

13



運営
方針

方針・施策番号 11101

自己評価

C 　町内会への各種補助金の交付や広報紙の配付を行うなど、町内会活動の活性化に
向けた取組を行った。

R9

　町内会活動に対する意識を高めるために、町内会活動の活性化を図り、快適で安全・安心な住み良い地域社会を
構築します。
　地域活動の活性化に向け、町内会をまちづくりのパートナーと位置づけ、活動拠点となる施設整備の充実を図
り、地域の特徴をいかした活動やふれあいと交流があふれるまちを築きます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「自分が住んでいる地域の行事や
活動が盛んなこと」への市民満足
度（％）

73.2 80.0 － －

町内会構成数（町内会） 82 82 82 82

01　地域活動の促進

14



具
体
的
な
取
組

（
R
6
年
度
）

・町内会への各種補助金の交付（住民組織活動助成交付金、街路灯電気料金補助金）
・町内会連合会が加入している町内会活動保険の保険料への一部助成
・年度初め及び年度末の市庁舎内、緑ケ丘公園まつりでの町内会加入促進活動（毎年度）
・各町内会からの問い合わせが多い事項に係る説明や対処法、活用いただける補助金等を紹介する町内会向
　け広報紙の配付（年６回）
・町内会役員研修の実施（エリア別・５回）

１　地域住民組織の活性化と地域活動の
　支援

評
価
点

3

・総合福祉会館の改修、修繕に対する補助金交付（交付件数16件）
・コミュニティセンター施設等整備の実施（コミュニティセンター及び植苗ファミリーセンター）

２　市民交流拠点の整備
評
価
点

3

主な取組

担当部・課

担当部・課 市民生活部　市民生活課

　総合福祉会館及びコミュニティセンターは、地域住民の活動拠点、市民交流の場として重要であり、施設
整備の支援を継続していく必要があります。
　多くの総合福祉会館等は、経年劣化による老朽化が著しいことから、設備の更新や改修の検討が必要な時
期にきており、今後の支援のあり方や見直しなどについても、継続的に検討していきます。
　また、コミュニティセンター及び植苗ファミリーセンターでは、指定管理者との連携により効果的な維持
修繕を行っていきます。
　さらには、令和７年度末をもって閉館になる市民会館では、指定管理者との連携により閉館まで効率的な
管理運営を行っていきます。

具
体
的
な
取
組

（
R
6
年
度
）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　町内会活動の活性化に向けて、例年実施している活動のほか、特に若い世代に加入を促すため、転入者向
けのイベントなどで加入促進活動を行っていきます。
　また、町内会向け広報紙にて、各町内会からの問い合わせが多い事項に係る説明や対処法を紹介するとと
もに、新たな町内会の活動スタイルの一つとして、ＩＣＴを活用したオンライン化について、活用事例等の
情報提供や導入推奨等の支援を引き続き実施していきます。
　加えて、町内会役員研修として、会計等の実務研修会を引き続き実施することで、運営面での支援を行い
ます。

市民生活部　市民生活課

今
後
の
取
組
の
方
向
性
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1500.0
選挙についての啓発事業の参加者
延人数（人）

－

目標値 R7

方針・施策番号 11102

R8 R9

－

734 1,373

－－

－

運営
方針

基本目標

　自主自立の自治運営体制を築くとともに、市民の福祉の向上を図るため、市政情報を迅速かつ正確に発信し、情
報共有、市民参加、協働を原則とした市民自治によるまちづくりを推進します。

基準値

54.3 60.0

自己評価

B

評価指標

　市民自治の推進について、一定の市民理解は得られているが、選挙における投票率
は依然として低く、更なる取組に努めていく。

SDGs17の目標

02 市民自治の推進

75.0
「市役所からの情報がよくわかる
こと」への市民満足度 （％）

「まちづくりに市民の声が十分反
映されること」への市民満足度
（％）

指標 R5 R6

69.5
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・市政に関する意見、要望、苦情等の受付　約1,100件
　（電話、Eメール、FAX、文書送付、来庁、意見箱、市長Eメール）
・各種団体からの要望の受付
・まちかどミーティングの実施（毎年）
・調査広聴（とまモニ）の実施　６回

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市に寄せられた市民の声について、市政運営や業務改善に役立てていくため、内容を速やかに担当部署に
報告し、対応を依頼するとともに、対応状況やその考え方を適宜ホームページに公開していきます。
　市民の関心が高い情報の収集に努め、若年層にも市政に関心を持っていただけるよう、様々な方策により
「市民の声」を受け取る機会の充実を図ります。

２　広聴の充実
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・地域づくりセミナー（市民向け講座）の実施
・市民自治のまちづくり（中学生向け）出前講座の紹介及び実施
・北洋大学における出前講座（寄附講座）の実施
・政策形成手続等（審議会、市民会議、公聴会、意見交換会等）の実施
・市民からの意見募集（パブリックコメント）の実施
・市ホームページによる審議会、説明会等の開催情報のお知らせ、開催結果の公表
・民間企業等との連携協定（企業とのパートナーシップ）の締結
　　令和６年度は２社と新たに包括連携協定の締結
・選挙の出前講座の実施（大学、高専、高校、中学校）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　パブリックコメントや政策形成手続等の市民参加について、多くの市民にお知らせしていくための取組を
継続します。
　さらに、まちづくりへの市民の意思の反映は、選挙で選ばれた代表者を通じて行う、間接民主制となって
いることから、選挙に対する理解を深め、市政に興味・関心を持ってもらう取組について、若年層を主な対
象として実施します。
　また、昨今のスマートフォンやWeb会議システムの普及に伴い、ICTを活用して、市民の市政への参加・情
報共有の充実・協働の促進につながる取組を行います。

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室

主な取組

担当部署
総合政策部　協働・男女平等参画室

選挙管理委員会事務局
１　市民参加・協働の促進

評
価
点

4
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評
価
点

4３　広報の充実

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　ホームページやSNSなどの様々な利活用について検討を進め、より効果的な情報発信に努めてまいります。

担当部・課 総合政策部　秘書広報課

・「とまこまい暮らしのガイド2024年版」を作成し市内に全戸配布
・「苫小牧市勢要覧」2024年度版を発刊
・千葉県八千代市を視察し、広報業務全般に係る情報収集を行った

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）
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運営
方針

方針・施策番号 11103

自己評価

B
　男女平等参画の推進について、市長とジェンダーミーティングやＤＶ防止、多様
な性の尊重など幅広い周知を行っているものの、更なる市民意識の醸成には、改善
を加えながら継続的に取り組む必要がある。

R9

　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確
保されるジェンダー平等を目指し、さらに、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受すること
ができる男女平等参画社会の実現を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

苫小牧市男女平等参画都市宣言を
見聞きしたことがある市民の割合
（％）

54.2 70.0 － －

社会全体で男女の地位などに差は
ないと感じている人（％）

12.4 25.0 － －

「女性の社会参加が十分にできる
こと」への市民満足度（％）

47.7 70.0 － －

審議会等委員の女性比率（％） 29.4 40.0 31.0 30.0

03　男女平等参画の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・市民、団体、企業等と協働して男女平等参画社会の推進を目指した「市長とジェンダーミーティング」を
　開催（３回実施）
・年間を通じたＳＮＳの発信や、６月に実施する男女共同参画週間パネル展により周知・啓発を継続
・令和３年度に配偶者暴力相談支援センターを設置し、庁内外と連携した支援を実施
・男女平等参画都市宣言ＰＲ懸垂幕を掲揚
・若年層向けの啓発活動として、デートＤＶ防止出前授業を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　苫小牧市男女平等参画基本計画（第３次）改定版に沿って、市民、団体、事業者、行政が連携を図り、
様々な事業を展開することで、効果的に男女平等参画の推進に努めてまいります。

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室

主な取組

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室
１　男女平等参画社会の実現に向けた気
　運の醸成

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・利用者の利便性向上のため、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入
・性的マイノリティが働きやすい職場づくり・社会づくりに取り組む団体としてＰＲＩＤＥ指標ゴールド
　認定・レインボー認定を受賞
・ＬＧＢＴ理解増進を目的として講演会を開催
・若年層を中心としたＬＧＢＴ出前授業や団体・職員向けに講座・研修を実施（24回実施）
・苫小牧市独自に設定した「にじいろ週間（１月）」において、パネル展を実施
・苫小牧ＬＧＢＴｓの交流ひろば「ぽると」を隔月実施したほか、「ぽるとスピンオフ会（多様性を輝かせ
　るパン作り）」を開催
・苫小牧にじいろライブ「トランスジェンダーのこれってホント？　～みんながすごしやすい社会を考える
　ヒント～」を開催
・職員に向け、「多様な性を尊重するための行動指針」を策定
・苫小牧市職員のための性の多様性を知り行動するためのサポートガイドラインを改定

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　多様な性を尊重する社会の実現に向けて、ＬＧＢＴ理解増進に関する事業により多様な性の尊重について
理解の促進に努めてまいります。また、性的マイノリティ当事者が働きやすい職場づくりに向け、まずは市
役所として「ＰＲＩＤＥ指標」の継続認定を目指すとともに、市内事業者に取組を拡大してまいります。

２　多様な性に対する理解の促進
評
価
点

5
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評
価
点

4

評
価
点

4

・男女共同参画週間（6月）に合わせて、男女平等参画に関するパネル展による啓発を実施
・男女平等参画推進センター事業として、アンコンシャスバイアスに関する講座を開催
・家庭生活に関する講座の開催
　　小学生親子料理教室「お父さんと一緒にパンをつくろう講座」

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　性別にとらわれず、それぞれの個性と能力を発揮できるよう、固定的役割分担意識や無意識の偏見（アン
コンシャスバイアス）に関する啓発に努めてまいります。

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　性別による固定的な役割分担意識の
　改革

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　人権を侵害する配偶者等からの暴力について、防止に向けた広報・啓発活動に努めてまいります。また、
配偶者暴力相談支援センターによる相談対応により、被害者の適切な支援に努めてまいります。

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室

３　配偶者等からの暴力の根絶

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・配偶者暴力相談支援センターによる相談支援対応
・相談のしやすさを向上させるため託児・夜間相談を実施
・女性に対する暴力をなくす運動（11月）
　　シンボルであるパープルリボンに因んだ公共施設等のパープルライトアップ
　　ＤＶ防止パネル展の実施
　　ＤＶ防止啓発、相談先案内動画を作成、ＳＮＳ等で公開
・デートＤＶ防止啓発に関する出前授業を実施（19回）
・ＤＶ被害者の一時保護施設である民間シェルターの運営費を補助
・民間シェルター入所中及び退所後の支援として自立支援事業とアフターサポート事業を継続
・男女平等参画推進センター事業として、女性の人権講演会「「男尊女卑依存症社会を考える」性暴力や
　ＤＶを生み出す社会とは？」を開催
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６　男女平等参画の環境の整備

評
価
点

4

評
価
点

4

担当部署
総合政策部　協働・男女平等参画室

総務部　行政監理室
産業経済部　工業・雇用振興課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・市長とジェンダーミーティングにおいて、「高齢者雇用とダイバーシティ経営」をテーマに講演
・令和5年1月からパートナーシップ制度を導入し、利用者の利便性向上のためパートナーシップ制度自治体
　間連携ネットワークに加入
・「女性のためのつながりサポートとまこまい」事業で女性用品の提供、居場所づくり、スーツレンタル、
　相談業務を実施
・ＬＧＢＴ理解増進講演会開催

・男女混合名簿の活用
・助産師やＮＰＯ法人の方等を講師とした「こころの授業」を小中学校で実施
・小中学校における健康支援課と連携した出前講座の実施
・専門家を招いた教職員向けの研修講座を実施
・学習指導要領に基づいた小学校体育科や中学校保健体育科及び道徳の授業、特別活動等による指導

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　男女平等参画に関する情報発信や環境整備などにより、誰もが個性と能力を発揮でき、多様性が尊重され
る社会環境の整備に取り組んでまいります。

　性や多様な価値観に関する理解を深め、他者との豊かなかかわりの中で、適切な意思決定や行動選択がで
きるよう、専門家や関係機関と連携した学習や情報発信を行ってまいります。

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・女性人材バンク制度を利用し、市の審議会や委員会への参加促進を継続
・女性人材バンク登録者研修「協働意識を醸成するまちづくりセミナー」 を開催
・「女性のためのつながりサポートとまこまい」事業として、困難や不安を抱える女性への相談支援を実施
・男女平等参画推進センター事業
　　女性のための起業セミナー
　　起業やキャリアに関する相談等を行う「女性のためのコワーキングDay」

・関係課に対し、女性委員の登用を呼びかけるとともに、団体推薦の依頼文に積極的な女性委員の推薦に
　ついて働きかけを行う。
・女性を含めた子育て世代の参加を促すため、委員が審議会に出席している間の託児利用制度を実施。

・なでしこ就職応援事業による女性の就職支援（研修参加人数45人、就職者数：26人）
・職場改善コンサルティング事業による企業の働き方改革や人材育成の支援（支援企業数52社）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　多様な意見を市政に生かすため、審議会等への女性の参画を促進してまいります。

　審議会等の委員登用にあたっては、関係団体や企業からの推薦が多数を占めており、推薦団体等の意向も
あるため難しい状況にありますが、女性委員の登用に向け、託児制度の継続実施と併せて、今後も引き続き
関係課や推薦団体等への働きかけを行ってまいります。

　また、女性人材の育成と就職先企業の掘り起こしを一体的に実施するとともに、多様な人材が活躍できる
職場環境づくりを支援し、女性の就職及び社会参画に取り組んでまいります。

担当部署
総合政策部　協働・男女平等参画室

教育部　指導室

５　女性の社会参画の促進
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運営
方針

方針・施策番号 11104

自己評価

B 平和事業の推進について、成果は見えにくいが、多くの市民理解が得られている。

R9

　市民が安全で健やかに心ゆたかに生活できるよう、「苫小牧市非核平和都市条例」の理念の下、非核三原則（核
兵器を持たず、作らず、持ち込ませず）の趣旨を尊重し、世界の恒久平和の実現を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

平和祈念式典来場者数（人） 135 280 132 147

中学生広島派遣事業参加者延人数
（人）

135 160 140 145

04　平和の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・中学生広島派遣事業　5名（R6.7.29～7.31）
・折り鶴コーナー設置　　 （R6.6.3～6.28）
・原爆パネル展　　　　　 （R6.7.26～8.15）
・被爆体験伝承講話　 31名（R6.7.27）※事前申し込み42名
・平和の鐘検討委員会　2回（R6.11.19、R7.2.14）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　継続して各種事業を実施するとともに、非核三原則の趣旨が損なわれるおそれがある場合は適切な措置を
講じるよう要請し、核兵器実験等が行われた場合は反対意見を表明していきます。

主な取組

担当部署 総合政策部　政策推進課１　苫小牧市非核平和都市条例の推進
評
価
点

4
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第１節 自治体運営に関する取組 

 第２ 健全な行財政運営の推進 

運営方針 05 行政組織の活性化       

運営方針 06 行政運営の効率化・適正化の推進 

運営方針 07 健全な財政運営と財政基盤の強化 

運営方針 08 広域連携の推進        
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05　行政組織の活性化

職員の喫煙率（％） 22.7 18.0 20.8 20.0

健康診断における有所見者率
（％）

34.1 30.0 30.5 30.3

女性管理職の割合（％） 24.0 30.0 23.6 23.0

職員数（人） 1,803
簡素で効率的
な組織に見
合った職員数

1,796 1,819

R9

　新たな行政課題や市民ニーズの変化に的確に対応するため、機能的かつ連携した組織体制と適正な定員管理に努
めます。
　行政組織の活性化に向け、職員数や職員の年齢構成の推移などを注視しながら、職員の適正配置や人材育成に努
めるとともに、職員の能力や業績を重視した人事管理に取り組みます。
　職員の「心」と「体」の健康保持・増進やワークエンゲージメントの向上を図り、いきいきと働くことのできる
職場環境の整備に努め、ウェルビーイング経営を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

運営
方針

方針・施策番号 11205

自己評価

B 　基本目標に沿った取組を実施し、一定程度の効果は出ているが、より改善してい
くよう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・総合適性検査を活用した「人物重視」の採用試験の実施や、受験資格の拡大（年齢要件の緩和や社会人枠
　の新設）による多様な人材の確保
・市主催のオンライン型職員採用説明会の実施
・積極的な募集活動の実施（大学や民間企業等が主催する採用説明会への参加等）
・市外在住の社会人を対象とした、「移住・定住枠」での採用募集
・内定者交流会（対面・オンライン）の実施
・新採用職員及び新任管理職向け「キャリア面談」の実施
・自己申告制度の実施
・人事ヒアリングや自己申告制度に基づいた、適材適所の人事配置
・「自立型人材の育成」、「人材育成のスペシャリストとしての指導者の育成」をテーマとした階層別研修
　の実施
・技術職員資格取得支援制度による、業務遂行能力向上の支援

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　社会課題の多様化・複雑化など、職員を取り巻く環境が大きく変化する中、職員の意識改革や労働生産性
の向上を目指し、人材登用・人材育成を進めることが必要となっています。
　そのために、積極的なPR活動と「人物重視」の採用試験を継続し、優秀な人材の獲得を推進するととも
に、職員の能力・適性を把握し、その資質を最大限に発揮できるような人事配置に努めます。
　また、(一財)地方自治研究機構との共同研究の結果を踏まえ、自分で考え行動できる「自立型人材」や、
その成長を支える「人材育成のスペシャリストとしての指導者」の育成を目指し、新たな職員研修や人事マ
ネジメントに継続的に取り組みます。

２　職員の適正配置・能力向上
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・方針に基づく定数設定（毎年）
　各課の業務量・増減員等調査、管理職ヒアリング、理事者協議等

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　人口減少や少子高齢化の急速な進行により、今後も限られた財源の中で効果的・効率的な行政運営を行う
必要があり、より柔軟で機能的な組織づくりが求められています。
　組織の簡素化とともに、業務の見直しや効率化等により生み出した人員や財源を、その時々の政策や課題
に重点的に配分するなど、環境の変化に対応した組織体制の整備を行うとともに、職員数の適正な管理に努
めます。

担当部署 総務部　行政監理室

主な取組

担当部署 総務部　行政監理室１　組織・職員数の適正化
評
価
点

4
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評
価
点

3

評
価
点

4

・ナチュラル・ビズ・スタイルの実施
・ウォークビズの推進
・職場での簡単ストレッチの刷新
・働き方改革強化月間（7～9月）の実施
・働き方改革通信による周知
・働き方改革研修の実施
・年次有給休暇等の取得促進
・ハラスメント・ゼロ宣言の実施
・ハラスメント研修の実施
・オフィスBGMの実施
・オフィス改革の実施
・メンター制度の実施
・イクボス養成講座の実施
・管理職経験者によるキャリア支援研修の実施
・「両立支援・女性活躍相談窓口」の設置

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　社会の変化と職員のニーズに沿った「働き方改革」を推進し、ワークライフバランスの充実を図るととも
に、ハラスメントに対する意識の醸成を高め、いきいきと働き続けられる職場環境の整備を推進します。
　また、女性管理職の登用拡大に向け、仕事と家庭の両立やキャリア形成のサポートなど、様々な視点から
取組を進めます。

担当部署 総務部　行政監理室

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　働きやすい職場環境の整備

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　職員の能力や業績を重視した人事管理制度の構築を進めることにより、一人ひとりの公務に対する意欲を
より一層高め、質の高い行政サービスの提供に努めます。
　また、人事評価制度が人材育成や職員の仕事に対するモチベーション向上のための効果的なツールとなる
よう、制度や運用の見直しを行い、人事評価結果の更なる活用に向けた取組を推進します。
　さらに、タレントマネジメントシステムを導入することで人材育成や人事配置を有機的に活用することを
検討し、職員の能力を十分に発揮できる組織作りを目指します。

担当部署 総務部　行政監理室

３　能力・業績重視の人事管理

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・管理職について、業績評価の勤勉手当への反映
・人事評価結果の人事異動及び昇任への参考資料としての活用
・人事評価の更なる活用に向けた職員団体との協議の実施
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評
価
点

5 担当部署 総務部　行政監理室

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・定期健康診断の有所見者に対する再検査受診勧奨の実施（毎年）
・各種検診における有所見者に対する再検査受診勧奨の実施（毎年）
　　子宮がん・乳がん検診、特定業務（深夜業）従事者健康診断
・特定保健指導対象者に対する保健指導利用勧奨の実施（毎年）
・メンタルヘルスケア研修の開催（毎年）
・毎月22日のスワンスワンデーに因んだ禁煙に向けた情報発信の実施（毎年）
・健康経営優良法人2025（大規模法人部門）の認定（5年連続）
・健康習慣アンケート及びエンゲージメント実態調査の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　職員一人ひとりが心身ともに健康で、個性や能力を最大限に発揮しながら、いきいきと働くことは、より
質の高い行政サービスの提供につながるものと考えています。
　今後も、職員の「こころ」と「からだ」の健康保持・増進を図るため、健康経営の取組を継続し、ヘルス
リテラシーの向上に努めるとともに、「健康経営優良法人（大規模法人部門）」の継続認定を目指します。

５　健康経営の推進
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06　行政運営の効率化・適正化の推進

マイナポータルぴったりサービス
掲載手続のうち電子申請できる手
続数（手続）

10 29 41 47

システム標準化及びガバメントク
ラウドへの移行（％）

7.5 100 49.9 50.6

マイナンバーカード交付率（％） 28.9 100 71.9 77.5

ICT推進プラン（R2～R6）の達成
状況（％）

70.0 100 93.0 98.5

行政創革プランの達成状況（％） 11.4 100 28.4 87.4

R9

　行政改革の取組に当たっては、従来の方法にとらわれず、発想の転換により多様性と臨機応変さを持ちあわせた
新たな取組を積極的に推進することにより、更なる業務の効率化や市民サービスの進化を図ります。
　行政評価結果を公表することにより、市政の透明性の向上を図るとともに、結果の振り返りによる職員の意識の
向上や業務の高効率化に努め、更なるサービスの向上を目指します。
　また、国が策定した自治体DX推進計画や北海道ICT利活用推進計画に基づき、ICTを活用した満足度の高い市民
サービスを提供するとともに、基幹業務システムの標準準拠システムへの移行とガバメントクラウドの活用を進め
るほか、情報セキュリティを確保した安全・安心で効果的なシステムの構築と効率的な情報基盤の管理・運営に努
めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

運営
方針

方針・施策番号 11206

自己評価

B 　運営方針の趣旨に沿って取り組まれており、成果が出ているがより改善していく
よう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

行政創革プランの推進及び進捗管理（毎年）
・プランの進捗状況を行政改革推進審議会に報告
・行政改革推進審議会から意見書を受領
・意見書の内容を庁内に展開

行革創成プラン（行政創革プランの後継計画）を策定

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　持続可能な行政運営のためには、社会情勢の変化に対応しながら従来の事業を常に見直し、行政費用の抑
制と新たな財源の確保に継続して取り組む必要があります。
　令和７年度から取り組む「とまこまい行革創成プラン」は、市民サービスの向上や行政費用の抑制といっ
た、従来の計画の考え方を継承しつつ、ＤＸという新たな視点を加え、職員意識の変革を目指すなど、職員
一丸となって行政改革に向けた取組を進めていきます。

担当部署 総務部　行政監理室

主な取組

担当部署 総務部　行政監理室１　行政改革の推進
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　指定管理者制度を導入している４施設の指定管理者を更新（令和７年４月）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　少子高齢化・人口減少社会の同時進行をはじめ社会環境の急速な変化に対応するためには、持続可能で時
代に即した行政運営を行い、その時々の市民ニーズに対応した質の高いサービスを提供することが求められ
ています。
　今後も多様化する市民サービスを効果的かつ効率的に提供するために、民間委託の推進や指定管理者制度
導入推進などの取組を継続し、民間活力の活用及び公民連携の推進を図ります。

２　民間活力の活用
評
価
点

4
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３　行政事務の評価

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・施策評価（基本計画の進行管理)の実施（評価対象：48施策等）
・事務事業評価（主要事業レビュー）の実施（評価対象：433事業）
・翌年度に向けた評価シート等の見直し(事務事業評価に予算額を記載する欄の追加）

４　ICTの活用と行政情報の適正管理

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　施策評価は、苫小牧市総合計画の施策レベルでの進行状況を適切に把握し、担当課の日常業務における課
題の洗い出しや、課題の改善、予算編成のための資料として利用するとともに、今後の取組の方向性を検討
していくための自己点検ツールとして活用しています。
　事務事業評価は、市が実施している主要事業について、目的や対象、必要性や内容を明確にして、事業の
活動に対して得られる成果などの分析、評価を行い、その結果を踏まえた事務事業の見直しや、効果的な行
政運営を実現するために実施しています。
　今後も評価シートを改善しながら行政評価を継続することで、より効果的な評価結果の活用に努めます。

担当部署
総務部　ＩＣＴ推進室

市民生活部　窓口サービス課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

評
価
点

4

評
価
点

4

（1）最新のＩＣＴ技術等を活用し、市民ニーズを先取りした満足度の高い行政サービスを提供します。
　・図書館情報システム更新によりスマートフォンを使った貸出・予約等の機能追加(R6)
（2）基幹業務システムをガバメントクラウド上の標準準拠システムへ移行させるとともに、移行対象外のシステムについても業務効
   率化を維持したシステム環境を整えます。
　・基幹業務システムのASP化やクラウド移行の実施（R6）
（3）マイナンバーカードが全市民に行き渡るようきめ細やかな普及促進策を実施するとともに、行政手続きのオンライン化を始めと
   した市民にとって利便性の高いマイナンバーカードの利活用を推進します。
　・商業施設や公共施設での出張申請窓口の実施（R6）
　・福祉施設利用者等に係るマイナンバーカード取得等支援策の実施（R6）
　・郵便局における交付申請支援業務委託（R6）
（4）情報システムの調達・開発等に要する経費の適正化に努め、効率の高いシステムの導入を進めます。
　・デスクトップ環境の基盤統一に向けた生活支援室端末のゼロクラ化（R6）
　・上下水道部のオフィスソフトのライセンス集約（R6）
（5）物理的セキュリティ、人的セキュリティ及び技術的セキュリティ（サイバーセキュリティ）の３つの視点から情報セキュリティ
   の更なる強化に努め、安全で信頼性の高いシステム作りを推進します。
　・三層分離の継続とノートPCによるゼロクラ環境の拡大（R6）
　・職員向けセキュリティ研修の実施（R6）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　マイナンバーカード保有枚数率の向上、最新のＩＣＴや、マイナンバーカードを活用し、市民サービスの
更なる向上と事務効率化に努めます。
　システム標準化やガバメントクラウドの活用をはじめ、システム管理コストの適正化に努め、効率の高い
システム運用を目指します。
　職員が働きやすいシステム環境を追求しつつ、高い情報セキュリティレベルを保持した信頼性の高いシス
テム作りを引き続き推進します。

担当部署 総合政策部　協働・男女平等参画室
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07　健全な財政運営と財政基盤の強化

公共施設（建築系施設）延床面積
（㎡）

1,035,635
1,005,533
（R8）

1,024,514 1,025,162

将来負担比率（％） 58.6 80.0以下 71.9
74.1

（見込）

実質公債費比率（％） 6.6 10.0以下 7.7
8.1

（見込）

経常収支比率（％） 87.8 90.0以下 89.4
89.6
(見込)

R9

　健全な財政運営と将来の財政需要に対応可能な財政基盤の強化に努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

運営
方針

方針・施策番号 11207

自己評価

A 健全な財政運営と財政基盤の強化について、趣旨に沿って進められている。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

（１）健全な財政運営について
　・令和７年度予算編成において、社会経済情勢や国の政策動向を踏まえた予算編成方針を作成し、歳出
　　改革としてスクラップ＆ビルドの推進、精度の高い積算による無駄のない予算作りの意識付けを行い、
　　効率的かつ効果的な事業の予算化に努めました。（毎年）
　・将来を見据えたまちづくりに必須となる持続可能で安定した財政運営を目指すため、財政運営持続化
　　計画の見直し（ローリング）を行い、直近の財政状況と今後の見通しを示しました。（毎年）

（２）公共施設等総合管理計画の推進について
　・公共施設等総合管理計画の見直し
　・個別施設計画の策定
　・公共施設の新設、廃止等の予定調査を実施
　・公共施設カルテの更新
　・公共施設独自点検の実施
　・公共施設管理システムの導入

今
後
の
取
組
の
方
向
性

（１）健全な財政運営について
　・毎年の予算編成作業について、社会経済情勢や時代の変化をとらえ、事業内容の精査や見直しによる
　　効率的かつ効果的な事業の予算化を継続していくとともに、健全な財政運営を目指すため、財政運営
　　持続化計画のローリング作業を毎年実施します。

（２）公共施設等総合管理計画の推進について
　・公共施設の新設、廃止等の予定調査を実施
　・公共施設カルテの更新
　・公共施設独自点検の実施

担当部署 財政部　財政課

主な取組

担当部署
財政部　財政課
財政部　管財課

１　健全な財政運営
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・財政運営持続化計画で定める財政指標の目標達成のため、健全な財政運営を実施（毎年）
・安定した行政サービスを継続して提供できる財政運営を可能とするため、財政運営持続化計画で定める
　基金残高の目標額を確保（毎年）
・将来の財政運営に過大な負担とならないよう、地方債の影響についてのシミュレーションを実施（毎年）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　財政運営持続化計画で定める財政指標及び基金残高の目標を達成できるように、引き続き健全な財政運営
を行い、財政基盤の強化に努めます。
　[財政運営持続化計画の財政指標の目標]
　・経常収支比率の目標管理ライン90％以下
　・実質公債費比率の目標管理ライン10％以下
　・将来負担比率の目標管理ライン80％以下
　[基金残高の目標]
　・財政調整基金残高20億円以上
　・備荒資金残高10億円以上
　・減債基金残高30億円以上
　・公共施設整備基金残高15億円以上

２　財政基盤の強化
評
価
点

5
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３　新たな財源確保への取組

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

（１）広告料収入及びネーミングライツについて
　・広告料収入について既存の広告媒体の規模を拡大し、ネーミングライツについて1件の新規導入と1件
　　の継続更新に努めました。

（２）ふるさと納税の募集（約8.2億円）

（３）企業版ふるさと納税の募集（約2.1億円）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

（１）広告料収入及びネーミングライツについて
　・広告募集の継続実施及び媒体の掘り起こしと、ネーミングライツの導入施設の継続更新及び掘り起こ
　　しに努めていきます。

（２）ふるさと納税については、さらなるポータルサイトの拡充及び魅力的な返礼品の開発に取り組みま
　　す。

（３）企業版ふるさと納税については、引き続き企業へのPRを継続して実施します。

評
価
点

5 担当部署
総合政策部　政策推進課

財政部　財政課
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運営
方針

方針・施策番号 11208

自己評価

B 成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　行政サービスの維持・向上、さらには地域としての発展に向け、近隣自治体との広域連携を推進します。また、
国や北海道との連携強化に努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「近隣市町村との連携を進めるこ
と」への市民満足度（％）

65.1 70.0 － －

東胆振定住自立圏共生ビジョンに
掲載する連携事業数（事業）

19 22 19 21

08　広域連携の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

○東胆振定住自立圏構想
・定住自立圏共生ビジョン懇談会の開催
・東胆振定住自立圏構想市長・町長意見交換会の開催
○北海道新幹線×nittan地域連絡会議
・nittanエリアプロモーション事業の実施
  （ノーザンホースパークマラソン2024及びはこだてグルメサーカス2024へのPRブース出展）
〇東胆振地域ブランド戦略事業
　（東胆振１市４町で構成する「東胆振地域ブランド創造協議会」において下記の事業を実施）
・北海道大学との連携事業として、北大交流祭で北大生・教職員と東胆振地域の課題についてグループディ
　スカッション及び交流祭の課題を踏まえたモニターツアーの開催
・ウポポイと東胆振のＰＲブース出店
・Ｘ（旧ツイッター）を活用した情報発信やプレゼント企画
・インフルエンサーによる東胆振の魅力発信

上記の取組により、東胆振の知名度向上につながりました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

〇東胆振定住自立圏構想、北海道新幹線×nittan地域連絡会議
　圏域の住民が将来にわたり安全で安心して暮らし続けられる地域社会の形成と魅力ある地域づくりに向け
て、圏域の一層の連携強化を図り取組を進めていきます。

〇東胆振地域ブランド戦略事業
　東胆振地域の豊かな食材や物産、恵まれた自然環境といった多彩な資源を生かし、その魅力を高めるとと
もに実際に訪れてもらえる機会を創出する事業を展開することで、地域知名度の向上、交流人口の増加、そ
して持続可能な地域を目指します。

担当部署 総合政策部　政策推進課

主な取組

担当部署
総合政策部　政策推進課

総合政策部　未来創造戦略室
１　都市間連携の推進

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

○市長会
・北海道市長会春季定期総会
・北海道市長会秋季定期総会

○苫小牧地方総合開発期成会
・近隣４町（白老町、厚真町、安平町、むかわ町）と構成する苫小牧地方総合開発期成会として、圏域での
　住民の生活安定や文化向上につなげることを目的に、国や北海道への要望活動を実施しました。

　室蘭要望　（令和６年５月３０日に実施）
　札幌要望　（令和６年７月１７日に実施）
　中央要望　（令和６年７月２３日に実施）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　今後も近隣４町はもとより、他の自治体と連携し、課題の共有や効率的かつ効果的な要望活動を実施しま
す。

２　国や関係自治体との連携の推進
評
価
点

4
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第２節 ５つのまちづくりの目標に関する取組 

第１ 共に支え合い健やかに暮らすまち 

１ 健康な暮らしの実現 

基本施策 01 保健予防対策の充実  

基本施策 02 医療体制の整備・充実 

２ 地域で支え合う福祉社会の形成 

基本施策 03 地域福祉の推進    

基本施策 04 高齢者福祉の推進   

基本施策 05 障がい者福祉の推進  

基本施策 06 子育て支援の充実   

基本施策 07 社会保障の維持 
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基本
施策

方針・施策番号 21101

自己評価

 A’　苫小牧市健康増進計画に基づき、健康寿命の延伸に向けて、関係機関との連携を
深めながら機運醸成を図る取組に一定の成果を上げている。

R9

　身体的な健康保持・増進に加え、こころの健康の増進に向けて、生活習慣と食習慣、運動習慣を有機的に融合さ
せた総合的な健康づくりを推進し、自己免疫を高めることで病気になりづらく、誰もが健やかで心豊かに暮らせる
社会を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

がん検診受診率（胃･肺･大腸･子
宮頸･乳がん検診の平均）（％）

8.9
22.0

（R5）
18.3 18.6

保健センター健康づくり事業の参
加者人数（人）

24,641 25,000 22,357 22,518

若年層向け「いのちの授業」の実
施学校数（校）

12 20 22 23

「病気の予防や健康相談、指導が
受けられること」への市民満足度
（％）

69.7 80.0 － －

01　保健予防対策の充実
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・連携協定事業者との協働による「がんパネル展」等がん対策に係る恒常的な啓発活動の実施
・国民健康保険や後期高齢者医療制度と連携した「タダとく健診」の実施
・自殺対策に携わる人材育成のための講習会の実施
・こころの悩みや女性特有の健康の悩みや相談を受入れる「こころの相談日」の実施
・糖尿病の療養指導におけるメディカルスタッフ育成のための、糖尿病コーディネーター認定講座の実施
・とまこまいスポーツフェスティバルと健考・健幸DAYとのコラボレーションなど、運動と食及び健康を市民
　とともに考えるイベントを定期的に実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　現状の取組を継続するとともに、関係機関等との連携を深め、健康づくりに向けた機運醸成の取組をさら
に推進していきます。

主要施策の取組状況

担当部署 健康こども部　健康支援課１　健康づくりの推進
評
価
点

4
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02　医療体制の整備・充実

臨床研修医の募集定員に対する確
保割合（％）

100 100 100 100

看護師の採用予定数に対する確保
割合（％）

100 100 88 100

苫小牧看護専門学校卒業生の市内
就職率（％）

82.0 82.0 77.1 84.9

「いつでも安心して、高度な医療
が受けられること」への市民満足
度（％）

63.9 70.0 － －

R9

　持続的な医療体制の構築に向けて、関係機関との連携強化を図り、医療従事者の確保に努めるとともに、人口減
少と超高齢社会を見据えた医療体制の整備を図ります。
　市立病院については、圏域内の高度急性期及び急性期医療の提供を維持するとともに、地域包括ケア病棟などを
活用した「圏域内の回復期・慢性期医療の負担軽減」、「在宅・生活復帰に向けた支援の推進」を行い、「切れ目
のない医療」の提供を目指します。
　また、新興感染症の感染拡大に備え、感染のフェーズに応じた医療体制の整備や感染防護具の備蓄等を進めま
す。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 21102

自己評価

 B’　地域医療の確保について、各事業において一定の成果は得られているが、今後も
改善に努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・医療従事者や関係団体、構成自治体による、東胆振圏域医療の現状や課題に係る意見交換
・苫小牧看護専門学校の統合による医療人材の確保
・「苫小牧市医療ＤＸ構想」の策定

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　「苫小牧市医療ＤＸ構想」に基づき、医療人材等を育成・確保するとともに、関係機関と協議しながら地
域の医療資源の集約化を図り、住み慣れた地域で適切な医療が受けられる、持続可能で安定した地域医療の
実現を目指します。

２　地域医療の充実と継続
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・圏域に必要な医療機能の確保
・医療機械器具の計画的な導入及び更新
・学資金貸与事業の継続的な実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　圏域内の高度急性期及び急性期医療の提供を維持するとともに、地域の医療・介護・福祉との連携を密に
し、退院後も切れ目のない支援を提供します。
　また、医療の質と安全性の維持・向上を図りつつ、医療機器の計画的な導入・更新や学資金貸与制度の活
用を通じて、高度化・多様化する医療需要に対応します。
　さらに、新たな感染症の発生に備え、医療提供体制の整備及び感染防護具の備蓄を進め、柔軟かつ迅速に
対応できる体制の構築を目指します。

担当部署 健康こども部　健康支援課

主要施策の取組状況

担当部署 病院事務部　経営管理課１　高度で良質な医療の提供
評
価
点

3
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評
価
点

4 担当部署 健康こども部　健康支援課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　これまでの取組を継続して実施し、初期救急と二次救急のすみ分けや救急医療機関同士の情報連携を強化
することにより、医療資源の効率的な運用を図り、救急患者の症状に応じた適正な医療を提供します。

３　救急医療体制の充実

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・夜間・休日急病センター運営事業の実施
・救急医療の適切利用に関わる普及啓発
・救急医療体制の整備
・東胆振保健医療福祉圏域連携推進会議救急医療専門部会の実施
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基本
施策

方針・施策番号 21203

自己評価

A 一定程度の成果は得られている。

R9

　地域共生社会の実現に向け、高齢者のみならず、障がい者、子どもや生活困窮者などの生活上の困難を抱える方
が、地域において自立した生活を送ることができるよう、地域住民による支え合いと公的支援が連動し、地域を丸
ごと支える包括的な支援体制を構築することにより、切れ目のない支援を提供していきます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

市民後見人数（人） 35 42 38 86

雪かきボランティア登録数（人） 546 560 565 585

ふれあいサロン設置数（か所） 71 82 86 90

03　地域福祉の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

⑦福祉教育の推進
　リーダー養成事業登録者数（156人）、福祉学習開催数（17校、122学級）
⑧新たな担い手の発掘・育成
　認知症サポーター数（累計）（33,500人）、福祉人材バンク事業における求職数・求人数・
  マッチング成功数（求職113人、求人275人、成功21件）
⑨ボランティア活動の推進と支援
　介護支援いきいきポイント事業活動延人数（3,069人）、雪かきボランティア登録者数（570人）
　市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座参加者数（43人）
⑩福祉コミュニティの拠点や多様な居場所づくり
　異年齢児・世代間交流事業における実施園数（39園）、ふれあいサロン数（91か所）
⑪地域の防災活動の推進
　避難行動要支援者協定締結町内会数（52町内会）、自主防災組織世帯カバー率（98.00％）、
　防災出前講座 開催数（83回）、災害ボランティア登録者研修会（登録者88人、初心者48人）
⑫地域支えあいの機能の充実
　高齢者等見守活動登録事業者数（129事業所）、ＣＳＷ相談件数（130件）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

⑦リーダー養成事業について、事業を継続し、事業周知に努め、積極的に社会参加するたくましい青少年を育成します。福祉学習に
  ついて、学校や地域住民に対する福祉教育の充実を目指し、プログラムの内容と講師やボランティアの拡充を図ります。
⑧認知症サポーターについては、認知症に対する地域の理解を深めるため、引き続き、認知症サポーター及びKIDSサポーターの養成
  を行い、認知症の人やその家族が安心して暮らせるまちづくりに取り組んでいきます。福祉人材バンク事業については、福祉や介
  護の就労に繋がる情報提供を積極的に行い、支援を行っていきます。また、令和７年度に開始した「認知症サポーターのいる
  お店・事業所登録制度」について登録団体の増加を目指します。
⑨介護支援ボランティア活動を通して、地域貢献することを奨励および支援することにより、高齢者等による社会参加活動を促進
  し、介護予防を推進する。市民ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座については、より多くの市民に参加いただけるよう内容の見直しを行います。
⑩今後も継続して世代間交流ができるよう取組をすすめていきます。ふれあいサロンについては、町内会や老人クラブに情報提供を
  行い、まだサロンがない町内会へ普及を図ります。
⑪避難行動要支援者協定締結に向け、取組みを進めます。自主防災については、組織結成の必要性を紹介するなど、引き続き組織結
  成に向けた取組を進めます。防災出前講座については、引き続き出前講座を実施し、本市の防災力における自助・共助の向上を図
  ります。災害ボランティア登録者研修については、通常相談に加え、LINE相談も増えてきていることから、直接来館しずらい方の
  ためにLINE相談の普及促進を進めていきます。

２　共に支えあう地域づくり（ちいき）
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

①包括的な支援を行う体制づくり
　生活困窮者自立支援事業での他機関へのつなぎ件数（150件）
②福祉サービスの質の向上
　ケアマネジャーの質の向上（①研修開催回数2回、②ケアプラン点検数35回）
　法人間連携における公益的取組に関する情報交換会開催（1回）
③福祉専門職の支援体制づくり
　福祉人材育成研修等の実施（5回）
④居住に課題を抱える方への横断的な支援
　東胆振圏域地域生活支援拠点センターラポルトの活用（200件）
⑤成年後見制度等の利用促進
　市民後見人受任件数（82件）、法人後見受任団体（3団体）社協、ここあ、ビバーチェ

今
後
の
取
組
の
方
向
性

①生活困窮者自立支援事業での他機関へのつなぎについては、市が直営で実施している生活困窮者自立支援事業と併
  せて、R7年度からは重層的支援体制整備事業により包括的相談支援機関との連携を充実させ、生活課題を抱える市
  民をとりこぼさない体制づくりを目指します。また、ふくし総合相談窓口では、生活困窮者に対する自立相談のみ
  ならず、ふくし総合相談窓口の常設により、どこに相談してよいかわからない困りごとを幅広くお受けし、包括的
  な相談支援の体制を充実させます。
②ケアプラン点検結果やケアマネジャーが抱えている疑問に基づき、効率的で適切なケアプランの作成に必要な知識
  等の向上を図る。
③福祉専門職の支援体制づくりについて、今後も継続して取り組みます。
④東胆振圏域地域生活支援拠点センターラポルトの活用については、今後も継続して取り組みます。
⑤成年後見制度利用の需要増加が見込まれる中、市民後見人の育成と活用を図ることによって、制度利用に対する需
  要に対応し、全ての市民の権利が不当に侵害されることがない地域となるよう、普及啓発と相談業務を継続してま
  いります。また、法人後見事業を実施する団体に補助金を交付し、機能拡充及び体制整備を図ってまいります。

担当部署 福祉部　総合福祉課

主要施策の取組状況

担当部署 福祉部　総合福祉課
１　自分らしく生きるための仕組みづく
　り（ひと）

評
価
点

5
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３　誰もが安心して暮らせる環境づくり
　（まち）

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

⑬自殺防止に向けた取組
　実務者ﾈｯﾄﾜｰｸ会議開催回数（1回）、ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成講座総登録者数（2,155人）、
　こころの健康相談の開催（12回）
⑭再犯防止に向けた取組の推進
　巡回体制（550回）
⑮交通安全対策、移動手段の確保
　交通安全教室開催数（320回）、デマンド型コミュニティバス利用者数（樽前ﾊｯﾋﾟｰ号8,000人、
　とこバス2,500人）
⑯バリアフリーの推進
　市営住宅バリアフリー化住戸数（累計426戸）、バリアフリー化公園数（累計158か所）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

⑬実務者ネットワーク会議において、市の自殺に関する現状報告、各機関の情報交換や多機関連携につい
　て共有します。ゲートキーパー養成講座については、講座を通じ、市民や看護学生、企業、教職員等幅
　広くゲートキーパーを養成し、自殺の減少につなげていきます。こころの健康相談については、毎月第
　１水曜日を「こころの相談日」として予約制で対応するほか、随時、来庁・電話・メール等でも相談に
　対応していきます。
⑯市営住宅の建設にあたっては、車いす利用者向け住戸の整備や、ユニバーサルデザインを採用した誰で
　も住みやすい住宅の供給に努めます。バリアフリー化公園については、公園の統廃合を検討しつつ、着
　実な取組に努めます。

評
価
点

5 担当部署 福祉部　総合福祉課
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04　高齢者福祉の推進

高齢者等見守り活動登録事業者数
（人）

133 156 131 129

認知症サポーターの延養成人数
（人）

28,664 38,000 33,114 35,065

介護職員育成支援事業の年間助成
件数（件）

63 75 37 36

R9

　地域共生社会の理念を踏まえ、苫小牧版地域包括ケアシステムの深化を図るなど、高齢者福祉施策を推進しま
す。また、地域包括支援センターを中心とした支援ネットワークの構築や、介護予防のための多様なサービスの充
実を図り、支援が必要な高齢者と家族が安心して暮らせる環境づくりを進めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 21204

自己評価

B 　介護予防や地域における支援体制づくりに向けて、成果は出ているが、より推進
していくよう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・新たな地域密着型サービス事業所の実施事業者を公募し、選定
・住宅型有料老人ホームにおけるスプリンクラー設置について補助金を交付
・地域密着型サービス事業所等に対し運営指導（26件）及び集団指導を実施
・介護に関する研修費等を助成（36件）
・外国人介護人材の日常生活に必要な物品の購入費用等を負担した事業者に対し補助金を交付
・ケアマネの質向上研修の実施
・要介護（要支援）認定有効期間終了に関する通知の実施
・在宅介護用品支給事業の実施
・介護サービス利用者負担軽減事業の実施
・介護給付費適正化事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　第９期介護保険事業計画に基づき、新たな地域密着型サービス事業所の整備に関する公募を引き続き行
い、その後の施設整備・交付金申請に係る手続等について支援します。
　地域密着型サービス等に関する運営基準や報酬基準について、各事業所に対し丁寧に運営指導その他助言
を行うことで、適正な運営や報酬請求が行われるよう支援します。
　介護サービスを必要とする高齢者を適切に認定し、かつ、ケアマネが知識・意識を高めることにより、高
齢者に真に必要とする過不足ないサービスが提供されるよう促します。これにより適切なサービスの確保と
その結果として自立支援の促進と費用の効率化に繋げ、介護保険制度への信頼と制度の持続可能性を高めて
いきます。

２　安心と信頼の介護保険制度の推進
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・訪問型サービス、通所型サービスの実施
・介護予防普及啓発のための出前講座及び講演会の実施
・げんき倶楽部、介護予防教室の実施
・とまこまいシルバーリハビリ体操指導士養成講座及びフォローアップ研修会等の実施
・介護支援いきいきポイント事業の実施
・地域リハビリテーション活動支援事業の実施

　取組の実施により、高齢者等が介護予防に関心を持つことや、住民が主体となる通いの場等における介護
予防活動の促進、高齢者の自立した生活や社会参加等につなげることができました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　高齢者が自ら健康づくりや介護予防に取り組む暮らしの実現に向け、市民の健康寿命の延伸に向けた施策
や、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を推進し、自立支援・介護予防・重度化防止の促進を図りま
す。
　高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って暮らし続けられるよう、世代を超えた地域住民同士のつなが
りの醸成や、それぞれが主体的に活動できる地域づくりを進め、高齢者の社会参加を推進します。

担当部署 福祉部　介護福祉課

主要施策の取組状況

担当部署 福祉部　介護福祉課
１　自立支援・介護予防等による健康な
　暮らしの実現

評
価
点

4
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評
価
点

4

評
価
点

4

・高齢者等見守り活動事業の推進（登録事業者　R7.3.31現在 129事業所）
・高齢者優待乗車証の交付（R7.3.31現在　全交付件数24,190件）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　高齢者等見守り活動事業について、協定締結事業者が高齢者宅への配達、集金などの際に異変を感じた
り、相談を受けたりした場合、市に通報する体制づくりを進め、地域における高齢者等の見守り体制の整
備・充実を図ります。
　また、高齢者の外出機会を増やし、社会参加や健康増進につなげるため、高齢者優待乗車証の交付を継続
します。

担当部署 福祉部　介護福祉課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　生き生きとした高齢社会の実現

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　認知症の人の意思が尊重され、できる限り地域のよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、
認知症に関する正しい知識や理解を深めるための普及・啓発の取組を進めるとともに、認知症の人や家族の
ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みの構築を進めていきます。
　高齢者が住み慣れた地域で今後も暮らし続けるために、住民・地域全体で課題やニーズを把握し、住民や
地域全体で高齢者を支える仕組みの充実に努めます。
　また、家族介護者の介護負担を軽減できるよう、介護者同士の交流や介護用品支給事業など、在宅介護の
継続を支援する取組を進めます。

担当部署 福祉部　総合福祉課

３　地域における包括的支援体制づくり

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・地域包括支援センターによる総合相談支援等の実施
・高齢者虐待への対応等の実施
・高齢者虐待防止ネットワーク委員会の開催
・とまこまい医療介護連携センターの運営
・生活支援コーディネーターの配置
・認知症カフェ、認知症市民フォーラム、認知症フレンドリー図書館等の実施
・地域ケア会議の開催
・家族介護支援事業の実施
・成年後見制度利用支援事業の実施
・認知症サポーター養成事業の実施
・介護支援専門員への日常的個別指導・相談対応
・生活支援サービス事業を実施する団体及び移動外出支援サービス事業を実施する団体に対し補助金を交付
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05　障がい者福祉の推進

こども通園センターおおぞら園延
利用数（指導・相談・教室・巡回
等、電話相談を除く）（回）

5,156 5,230 7,272 7,077

基幹相談支援センター事業の相談
支援数（件）

27,330 29,300 21,559 21,578

「障がい者が家庭や地域の中で安
心して暮らせるようになること」
への市民満足度（％）

59.3 65 － －

R9

　障がいの有無に関わらず、互いに支え合い、共生していくことのできる地域社会を実現するために、障がい児者
が自ら選んだ場所で必要なサービスを受けながら、自立した暮らしと自己実現ができるよう支援します。
　また、地域生活への移行促進、就労の支援や、障がい福祉サービスの充実を図るとともに、良質なサービスの確
保・提供に努めます。また、障がい児者に係る相談支援事業の強化を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 21205

自己評価

B 障がい者施策について、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧市地域自立支援協議会の開催（全体会・幹事会・各部会・研修会）延べ開催回数 13回
・基幹相談支援センターの体制整備　相談件数 21,578件
・地域の支援機関、苫小牧市地域自立支援協議会と連携強化
・相談支援体制とケアマネジメント機能の充実
・苫小牧市成年後見制度利用支援事業の利用促進 成年後見市長申立て件数 2件

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　障がいのある方に自ら選んだ場所で必要なサービスを提供できる環境整備のため、地域自立支援協議会に
おいて、相談支援体制の確立や関係機関との連携を図り良質なサービスの確保と提供に努めます。
  地域における生活課題が多様化・複雑化する今日、障がい当事者や家族、地域住民等から受ける相談支援
には、関係機関との連携、アウトリーチを含む早期介入、サービス調整のためのケアマネジメント機能など
が欠かせません。障害者総合支援法の理念に基づき、住み慣れた地域で暮らし続けられることの自己決定を
実現できるまちづくりを進めます。

２　暮らし続けられるまちづくり
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・地域の支援機関、苫小牧市地域自立支援協議会と連携強化
・障がい児を専門とした基幹相談支援センター事業（社会福祉法人への委託事業）相談件数 1,203件
・はぐねっとの周知、活用促進
・教育・福祉・保健・医療の各分野の連携・協力
・障がい者就労相談担当の配置
・障がい者就労支援事業の実施（社会福祉法人への委託事業）相談件数 473件
・苫小牧市福祉ふれあいセンターにおける活動・学習の拠点機能
　苫小牧市福祉ふれあいセンター貸館等利用者数 延べ利用人数 19,201人
・当事者団体への支援
・福祉トイレカー「とまレット」の各種事業への出動 延べ出動件数 27回
・幼児の相談に係る職員数や職種を広げるなど体制を強化し、電話受付から面接相談までの待機期間を短縮
・おおぞら園契約児童に対し、個々の特性に合わせた療育を行うとともに、所属園や事業所などの関係機関と連携。
  保護者の同意を得た児童については、就学先の学校へ引継ぎを実施（128名）
・低年齢のおおぞら園未契約児童に対する親子相談にて保護者の育児・就園相談を実施（対象児143名）
・保育園等からの依頼により、巡回相談を実施（市内23園に対し、延べ46回）
・市内の障害児通所支援事業所に対し、訪問等による助言・指導を実施
・医療的ケア児相談室の設置により、医療的ケア児とその家族、関係機関等の支援者に対し、相談や助言及び研修会の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　発達に不安や課題を抱えたこどもと保護者に対し、早期に相談や支援が行われるよう、おおぞら園の契約
の有無に関わらず、引き続き教育・福祉・保健・医療等、関係機関とより密接な連携体制を構築してまいり
ます。
  就労を希望する障がいのある人や企業の相談に応じながら、ハローワーク等の関係機関と連携して、就労
の促進や職場への定着が図られるよう、相談支援体制の充実に努めます。
　苫小牧市福祉ふれあいセンターが有する、障がいのある人の活動・学習拠点機能の活用促進を図るととも
に、当事者団体への補助金等による支援を通して、その活動促進を図ります。また、福祉トイレカー「とま
レット」のイベントへの出動を継続し、障がいのある人の社会参加の促進に努めます。

担当部署 福祉部　障がい福祉課

主要施策の取組状況

担当部署
福祉部　障がい福祉課
福祉部　発達支援課

１　自己実現を応援するまちづくり
評
価
点

4
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３　バリアフリーのまちづくり

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・虐待ケースへの対応（電話、面談等）
・自立支援協議会における障がい者虐待防止・権利擁護研修等の開催
・苫小牧市地域自立支援協議会におけるケース会議の開催（随時）
・手話通訳者派遣事業の実施
・手話講習会（入門編・基礎編）の開催
・手話出前講座の開催（民間企業・学校）
・要約筆記入門講座の開催
・福祉のまちづくり条例に基づく、適合証の交付
・公共施設のバリアフリー化事業の実施
・合理的配慮の提供支援に係る助成金制度の実施
・あいサポート運動の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　障がいのある人等の暮らしにくさの解消や権利擁護を図るために、障がいや障がいのある人への理解を促進するよ
う、引き続き福祉・人権教育や地域福祉活動等の推進に努めます。また、多様な障がい特性を理解し、誰もが暮らし
やすい地域社会をつくっていく、あいサポート運動の推進に努めます。
　苫小牧市手話言語条例を基軸として、今後も広く市民向けの手話出前講座の開催等により手話の普及に努めるとと
もに、手話通訳者の更なる育成を図ります。また、視覚障がいのある人については、点訳者、朗読者等関係するボラ
ンティア団体と連携を図り、人材の確保に努めます。
　今後も市のホームページをはじめ、福祉ふれあいセンターを含む公共的施設において、電光表示や音声放送の適切
な整備、ひらがなや絵記号、ピクトグラム等による分かりやすい表記など、ユニバーサルデザインの普及とともに障
がい特性に配慮した情報提供に努めます。
　少子高齢化の更なる進行や公共施設の老朽化など、公共的施設を維持・管理していくうえで、難しい局面を迎えま
すが、効果的かつ効率的な施設整備や事業者との連携により、生活環境の安全・安心を確保するバリアフリー化の推
進に努めます。
　また、あいサポート運動の展開により、あいサポーターを増やすことで、心のバリアフリーの推進に努めます。

評
価
点

4 担当部署 福祉部　障がい福祉課

52



06　子育て支援の充実

児童センター利用者延人数（人） 136,926 150,000 167,569 189,077

ひとり親家庭学習支援事業利用者
数（人）

70 70 61 59

保育施設への入所を保留している
児童数（人）

295 150 227 146

子育て応援プランの作成数（人） 416 488 449 457

R9

　子ども・若者やひとり親家庭を含む全ての家庭等が地域社会全体で守られ、心身ともに健やかに成長でき、子育
て世代が安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進します。
　妊娠期から乳幼児期、学童期、青年期までを通じた切れ目のない支援体制を関係機関や地域等と連携しながら構
築し、社会の変化や生活の多様化に対応した教育・保育の提供をするとともに、子育て支援に関する活動を支援す
ることで、地域全体での子育て意識の向上を図りながら、アフターコロナを踏まえた包括的な子育て支援を行いま
す。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 21206

自己評価

A
　国が目指す「こどもまんなか社会」の実現に向けて、子育て支援医療助成制度な
どをはじめとするこども施策を展開したが、引き続き、こども政策加速化会議を中
心に議論を深め、子育て支援の充実を進めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【こども育成課】
・利用者支援員による保育サービス等のきめ細かな支援を展開
・新たに、入園説明会の実施及び苫小牧市子育てガイドブックを刷新
（相談件数）令和6年度　1,313件
【こども支援課】
・母子・父子自立支援員を1名増員し、離婚前相談やひとり親家庭等の状況を踏まえ、必要な助言と情報提供を実施
【こども相談課】
・虐待相談対応（233件）  ・児童虐待に関する関係機関連携強化のための実務者会議（16回）  ・関係機関と連携して支援にあたるための個別ケース検
　討会議（64回）  ・虐待の未然防止に向けた講座（STEP)の実施（6回）  ・虐待の未然防止、早期発見のための子育て支援講座の実施（2回）  ・虐待
　の未然防止、早期発見・早期対応を目的とした周知啓発活動を実施
【健康支援課】
・児童福祉法等の改正及び国の「こども未来戦略」に基づき、子育て世代包括支援センターを「とまこまい家庭支援センター」として、すべての妊産婦
　や子育て世帯、こどもへの切れ目のない相談体制を構築  ・妊娠期から出産・子育て期まで切れ目のない伴走型相談支援と経済的支援  ・生後４か月
　までの乳児がいる全ての家庭への訪問  ・母子健康手帳のデジタル化を実現するため、成長記録や予防接種スケジュール管理、妊娠・出産・子育てに
　関する各種情報を発信する「とまっこアプリ」の実施  ・子育て経験者などアドバイザーが妊産婦に寄り添う、産前産後サポート事業の実施  ・授乳、
　育児、休息など助産師が相談を受け、専門的な支援を行う、産後ケア事業の実施
【青少年課】
・子ども・若者支援地域協議会による代表者会議及び実務担当者会議を実施
・子ども・若者支援に関する相談案内窓口の周知啓発活動を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【こども育成課】
・利用者支援員による利用者に寄り添った相談体制を継続します。
【こども支援課】
・母子・父子自立支援員による細やかな相談支援を継続します。
【こども相談課】
・令和6年度に設置した「とまこまいこども家庭センター」を軌道に乗せるとともに、伴走型支援体制の充実を図ります。
・複雑化する子育て相談や児童虐待に対応するため、要保護児童対策地域協議会の構成機関と緊密に連携することで、子どもの見守り
　及び相談支援体制の強化を図ります。
【健康支援課】
・各種事業や家庭訪問、産前産後のサポートなど、妊産婦の心身状況や不安、悩みに対する相談支援を実施し、福祉に関する包括的な
　支援も含め、妊娠期から子育て期まで安心して過ごせるよう切れ目ない支援を引き続き行っていきます。
【青少年課】
・子ども・若者総合相談窓口「KOWAKA」の認知度向上を進めるとともに、関係機関の連携を強化するため、「子ども・若者支援地域協
　議会」の充実を図ります。

担当部署
健康こども部　こども育成課
健康こども部　こども相談課

健康こども部　青少年課

主要施策の取組状況

担当部署

健康こども部　こども育成課
健康こども部　こども支援課
健康こども部　こども相談課
健康こども部　健康支援課
健康こども部　青少年課

１　子どもと子育て家庭への啓発と相談
　支援

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【こども育成課】
・第2期子ども・子育て支援事業計画に基づき、「量と質」の両面から私立幼稚園の認定こども園への移行や小規模保育施設の整備等によって、待機児童
　の解消に努めた。
・教育・保育施設へのエアコン設置
・各家庭のニーズに応えることができるよう、ファミリー・サポート・センター事業での預かり保育やお子さんの送迎、保育所等における一時保育や休
　日保育等のサービスを実施
（一時保育・休日保育）
・一時保育利用者数　延べ4,464人
・休日保育利用者数　延べ571人
・私立の認可保育所、認定こども園、幼稚園等で地域開放事業、園庭開放、親子教室等を開催
【こども相談課】
・ヤングケアラー支援条例の周知啓発活動を実施
・ヤングケアラーを地域で支えるシンポジウムの開催
・ヤングケアラー支援条例啓発講座の実施（4回）
【青少年課】
・放課後児童クラブ（学校外設置）へのエアコン整備（9施設14か所）
・再生可能エネルギーの導入拡大に積極的な秋田県でこども研修を実施
・中高生の居場所づくりのため、市内児童センターの夜間開放を実施
・地域や関係機関と連携した青少年の非行防止啓発活動及び祭典時の巡回活動を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【こども育成課】
・保育・教育施設について新規施設整備から老朽化対策にシフトします。
・第３期苫小牧市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て施策を前進させるとともに、「こども誰でも通園制度」の制度設計を進めます。
・子育て家庭への支援を目的に、ファミリー・サポート・センター事業や保育所等における一時保育や休日保育等の特別保育を実施し、子育てしやすい
　環境を整備してまいります。
・こども・子育てにやさしい地域づくりを市民とともに考えるため、「こども どまんなかアクション」を全庁的に取り組みます。
【こども相談課】
・ヤングケアラー支援条例に基づく取組を継続するとともに、市内3地区でのヤングケアラー交流の場の常設化を進め、精神的負担軽減や孤立解消に努め
　ます。
【青少年課】
・放課後児童クラブの待機児童対策を進めます。
・中高生の居場所づくりのための取組を継続します。
・こども研修は、東京都やスマートシティ化を進めている水戸市を訪問し、未来の街づくりについて学びます。
・非行防止対策の啓発・巡回活動を継続して行います。

２　子ども・子育て家庭を地域で支え合
　う環境整備

評
価
点

5
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３　子ども・子育て家庭への経済的支援

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【こども育成課】
・保育施設等へ通園している副食費の無償化対象者を拡充
　副食費無償化対象児童（令和5年度227名→令和6年度1,036名）
・保育料の無償化を実施（対象児童　3歳以上3,312名、3歳未満801名）
【こども支援課】
・ひとり親家庭の就労につながる技術習得や自立を促進するため、高等職業訓練促進給付金及び自立支援教
　育訓練給付金の活用による支援の実施
・中央会場、東会場、西会場の３会場で、ひとり親家庭の児童を対象に学習支援事業を実施
・子どもの医療費助成事業の入院・通院対象者を高校生年代までに拡大（R6.8から）
・中学進学祝い制服等購入助成事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【こども育成課】
・保育料及び副食費の無償化を継続します。
【こども支援課】
・高等職業訓練促進給付金や自立支援教育訓練給付金を活用しながら、自立に向けた技術習得の提案、支援
　をすることで、経済的自立を促していきます。
・ひとり親家庭の児童を対象に将来的な貧困の連鎖を招かないよう、学習支援事業を継続します。
・拡充した医療助成制度を継続します。
・中学進学祝い制服等購入助成事業を継続します。
・令和7年度から小学校入学祝い給付事業を新たに開始します。

評
価
点

5 担当部署
健康こども部　こども育成課
健康こども部　こども支援課
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基本
施策

方針・施策番号 21207

自己評価

 B’　市民の健やかな暮らしに向けて一定の成果が出ているが、より改善していくよう
努めていく。

R9

　国民健康保険の健全な運営と後期高齢者医療制度による国民皆保険の維持を図るため、被保険者の健康保持増進
による医療費抑制と収納率向上対策による財源確保に努めます。
　生活保護世帯に対し、適正な保護を実施するとともに経済的・社会的自立に向けた支援を推進します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

国民健康保険の特定健診受診率
（％）

32.8
50.0
（R5）

34.5
33.7

（速報）

就労支援事業における就労・増収
者率（％）

20.0 25.0 30.4 28.4

国民健康保険税の収納率（現年）
（％）

94.0 95.0 93.6 94.5

07　社会保障の維持
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【保健事業】下記取組等を通じ加入者の健康保持増進に努めました。
・国保特定健診受診勧奨者数　R6 20,582人
・国保特定健診受診者がん検診無料事業助成数　R6 4,232件
・後期高齢健康診査受診率　R6 26.01％
・国保後期高齢脳ドック受検者数　R6 282人
・国保PET-CTがん検診受検者数　R6 87人
・国保糖尿病性腎症重症化予防医療機関未受診者勧奨数　R6(速報値56人)

【収納率向上対策】下記取組等を通じ一定の収納率を確保しました。
・夜間納付相談件数　R6 177人
・未納者への電話勧奨件数　R6 2,165件
・ペイジー口座振替受付件数　R6 1,527件
・財産調査件数(市税等含む)　R6 100,173件

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【保健事業】
　国保データヘルス計画に基づき、集団健診を始めとした健診受診に向けた環境づくりや、特定保健指導の
訪問強化を図り、脳血管疾患等の重篤な疾病を引き起こす生活習慣病の予防に努め、健康寿命の延伸につな
げます。
　また、重症化予防事業における訪問勧奨を強化し、糖尿病の高リスク者を医療機関への受診につなげるこ
とで、人工透析への移行を抑制し、将来的な医療費抑制に努めます。

【収納率向上対策】
　資格適正化の推進、納付相談や未納者への勧奨の充実、ペイジーを始めとした口座振替の促進、財産調査
等の施策を展開し、引き続き収納率向上に取り組んでまいります。
　また、納付方法の拡大については、コンビニやクレジット収納に加え、新たに地方税ポータルシステム
(eLTAX)の活用を図り、加入者の利便性向上に努めます。

担当部署 福祉部　生活支援室総務課

主要施策の取組状況

担当部署 市民生活部　保険年金課
１　国民健康保険の健全な運営と北海道
　後期高齢者医療広域連合との連携

評
価
点

3

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・保護に係る面接相談対応
　件   数　721件
・就労支援プログラム（就労支援員によるカウンセリング）
　人　　数　75人
・就労自立促進プログラム（ハローワークと連携した就労支援）
　人   数　 18人
・社会参加活動プログラム（ボランティア活動）
　参加人数　　6人

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　関係機関との連携強化を今後も推進していくとともに、個々の世帯に十分配慮し、自立に向けた支援強化
に繋げるため、対象者自身が実現可能な目標を定め、達成状況の評価及び次の目標設定をし、その中で就労
に向けた課題に向け支援、指導助言等を行い適正な保護に努めます。

２　生活保護世帯への適正な保護と自立
　促進

評
価
点

4
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第２節 ５つのまちづくりの目標に関する取組 

第２ 明日を拓く力みなぎる産業のまち 

１ 地域の特性をいかした産業の振興 

基本施策 08 農業の振興           

基本施策 09 林業の振興           

基本施策 10 水産業の振興          

基本施策 11 工業の振興           

基本施策 12 商業の振興           

基本施策 13 企業立地の促進         

基本施策 14 観光の振興           

基本施策 15 雇用・労働環境の整備・充実   

２ 産業基盤の整備促進 

基本施策 16 新千歳空港の拠点形成強化と周辺環境対策の推進 

基本施策 17 港湾整備とポートセールスの推進 

基本施策 18 苫東開発の推進        
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基本
施策

方針・施策番号 22108

自己評価

B 農業の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　担い手の育成・確保に努め、農業経営の安定・向上を目指すとともに、農業生産に必要な農地の確保とその有効
活用により、農村環境の保全を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「農業、林業、水産業を安定さ
せ、向上を図ること」への市民満
足度（％）

67.4 74.2 － －

担い手への農地利用集積（％） 66.6 70.0 69.5 75.9

認定農業者数（農家） 23 23 25 24

08　農業の振興
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・新規就農の相談対応
・認定農業者の育成、確保
・新規就農者等に対し、施設・機材・設備等の導入や投資への支援を実施
・農業経営安定のため、JAや関係団体が実施する事業に対し補助金等を交付

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  就農相談への細やかな対応をはじめ、新規就農者及び認定農業者を確保することで、将来の担い手が効率
的に農業経営を行えるよう、農業者の意向を聞取りながら支援を継続してまいります。

担当部署 産業経済部　農業水産振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　農業水産振興課
１　担い手の育成・確保と農業経営体質
　の強化

評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・樽前交流センターの管理
・産直マップの作成、配布
・多面的機能支払交付金事業の活動組織への補助金交付
・農業者と樽前小学校児童親子との交流

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  樽前交流センターや産直マップを活用し交流の促進を図るとともに、多面的機能支払交付金事業を継続す
ることで、引き続き都市農村交流や地域資源の維持に努めてまいります。

２　都市農村交流や地域コミュニティ機
　能の発揮等による地域資源の維持

評
価
点

4
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３　地域資源を活用した新事業や利用促
　進の推進

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・地元農畜水産物消費拡大事業を補助
・地域資源活性化推進事業を補助

４　関係機関と連携した鳥獣被害防止対
　策の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  地域資源活性化推進事業補助金交付要綱に沿って、地元食材の魅力発信を目的とした生産者と事業者の
マッチングを目指す取組に対する補助を実施してまいります。

担当部署 産業経済部　農業水産振興課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

評
価
点

4

評
価
点

4

・くくりわなによるエゾシカ捕獲事業や侵入防止柵整備を行う鳥獣被害防止対策協議会に対し補助を実施
・ＪＡが実施するエゾシカ捕獲事業に対し補助金を交付

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  苫小牧市鳥獣被害防止計画に沿って、引き続きエゾシカによる食害を中心とした農業被害の軽減を推進し
てまいります。

担当部署 産業経済部　農業水産振興課
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基本
施策

方針・施策番号 22109

自己評価

A 林業の振興について、趣旨に沿って進められている。

R9

　森林の有する多面的機能が持続的に発揮されるよう、森林施業の促進を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「農業、林業、水産業を安定さ
せ、向上をはかること」への市民
満足度（％）

67.4 74.2 － －

市有林の施業面積（ha） 14 122 43 64

09　林業の振興
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

森林整備面積（美沢市有林）
・伐採　　　　(5ha)
・造林　　　　(6ha)
・下刈り　　　(15ha)

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市有林の計画的な更新に努め、適正な森林施業を進めます。

担当部署 都市建設部　緑地公園課

主要施策の取組状況

担当部署 都市建設部　緑地公園課１　公益機能を重視した森林施業の促進
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

･造林実施者の事業に対する補助　森林所有者1個人1団体
･伐採届者(森林所有者､林業事業者)への適正な実施の指導41件

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　適正な森林施業となるよう、森林所有者や事業者への支援を行います。

２　林業経営の指導
評
価
点

5
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３　森林の保護

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

･野鼠駆除の実施
･北海道や近隣町との連携（市町村森林整備計画、森林整備事務打合せ会議）
･苫小牧地区林野火災予消防対策協議会の開催
･広報とまこまいへの林野火災注意文掲載
･林野火災注意喚起（横断幕設置、小中学校等への指導）
･山火事警報発令時の関係者への連絡

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　野鼠やエゾジカの食害や、林野火災によって森林が失われると、土砂流出防止や生物多様性保全などの森
林が持つ多面的機能が失われ、地域に及ぼす影響が大きいことから、引き続き適正な森林保護や指導を行い
ます。

評
価
点

5 担当部署 都市建設部　緑地公園課
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基本
施策

方針・施策番号 22110

自己評価

B 水産業の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　水産資源の保護に向けた取組を進め、生産基盤の整備や栽培漁業を推進します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「農業、林業、水産業を安定さ
せ、向上を図ること」への市民満
足度（％）

67.4 74.2 － －

漁業算出額（百万円） 1,451 維持 1,885 1,908

漁業協同組合員数（人） 125 維持 107 107

10　水産業の振興
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・マツカワ種苗放流事業への補助実施
・さけ・ますふ化放流事業への補助実施
・水産試験研究機関などが実施する調査、研究への支援及び参加
・胆振管内ししゃも不良に伴う調査研究費用等の補助実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  豊かな前浜の資源の保全や、気候変動等による影響を最小限に留めるため、今後も水産資源の保護と増加
に対する支援を継続してまいります。

担当部署 産業経済部　農業水産振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　農業水産振興課１　資源の保護と増加
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・漁業近代化資金利子補給事業
・水産関連団体への負担金補助
・苫小牧産ホッキ貝等安定供給事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  漁業経営安定化のため、水産関連団体への補助および漁業者の設備投資等に対する支援を今後も継続して
まいります。

２　漁業経営安定化の確立
評
価
点

4
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３　豊富な海産物の魅力発信

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧漁港ホッキまつりの開催
・苫小牧産水産物パワーアップ事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  これまで実施してきた取組を継続するほか、市内外に向けて各種媒体を活用した海産物の魅力発信を実施
してまいります。

評
価
点

4 担当部署 産業経済部　農業水産振興課
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11　工業の振興

技術相談・指導回数（回） 66 85 90 103

技術講習会回数（回） 38 45 44 41

「中小企業の振興を図ること」へ
の市民満足度（％）

61.5 67.5 － －

R9

　地域企業の振興と活性化、生産技術の高度化を図るため、各種の支援と関係機関との連携を一層強化します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22111

自己評価

B 　工業の振興に向けて、多くの取組を実施することで一定の成果が出ている。今後
も、技術革新に地域の産業が対応できるよう、取組の改善を進める。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧地域産学官金連携負担金の拠出
・C-base運営協議会負担金の拠出
・（公財）道央産業振興財団や苫小牧工業高等専門学校、市内金融機関などとの産学官金連携を目的とした
　ものづくり企業活性化チーム（GKK)活動（情報交換会7回、企業訪問6回など）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・苫小牧高専サテライト「C-base」 を拠点に苫小牧地域のものづくり産業の活性化を図ります。
・GKK活動を中心に、（公財）道央産業振興財団や苫小牧工業高等専門学校、市内金融機関などとの産学官
　金連携を強化し、地域企業における技術力の向上・高度化を目指します。

２　産学官金連携による産業力の強化
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧イノベーション活性化事業補助金の交付（4件採択）
・（公財）道央産業振興財団補助金の交付
・苫小牧地域産業力強化補助金の交付
・市内金融機関を訪問し、市融資制度の利用促進（新規利用192件）
・小規模企業経営改善資金を利用した小規模事業者が負担する信用保証料を補給（98件）
・中小企業振興審議会の開催（4回開催）
・苫小牧市中小企業者サポートブックの内容見直しを行い作成、公表
・苫小牧市テクノセンター技術相談、指導の実施（103件）、依頼試験、機器利用の実施（4,299件）、新入社員・
  中堅技術者向け常設研修会の実施（実施回数35回、参加数48名）、一般研修会・講習会の実施（実施回数6回、
  参加者96名）、共同研究事業の実施（1件）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・市内の企業等が、先進技術やアイデアを導入し、課題解決や新規事業の創出に向けて行う取組に対し補助金を交付
  することで、新技術等を導入する機運の醸成や産業の活性化を図ります。
・「第二次中小企業振興計画」に基づき、中小・小規模事業者に対する支援を実施してまいります。中小企業振興審
  議会において、ご意見を伺いながら中小企業振興に努めるとともに、市が実施している各種支援策を掲載している
 「苫小牧市中小企業者サポートブック」について、より分かりやすく事業者が活用できるよう掲載内容を更新して
  まいります。
・市融資制度は中小・小規模事業者の資金繰り円滑化の一助として、効果が得られていると考えています。引き続き
  必要な事業者へ制度を活用していただけるよう、金融機関と連携し情報を共有しながら進めてまいります。
・テクノセンターの依頼試験、機器利用では、X線CT装置の利用が好調であることより、装置のPRを目的とした研修等
  を実施することで現状維持に努めます。また、常設研修会については、精密高速旋盤を対象とした研修テーマの新
  設を検討し、より魅力的な研修の実施に努めます。

担当部署
産業経済部　工業・雇用振興課
産業経済部　テクノセンター

主要施策の取組状況

担当部署
産業経済部　工業・雇用振興課

産業経済部　商業振興課
産業経済部　テクノセンター

１　中小企業の振興と技術支援
評
価
点

5
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評
価
点

3 担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　昨年度に引き続き、国や北海道が主催する会議・セミナー等への参加を継続し、再生可能エネルギー導入
に向けた政策等の情報収集を行います。
　また、『価格差に着目した支援』や『拠点整備支援』に関し、申請をしている企業があるため、採択結果
に留意し、採択された際には水素やアンモニア等の導入に向け、適宜支援を行います。

３　再生可能エネルギー導入の推進

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・国や北海道が主催する会議・セミナー等への参加
・導入や、地域進出を検討する企業と面談・意見交換の実施
・国が行う、水素やアンモニア等の導入にかかる支援へ応募する企業に対し、申請に向けた支援の実施
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12　商業の振興

とまチョップポイント加盟店（店
舗）

165 350 151 163

とまチョップポイント利用者
（％）

18.6 26.5 － －

事業承継セミナー受講者数（人） 20 30 7 15

創業促進・商業にぎわい事業施策
利用数（件）

63 70 58 69

「中小企業の振興を図ること」へ
の市民満足度（％）

61.5 67.5 － －

R9

　商業の振興を図るため、中小・小規模事業者に対する商業経営基盤の強化及び経営の安定を促進し、ライフスタ
イルの変化による市民の多様なニーズに対応した魅力ある商店街づくりを進めます。
　また、本市の産業及び地域経済の発展のため、市内事業所の９割を占める中小企業の振興支援を推進します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22112

自己評価

B 　幅広い支援メニューの利用により、基本目標の達成に向けて多くの成果が得られ
ている。今後も更なる商業振興に向けて取組の改善を行う。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

 ・イベント・環境整備等事業助成金の交付（29件）
 ・空き店舗活用事業（店舗賃借料の補助、移転改装費の補助）（13件）
 ・店舗改装費補助金の交付（6件）
 ・地方創生地域コミュニティ活性化事業（とまチョップポイント事業）補助金の交付。
 ・苫小牧市商店街振興組合連合会の事業運営に対する補助。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　苫小牧市商店街振興組合連合会が行う商店街の活性化、魅力ある商店街づくりを促進するための事業運営
補助を引き続き実施します。
　商店街等に対する助成については、幅広い支援メニューを活用し必要な事業者に支援が行き届くよう努め
るとともに、商店街や事業者の声を反映した制度の充実を図ってまいります。

２　地域の商店街及び地域経済の活性化
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

 ・市内中小・小規模事業者における主要な相談窓口である、苫小牧中小企業相談所への補助金支出
 ・創業セミナーの開催、創業セミナーを受講した創業者への補助金支出（21件）
 ・市内の事業者間で成立した事業承継に対し、譲渡側への給付金支出（２件）
 ・市内金融機関を訪問し、市融資制度の利用促進（新規利用192件）
 ・小規模企業経営改善資金を利用した小規模事業者が負担する信用保証料を補給（98件）
 ・中小企業振興審議会の開催（4回開催）
 ・中小企業振興審議会の意見を反映しICT推進コミュニティ創出事業の実施
　（セミナーを10回開催し、延べ67人が参加）
 ・苫小牧市中小企業者サポートブックの内容見直しを行い作成、公表

今
後
の
取
組
の
方
向
性

 「第二次中小企業振興計画」に基づき、中小企業振興審議会のご意見を伺いながら、中小・小規模事業者に
対する支援を引き続き実施するとともに、市が実施している各種支援策を掲載している「苫小牧市中小企業
者サポートブック」について、より分かりやすく多くの事業者に活用いただけるよう掲載内容の充実を図っ
てまいります。
　融資制度については、令和７年度から信用保証料補給対象の拡大や各融資メニューの融資枠を利用率に応
じて見直すなど、引き続き中小・小規模事業者の資金調達の円滑化を図ってまいります。
　市の将来を担う中小・小規模事業者へのサポートを強化するため、創業サポート事業やＩＣＴ推進コミュ
ニティ創出事業について、苫小牧中小企業相談所などと連携を図りながら効果的な事業を実施いたします。

担当部署 産業経済部　商業振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　商業振興課
１　中小・小規模事業者に対する商業経
　営の安定と強化

評
価
点

4
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基本
施策

方針・施策番号 22113

自己評価

 A’企業立地の促進について、趣旨に沿って進められている。

R9

　本市の強みでもあるものづくり産業や物流関連産業の更なる集積を図るとともに、カーボンリサイクルや水素、
再生可能エネルギー等のゼロカーボン関連産業等、新たな成長が見込まれる産業の展開を進め、雇用の創出や地域
経済の活性化につなげます。
　また、企業とそこで働く方々が快適に活動できる環境を整え、立地企業の更なる発展を支援します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「工業地域の開発と企業の誘致を
進めること」への市民満足度
（％）

68.3 70.0 － －

工業団地内において新規に土地を
購入した延企業数（社）

832 846 853 868

13　企業立地の促進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・時代の流れに応じたPRや企業訪問など、戦略的な企業誘致の実施
・港湾区域を中心とするインフラ整備や、基盤整備に伴う要望活動の実施
・企業で働く方々の、生活環境の向上に繋がる施設整備に対する支援
・立地企業への訪問活動などによる企業ニーズの把握
・半導体関連企業約2,000社に向け、進出意向調査の実施及びPRパンフレット送付
・半導体関連企業へ向け、メール広告の配信や産業新聞への記事掲載

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・港湾や空港を擁する産業拠点都市として、企業の利便性向上や従業員の生活環境の向上などにつながる施
  設整備などを支援し、立地環境の向上に努めます。
・国や道、関係機関などに対し、港湾等の機能向上や物流効率向上を求める施設整備に係る要望活動に参加
  するなど、企業誘致に繋がるよう関係機関と連携した取組を進めます。
・進出拠点の候補地としての認知度向上を図る事業を実施するほか、進出意向調査において関心があった企
  業を中心に、本市の立地優位性を認識できる視察ツアーや地元企業との交流会を開催するなど、企業進出
  を促進する事業を展開してまいります。
・経済効果が高いと判断する企業や事業等の状況をしっかりと把握し、企業進出へのニーズ等が高まるタイ
  ミングで積極的且つ的確なトップセールスを含む企業訪問を実施します。

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課１　企業誘致と産業基盤の整備
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・従業員の職場環境の改善や、人材確保及び販路拡大につながる支援
・中小企業を対象としたゼロカーボン促進へ向けたセミナーやコンサルティング及び設備投資への支援
・企業の生産設備等の新増設に伴う設備投資に対する助成を行い、企業の生産活動を支援
・企業ニーズや社会情勢を勘案し、助成内容の見直しについて検討
・各種助成金、補助金や他市の制度に係る調査研究

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・時代の変化に応じて様々な課題を抱える立地企業のニーズ把握に努め、設備導入等に係る補助や支援を行
  います。
・生産設備等の新増設を検討している企業や、今後、成長を見込まれる産業の状況を把握するなど、より活
  用しやすい制度づくりを目指し取り組みます。

２　立地企業への支援
評
価
点

4
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14　観光の振興

各種イベント観客動員数（万人） 2.2 55 54 55

観光案内所利用状況（件） 13,000 40,000 16,474 19,605

苫小牧市観光入込客数（万人） 150 260 264 289

R9

　地元観光資源を再確認し、地域の特性をまちの魅力として、積極的な情報発信に努めることで、交流人口の増加
によるにぎわい創出と地域経済の活性化を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22114

自己評価

B   観光振興について、観光入込客数の増加など一定程度の成果は得られたが、課題
もあるため、解決に努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・スマイルジャパンオリンピック最終予選の観戦＆産業夜景バスツアーの開催
・北海道教育旅行説明会相談会を活用し、愛媛県及び広島県の旅行会社に対し、本市への教育旅行実施に
  ついて説明
・アニメツーリズム推進事業として、人気アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーション
　により、苫小牧市内を周遊しながら楽しむことができるスタンプラリーを開催
・苫小牧中央ＩＣ出口付近への看板設置や電柱への案内板設置による、観光案内の強化
・COCOTOMAと道の駅ウトナイ湖観光案内所の運営
・ビジット苫小牧観光会議の開催
・苫小牧観光振興ビジョンの改定案を作成し、パブリックコメントを実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　スポーツや学術・文化大会などの誘致を推進するため、本市MICE誘致推進協議会や関係団体等と連携しな
がら、本市への誘客促進を図り、宿泊者数を増やす取り組みを推進します。
　また、近隣自治体を広域的な観光圏と捉え、各自治体が持つ観光ポテンシャルを十二分に発揮し、来訪者
の増加及び長期滞在を促すため、近隣市町村と連携した観光プランや周遊ルート作成など、地域経済の発展
や活性化につなげ、各市町村が広域連携のメリットを享受できるよう連携を図ります。

２　観光推進体制の強化
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・観光PR推進事業の実施（本市をPRする特産品等の販売又は広報を行う団体に対し、経費の一部を助成）
・情報誌やインターネットなど、各種媒体を活用した本市の魅力発信
・道外での観光PRの実施
・SNSによる観光情報の発信（LINE・X）
・道の駅ウトナイ湖等でのイベント開催

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　本市には、樽前山麓の広大な森林をはじめとする豊かな自然や漁獲量日本一の「ホッキ貝」に代表される
美味しい海産物など、様々な観光資源が点在します。
　これらの観光資源の魅力向上を図るとともに、各種イベント情報について情報誌やSNSなど様々な媒体を活
用し発信することで、国内観光需要及びインバウンド需要の創出につなげます。

担当部署 産業経済部　観光振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　観光振興課１　地域の魅力の有効活用
評
価
点

4
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評
価
点

4 担当部署
産業経済部　観光振興課

産業経済部　港湾・企業振興課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　とまこまい港まつりやとまこまいスケートまつりなどの各種イベントの開催により、市外からの観光客の
誘致を図るとともに、観光協会などの各種団体と連携しながら地域のにぎわいを創出します。

　クルーズについては、関係部局との連携強化や積極的な情報収集等により、地域の安全・安心とスムーズ
な入港に配慮した受入体制の構築を目指します。その上で、関係団体と連携し、クルーズ船入港時における
歓迎体制の充実化と、地域の潜在的なクルーズコンテンツの魅力の発見などに取り組み、苫小牧港の魅力発
信と地域振興に努めてまいります。
　また、誘致活動において、小・中型の外国籍船をメインターゲットに、将来的に北海道クルーズを企画す
る可能性のある船社等に対して、継続した訪問活動や視察対応を進めてまいります。
　令和７年度はクルーズ船の入港予定がないため、北海道クルーズ振興協議会と連携し、クルーズ船の誘致
活動に力を入れ、クルーズ船寄港につながるよう努めてまいります。

３　新たな魅力づくり

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・とまこまい港まつりの実施
・とまこまいスケートまつりの実施
・東胆振物産まつりの実施
・とまこまいコスプレフェスタの実施
・テレビやCM等の各種撮影支援の実施

【苫小牧クルーズ振興協議会としての事業】
・クルーズ船「飛鳥Ⅱ」入港時の歓迎行事や船内見学会、「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2024」との連携を実施
・苫小牧市民クルーズ代金助成事業の実施
・船社訪問などによるクルーズ船誘致活動や情報収集活動の実施
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15　雇用・労働環境の整備・充実

地域職業訓練センターの利用人数
（人）

17,289 維持 22,740 23,364

職場改善企業数（件） 82 90 63 74

「いきいきと働くことができる場
があること」への市民満足度
（％）

64.3 69.5 － －

R9

　雇用の確保・拡大と働きやすい職場環境づくりに努めるとともに、職業能力開発体制の強化と勤労者福祉の充実
を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22115

自己評価

B 　雇用・労働環境の整備・充実について、各事業の効果は得られている。今後も変
化する雇用情勢を把握しつつ、適宜事業の見直しを行う。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・企業が抱える様々な課題の解決を図り、多様な人材が働きやすい職場づくりを支援する「職場改善コンサ
　ルティング事業」を実施（支援企業数：51社）
・女性のスキルアップと就職を支援する「なでしこ就職応援事業」を実施（研修参加人数：47人、就職者
　数：26人）
・障害者雇用奨励金事業の企業への周知を実施（奨励金交付人数：5人）
・外国人材受入企業支援事業（補助金）を創設し、企業への周知を実施（交付件数：1件）
・外国人材を雇用する企業や雇用を検討している企業を対象とした「外国人材採用勉強会」を開催（R7年2
　月12日、参加者42人）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　若者、女性、高齢者、外国人、障がい者など誰もが働きやすい職場環境づくりを支援する取組を継続しま
す。

２　多様な人材を受け入れる雇用環境の
　整備・充実

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・人材不足が続く建設業への若年層への入職を促進する「職人育成応援事業」を実施（就職者数：6人）
・就職氷河期世代の不安定就労者を支援する「就職氷河期世代就職応援事業」を実施（就職者数：22人）
・地元企業への理解促進と学生の職業観の醸成を図る「就業チャレンジ支援事業」を実施（バスツアー参加
　者数：123人、特別講演会参加者：54人）
・就職マッチングサイト「とまジョブ」を運営（掲載企業数：713社）
・市内企業の新卒採用を支援する「採用力強化・機会創出事業を実施」（支援企業数：15社）
・中途採用を希望する企業の人材確保と求職者の転職を支援する「中途採用合同就職説明会事業」を実施
　（参加企業数：40社、来場者数：95人）
・シルバー人材センターの運営費を補助
・東胆振・日高・平取地域通年雇用促進支援協議会分担金を拠出

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・企業のニーズに応じた求職者の人材育成を行うとともに、求職者と企業のマッチングの機会を創出しま
　す。また、若年層の地元就職を促進するため、企業見学などを通じて地元企業の魅力発信に努めます。
・東胆振・日高・平取地域通年雇用促進支援協議会で、本市を含む地域の自治体・関係機関と連携し、資
　格・技能の取得支援やセミナー等を実施し、季節労働者の通年雇用化を促進します。

担当部署 産業経済部　工業・雇用振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　工業・雇用振興課
１　雇用の確保・拡大と若者の地元就職
　の促進

評
価
点

5

79



評
価
点

4

評
価
点

3

・勤労者生活安定資金貸付金の運用（新規貸付件数：9件）
・苫小牧市勤労者共済センターの運営費を補助

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　勤労者福祉の向上のため、融資制度と共済制度の周知及び利用促進に努めます。

担当部署 産業経済部　工業・雇用振興課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　勤労者福祉の拡充

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・（一社）苫小牧地域職業訓練センターと連携し、施設の利用促進を図り、企業ニーズに対応した人材育成
　や労働者の技能向上に引き続き取り組みます。
・ものづくり産業に必要な技能・技術を身につけた人材を育成し、地元就職につなげるため、道立苫小牧高
　等技術専門学院の入校促進を図ります。

担当部署 産業経済部　工業・雇用振興課

３　職業能力開発体制の強化

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧地域職業訓練センター運営協会の運営費を補助
・道立苫小牧高等技術専門学院の入校生に対し苫小牧市ものづくり技能習得奨励金を交付（支給件数：4
　件）
・技能士重用制度を推進し公共工事における技能士の活用を促進
・技能者の社会的地位及び技能水準の向上を図るため苫小牧市技能功労者表彰を実施（受賞者数：6人）
・市民技能体験教室を開催（庭木の剪定・内装・日曜大工・左官の全4回）
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基本
施策

方針・施策番号 22216

自己評価

A 　新千歳空港の拠点形成強化と周辺環境対策の推進について、多くの成果が得られ
ている。

R9

　新千歳空港における航空ネットワークの維持・拡大や継続的な安全対策の実施のほか、米軍再編訓練等において
は、市民の安全・安心な生活を確保するとともに、空港周辺地域の環境整備を行い、市民生活の利便性向上を図り
ます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

新千歳空港の年間利用者数（千
人）

22,809 27,830 22,927 24,826

新千歳空港の年間貨物取扱量（ト
ン）

168,054 223,800 132,649 157,355

16　新千歳空港の拠点形成強化と周辺環境対策の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・北海道内７空港の一体的運営に関する協議会　　　　　　　　　【令和６年５月】
・新千歳空港の運営に関する協議会　　　　　　　　　　　　　　【令和６年５月・12月】
・新千歳空港の運営に関する協議会（分科会）　　　　　　　　　【令和６年11月・令和７年１月】
・新千歳空港国際化推進協議会による国際線北米航路の誘致活動への参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和６年10月】
・新千歳空港国際化推進協議会主催
　シンガポール航空「新千歳＝シンガポール線」再開記念訪問団への参加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和６年12月】

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　各協議会を通じて、北海道エアポート株式会社等の関係機関と情報共有や意見交換を行うとともに、国際
線における誘致活動や訪問団への参加など協力しながら、新千歳空港の更なる成長・発展に努めます。

担当部署 総合政策部　空港政策課

主要施策の取組状況

担当部署 総合政策部　空港政策課
１　新千歳空港における航空ネットワー
　クの維持・拡大

評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・北海道空港協会総会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和６年５月】
・北海道空港協会中央要望　　　　　　　　　　　　　　　　　　【令和６年７月】
・新千歳空港利用者利便向上協議会　　　　　　　　　　　　　　【令和７年３月】
・北海道誘客促進実行委員会主催
　「第３回 これがわたしのHOKKAIDO LOVE!祭」への参加　 　　　【令和６年11月】
・北海道内７空港利用促進実行委員会主催
　「第２回 旅を描こう。空旅グランプリ」への協力　　　　　　 【令和７年１月～３月】

・新千歳空港整備事業費負担金にて「誘導路複線化事業」として、用地造成や誘導路新設、照明・電源施設
  の工事等を実施しているほか、空港機能維持のため誘導路の耐震対策や滑走路の液状化対策を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　負担金による空港整備に係る費用負担を行うほか、各協議会や要望活動等を通じて、２次交通の拡充や国
直轄の空港整備事業を促進します。また、誘客促進や航空利用促進のためのプロモーション事業への参加や
協力などを行い、新千歳空港の利用促進や利便性の向上に努めます。

２　新千歳空港の利用促進
評
価
点

5
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３　米軍再編訓練等に伴う安全確保

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　令和６年10月21日から11月１日に千歳基地で行われた米軍再編に係る訓練移転に関して、北海道防衛局に
対し、北海道・千歳市・苫小牧市で構成する「米軍再編に係る千歳基地への訓練移転に関する連絡会議」か
ら「協定の遵守」など８項目について要請したほか、市としても２項目を個別要請しました。

４　空港周辺地域の環境整備

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　米軍再編に係る千歳基地への訓練移転実施の際には、市民の安全・安心のため、引き続き協定遵守や安全
確保について求めるとともに、市においても在日米軍再編問題対策会議や危機管理マニュアル等により体制
確保に努めます。

担当部署 総合政策部　空港政策課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

評
価
点

5

評
価
点

5

・新千歳空港の深夜・早朝時間帯発着枠拡大合意（平成27年３月）に伴う事業
　①住宅防音対策工事（苫小牧市分）　　　実施件数　13件
　②冷暖房機器等設置（苫小牧市のみ）　　実施件数　 6件

・再編関連訓練移転等交付金を活用して、航路下３地域等に計10事業を実施し、空港周辺環境の整備を行い
  ました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・本市では、平成27年３月に新千歳空港の深夜・早朝時間帯の発着枠拡大について地域と合意しており、こ
  れに伴う住宅防音対策や地域振興対策の早期実施に向けて、北海道とともに着実に取組を進めていきま
  す。

・再編関連訓練移転等交付金については、空港周辺地域の環境整備や地域住民の利便性向上に繋がる事業を
  行っていきます。

担当部署 総合政策部　空港政策課
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５　国際リゾートエリアの形成

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　統合型リゾート（ＩＲ）を含めた国際リゾート構想の実現に向けて、北海道と協議を行いました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　次世代半導体産業の進出やデータセンターの誘致、ＧＸの推進等による社会情勢の変化やまちづくり動向
を踏まえながら、統合型リゾート（ＩＲ）を含めた国際リゾート構想の実現に向けた取組を再構築してまい
ります。

評
価
点

3 担当部署 総合政策部　未来創造戦略室
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17　港湾整備とポートセールスの推進

外国貿易コンテナ取扱個数
（TEU）

212,833 300,000 235,032 233,455

取扱貨物量（合計）（千トン） 104,777 111,800 101,280 100,041

内国貿易取扱貨物量（千トン） 88,743 89,600 84,958 83,897

外国貿易取扱貨物量（千トン） 16,034 22,200 16,322 16,144

「苫小牧港（西・東）の機能を充
実させること」への市民満足度
（％）

71.0 75.0 73 －

R9

　国内外の物流動向など、港湾を取り巻く環境の変化に対応した機能強化に加え、積極的なポートセールスに取り
組むなど、更なる港勢拡大に向けた取組を推進するとともに、港の魅力を多くの方々に発信しにぎわい創出を図
り、次なる成長、発展に向けた港づくりを進めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22217

自己評価

B
  苫小牧港は北日本最大の海上輸送拠点として重要な役割を担っており、さらなる港湾機能の強化や
利便性の向上等に取り組んでいる。苫小牧港の魅力発信について一定の成果が出ており、事業の継
続・見直しに加え、新たな魅力創造を引き続き進めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・東港区周文ふ頭複合一貫輸送ターミナルの整備（機能強化）
・東港区国際コンテナターミナルにおける荷役機械整備場の整備
・本港地区内の埠頭間道路の整備
・真古舞地区中央北ふ頭新岸壁背後荷さばき地の整備

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・苫小牧港は北日本最大の海上輸送拠点として重要な役割を担っていることから、北海道・本州間における
　国内物流の機能強化や安定性確保に向けた整備が必要であり、国と連携して周文ふ頭の複合一貫輸送ター
　ミナルの整備を推進します。また、東港区国際コンテナターミナル外貿コンテナ取扱量は北海道全体の７
　割以上を占めており、国際競争力向上に資する港湾機能の強化が求められていることから、道産農水産物
　の新たな輸出拠点として温度管理型冷凍冷蔵庫などを核としたロジスティクス機能の強化を求め、関係機
　関と連携した取組を進めます。
・港湾施設を利用する関係車両の多くは、道道上厚真苫小牧線を通行しており、時間帯によっては、低速の
　港湾荷役関係車両の影響で渋滞が発生しています。この問題の解消に向け、港湾荷役関係車両が安全かつ
　円滑に移動でき埠頭間道路の継続的な整備及び老朽箇所の順次改修を図ります。
・次世代エネルギー（水素・アンモニア等）の輸送や利活用など、脱炭素化に配慮した港湾機能の高度化な
　どを通じて、温室効果ガス排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルポートの形成を目指しま
　す。

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課１　港湾機能の強化
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・東港区周文ふ頭複合一貫輸送ターミナルにおける岸壁等の整備（緊急物資輸送）
・東ふ頭、中央北ふ頭、中央南ふ頭における岸壁の改良（老朽化対策）
・西港区の東防波堤の改良（老朽化対策）
・西港区元町地区及び勇払浜地区における離岸堤の改良（老朽化対策）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・災害等による苫小牧港の港湾施設の損壊は、北海道はもとより国内の物流に多大な影響を及ぼすため、防
　災・減災に資する整備や老朽化した施設の機能回復を進めます。
・国土交通省により整備中の東港区周文ふ頭新規岸壁の整備促進を求め、連携した取組を進めます。

２　安全・安心を支える港づくり
評
価
点

4
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評
価
点

4

評
価
点

4

・輸出拡大に向けた取組として、国や北海道などの関係機関と連携して新たなプロジェクトの検討
・海外ポートセールスの実施（H30/タイ、R1/マレーシア、R5/韓国）
・国内ポートセールスの実施（東京セミナーR4/330人東京セミナー、R6/420人　国内の関係者への訪問活動
　等）
・日本初となる北極海航路を利用したコンテナ貨物輸送トライアルの実施（R1）
・北極海航路における苫小牧港の利用可能性の検討

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・苫小牧港の認知度向上や取扱貨物量の増加、新規コンテナ航路の就航を見据え、海外ポートセールスを引
　き続き北海道と連携しながら進めます。
・アジアと欧州を結ぶ北極海航路については、地理的優位性からアジア側のゲートウェイとなるポテンシャ
　ルを秘めている苫小牧港の利用促進に向けた取組を推進します。
・国や北海道と連携して、農水産物輸出拡大に向けたプロジェクトへの支援を行います。

担当部署
産業経済部　港湾・企業振興課
総合政策部　未来創造戦略室

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　ポートセールスの推進

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・関係部局との連携強化や積極的な情報収集等により、地域の安全・安心とスムーズなクルーズ船の入港に
　配慮した受入体制の構築を目指します。その上で、関係団体と連携し、クルーズ船入港時における歓迎体
　制の充実化と、地域の潜在的なクルーズコンテンツの魅力の発見などに取り組み、苫小牧港の魅力発信と
　地域振興に努めてまいります。

・苫小牧港が、北海道はもとより日本経済を支える港湾であることを広く周知するため、苫小牧港の歴史や
　役割について、市民の目線に立った情報提供等を継続的に行います。

・キラキラ公園における賑わい創出事業を定着し、ウォーターフロントの魅力を向上させることで、市内外
　からの交流人口のさらなる増加を目指します。

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課

３　親しまれる港づくり

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

〇苫小牧クルーズ振興協議会
・クルーズ船「飛鳥Ⅱ」入港時の歓迎行事や船内見学会、「TOMAKOMAI MIRAI FEST 2024」との連携を実施
・苫小牧市民クルーズ代金助成事業の実施
・船社訪問などによるクルーズ船誘致活動や情報収集活動の実施
〇みなとオアシス苫小牧運営協議会
・港周辺の美化及び魅力向上のため、花壇へ花苗の植え付けを実施
・みなと写生会やウォーキング、フェリー船内見学など港に親しむためのイベントを実施
・「みなとオアシスSea級グルメ全国大会in境港」や「とまこまいスケートまつり」への出店を通じた苫小牧産ホッキ貝の市内外への
  PRの実施
〇キッチンカー21＠トマベイウォーターフロントの実施
　6月29日（土）、30日（日）、7月6日（土）、7日（日）の４日間にわたり、キッチンカーの出店のほか、スーパーカーやダンスバ
  トル、海上自衛隊による多用途支援艦「すおう」の一般公開など、幅広いジャンルのコンテンツを展開しました。
〇TOMAKOMAI MIRAI FEST2024の実施
・キラキラ公園において、有料エリアとして、アーティストによるライブパフォーマンスやお笑いライブを開催。

・無料エリアでは、ダンスパフォーマンス、GXや水素活用を身近に感じることができる「GXパーク」出展に加えて、キッチンカーの

  出店。
・その他、自動運転バスのレベル４実証実験
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18　苫東開発の推進

工業団地内において新規に土地を
購入した延企業数（社）

832 846 853 868

「工業地域の開発と企業の誘致を
進めること」への市民満足度
（％）

68.3 70.0 － －

R9

　苫小牧東部開発の基軸である企業誘致に戦略的に取り組むほか、地域特性やこれまでの産業集積をいかし、新た
な産業や開発の核となるプロジェクトの導入、ゼロカーボンに向けた取組等を推進し、更なる産業の集積を図ると
ともに、豊かな自然と調和した苫小牧東部地域を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 22218

自己評価

B   企業誘致について、良好な成果が得られている。引き続き戦略的な企業誘致に努
めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・立地を検討している企業や関連企業への訪問を行い、企業ニーズに応じた積極的な誘致活動を展開
・周辺自治体や各種団体と連携し企業誘致フェア等へ出展するなど本市の立地環境の優位性を広く周知
・立地企業訪問による企業ニーズの把握

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・自動車関連産業をはじめとするものづくり産業の集積、港湾や空港を擁する利点を生かした物流拠点とし
　ての優位性のさらなる向上を目指し、関係機関と連携を図り取組を進めます。
・次世代半導体や大規模データセンターなどの次世代産業や再生可能エネルギーをはじめとする脱炭素関連
　産業など、今後成長が見込まれる産業の展開を見据え、本市の立地優位性を最大限にアピールした誘致活
　動を展開し、戦略的に取組を進めます。
・苫小牧東部開発新計画及び第3期の進め方の内容を踏まえ、関係機関とともに開発の核となる公的プロ
　ジェクトの招致等含めた要望活動を実施します。

主要施策の取組状況

担当部署 産業経済部　港湾・企業振興課１　苫小牧東部開発の推進
評
価
点

4
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第２節 ５つのまちづくりの目標に関する取組 

第３ 学ぶ喜びがあふれる文化の薫るまち 

１ 次世代を担う人材育成と高等教育の充実 

基本施策 19 義務教育の充実         

基本施策 20 高校・大学・各種教育機関の充実 

２ 人が輝き文化の薫るまちづくりの推進 

基本施策 21 生涯学習の推進    

基本施策 22 市民スポーツの推進  

基本施策 23 文化芸術の振興    

基本施策 24 国際・国内交流の推進 
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基本
施策

方針・施策番号 23119

自己評価

B
　コミュニティ・スクールの推進、教育支援センターの拡充・フリースクールとの
連携など、魅力ある学校づくりや学びの機会の保障を図るとともに、教育環境の整
備に努めた。今後も引き続き、さらなる教育の充実と課題解決に努めていく。

R9

　高度な情報技術を活用し、グローバルな視野で活躍することが求められる未来を担う子どもたちが、個性や能力
を生かし、実社会で「生きる力」を育み、社会を支える「自立」した人間になるために学びの環境の充実を図りま
す。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「小学校・中学校において充実し
た教育が受けられること」への市
民満足度（％）

66.5 70.0 － －

19　義務教育の充実
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実に向けた苫小牧っ子学力UP!ハンドブックグリー
　ン版の作成・配付
・確かな学力を育むための授業改善に向けた教員向けの実践的研修会の実施や「授業改善Leaf」「ICT活用
　Leaf」による資料提供及び「tomatube」による動画の配信
・全国学力・学習+状況調査における調査結果の分析・授業改善動画（算数・数学）の作成・配信
・外国語指導助手（ＡＬＴ）の市内全小・中学校への派遣
・「苫小牧市いじめ問題子どもサミット」の実施
・「情報機器利用の約束」及び「親子で考える安心・安全な情報機器利用のためのガイドライン」の周知・
　啓発
・教育先進地視察の実施
・地域人材を活用した「こころの授業」の全学校実施
・「特別支援教育研究委員会」による研修講座及び公開授業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　未来の社会をつくり、生きる上で真に必要な力を考え、獲得し、高めていくための学び方を、一人一人の
児童生徒が身に付け、学習を進めることができるよう、子どもが主語となる授業の創造と充実を図ってまい
ります。

担当部署

教育部　指導室
教育部　学校教育課

教育部　施設課
教育部　総務企画課

主要施策の取組状況

担当部署 教育部　指導室１　社会で生きる学びの推進
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧型小中連携教育「苫小牧ALL-９」に基づいた各種連絡協議会の開催（年２回実施）
・すべての学校における校内教育支援センターの開設
・市内１２校への不登校対策支援員の配置
・子ども専用「悩みごと相談メール・電話」への相談、ICTを活用した相談窓口の利用促進
・スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーによる支援体制の増員、拡充
・家庭教育情報誌「ほーむ＆すくーる（通称「ほ・む・す・く」）」を年５回発行
・保護者向け一斉情報配信システムを活用した情報発信
・市PTA連合会等との連携した子育てや教育について考える機会の拡充
・家庭、地域と一体となった学校づくりの推進のため、学校運営協議会にて、子どもたちの教育環境の充実のために、学校と地域とが
　連携・協働した取組を実施。
・増改築事業（老朽化等に係る改築・解体工事、設計業務などを実施）：ウトナイ小、大成小、樽前小
・改修事業（老朽化対策や安全性向上のための改修を実施）：沼ノ端小、植苗小中、勇払小、ウトナイ小、光洋中、豊川小
・防犯対策（防犯カメラ設置）：清水小、日新小、糸井小、北星小、澄川小、豊川小、泉野小、光洋中、明倫中、緑陵中、凌雲中
・照明改修（照明LED化）：明野小、拓勇小、ウトナイ小、緑陵中
・勇払地区において、小・中学校のあり方を協議し、義務教育学校設置の方向性を決定。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　すべての子どもたちに社会的自立への確かな力を育むために、不登校児童生徒の学びを止めることなく、心の居場
所としての校内教育支援センターの整備・機能化を図るなど、支援の一層の充実を図ります。
　また、子どもたちが将来への夢を語り、その実現に向け力強く歩みを進めることができるよう、地域の多様な教育
資源・人材を活用した「夢実現教育」を推進してまいります。
　学校教育をめぐっては、「生きる力」を育み、社会を支える「自立」した人間になるための教育環境の充実を図っ
ていくことが求められています。そのため、学校規模や地域の実情に合わせた望ましい教育環境の整備や環境・健
康・福祉に配慮した施設の整備など、小・中学校の教育環境・施設・設備の充実を図ります。

２　学校・家庭・地域の思いをつむぐ体
　制の確立

評
価
点

4
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基本
施策

方針・施策番号 23120

自己評価

B   高等教育機関との連携や教育水準の維持向上に向けて、成果は出ているがより一
層改善していくよう努めていく。

R9

　高校の教育水準の維持向上を図り、活力と魅力のある高校づくりに向けた協議を行うとともに、経済的な理由か
ら就学が困難な方にも教育が受けられるよう支援します。また、高等教育機関との連携を一層強化することによ
り、地域の活性化と魅力向上を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「高校・大学・専門学校など、高
度な教育が受けられること」への
市民満足度（％）

55.4 60.0 － －

20　高校・大学・各種教育機関の充実
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・北洋大学への職員２名配置（令和６年９月３０日まで）
・寄附講座の実施（前期・後期１５回ずつ）
・市内外の高等学校等からの入学生の増加に向けた取組
・インターンシップの支援
・市民公開講座等の周知
・地域住民との関係構築及び交流促進(町内会との連携)

・苫小牧工業高等専門学校と締結した「連携及び協力に関する協定」をもとに、苫小牧高専と協働で中小企
　業等が抱える課題の解決や、新規事業化の支援を行い、ものづくり産業の活性化を図っています。
・平成30年10月に開設した、苫小牧市、苫小牧工業高等専門学校、苫小牧商工会議所で運営する技術経営相
　談窓口「C-base」に対し、各支援機関の分野の異なる専門家と連携しながら、多様な課題に対応し産業振
　興を図るため、3,800,000円の負担金を交付しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　大学進学や就職時期に多くの若者が市外に転出しており、高等教育機関は、若者の市外流出の抑制に重要
な役割を果たしています。
　北洋大学は、市内唯一の４年制大学であり、若者の人材育成や地元定着という点から、市としても重要な
位置づけと捉えており、今後も大学の安定的な運営に向けて、様々な支援を行っていきます。
　また、包括的連携協定に基づき、大学の発展や地域における生涯学習の振興のため、多様な分野で相互に
協力していきます。さらに、インターンシップの支援を実施することで、学生の市内企業の認知度向上と就
職の促進に取り組んでいきます。

　引き続き、苫小牧高専サテライト「C-base」 を拠点に苫小牧地域のものづくり産業の活性化を図っていき
ます。

２　高等教育機関との連携
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・私立高等学校等へ補助金を交付
　駒澤大学附属苫小牧高等学校　　3,699,000円
　苫小牧中央高等学校　　　　　　2,019,000円
　苫小牧高等商業学校　　　　　　1,977,000円

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　今後も、私立高等学校における生徒活動（学校祭、生徒会活動、部活動等）の充実のため、生徒（保護
者）及び学校への経済的支援を行っていきます。また、北海道や他自治体の動向、制度改正の状況も踏ま
え、適宜本補助金の必要性やあり方についても検討していきます。

担当部署
総合政策部　政策推進課

産業経済部　工業・雇用振興課

主要施策の取組状況

担当部署 教育部　総務企画課１　高等学校の充実
評
価
点

4

94



評
価
点

4 担当部署 教育部　総務企画課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　今後も継続して、経済的に困窮した世帯等に対し支援を図り、育英会制度の充実に努めていくとともに、
国の政策や他自治体の動向を見据えながら、現在の制度が現況に見合った制度となっているか引き続き精査
を行っていきます。

３　育英制度などの充実

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

○苫小牧市育英会による奨学金及び奨学給付金の貸与・給付を実施
・奨学金
　大学等１８人、高専１人、高校等１０人　　総額7,380,000円
・奨学給付金
　大学等３１人、高専１人、高校等１７人　　総額4,056,000円
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21　生涯学習の推進

科学センター利用者数（人） 105,000 110,000 93,423 107,391

図書館貸出資料数（千冊） 690 930 725 724

出前講座実施回数（回） 180 280 405 381

各施設の生涯学習関連講座受講者
数（人）

5,400 10,000 6,234 5,992

「生涯を通じて、様々な学習をす
る機会があること」への市民満足
度（％）

63.8 65.0 － －

R9

　高度化・多様化する学習ニーズに対応するため、市民一人ひとりが生涯を通じて、あらゆる機会・場所において
学ぶことができ、その成果を適切に生かすことのできる機会の充実と、学びをいかした「人・つながり・環境」づ
くりに努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 23221

自己評価

 B’  生涯学習の推進について、一定程度の成果は得られたが、課題もあるため、解決
に努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【生涯学習課】
　・地域や団体などと協働し「生涯学習だより」や「サークルガイド」を作成し、市民に情報提供
　・学校や地域社会の連携に向けた取り組みとして、「アウトリーチ推進事業」や「アーティスト・バン
　　ク」の活用とともに、さらなる充実のため、生涯学習人材の掘り起こしのための制度構築の検討
　・中央図書館については、直木賞受賞作家である桜木志乃氏の講演会を行うなど、市民の興味・関心の高
　　いイベントを積極的に実施するほか、レッドイーグルス北海道と連携し、読書と組み合わせた子どもの
　　かけっこ教室などを開催

【科学センター】
　〇科学展示事業　　・発明工夫展、理科展　・巡回展　・木の人形展　・夜間開館　・ミールガイドほか
　〇天文普及事業　　・プラネタリウム投影（一般投影、特別投影）　・星空観望会　・移動天文教室ほか
　〇科学体験事業　　・科学センター学習（対象:市内小学校5年生）・科学工作教室
　　　　　　　　　　・移動科学センター（出前講座）ほか

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【生涯学習課】
　生涯学習関連施設との連携を強化し、市民の学習活動の支援を推進するほか、新たに「生涯学習人材バン
ク」を設置し、生涯学習分野における幅広い人材の掘り起こしと学びの循環の構築に繋げます。また、企
業、生涯学習関連団体、高等教育機関などとの連携・協働により、多様で質の高い学びの環境を提供するよ
う取り組みます。中央図書館については、デジタル環境に対応した情報発信の強化のため、「電子図書館
サービス」のさらなる充実に努めます。

【科学センター】
　青少年の科学に対する興味・関心を高めるため、宇宙ステーション「ミール」の展示事業を始め、各種体
験事業などの充実に努めます。また、科学センターを苫小牧駅前再整備基本計画における「サイエンスパー
ク」の構想にどのように位置付けることができるか検討を進め、老朽化した施設の対策を図ります。

２　いつでも、誰とでも学べる環境づく
　り

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・「赤ちゃん、絵本のとびら事業」や「セカンドブック事業」の実施
・「ナナカマド教室」の開催
・「障がい者学習支援事業」の実施
・関係機関と連携し「出前講座」や「子どものための行事案内」などにより、生涯学習情報を提供
・今日的課題に関心のある市民の方々の学習機会のため「苫小牧市民塾」を開催

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民の個々の学びと多様な学習ニーズに対応するため、引き続き「セカンドブック事業」や「ナナカマド
教室」、「障がい者学習支援事業」などの各種取組みや、「出前講座」など関係機関との連携に努め、市民
のライフステージにふさわしい学びの環境充実に努めます。
　また、「赤ちゃんと楽しむ絵本ひろば」事業など、本に興味を持ち、触れる機会を増やす工夫や、「出
張！図書館」など、より市民に親しまれる図書館を指定管理者と連携し取り組みます。

担当部署
教育部　生涯学習課

教育部　科学センター

主要施策の取組状況

担当部署 教育部　生涯学習課
１　主体的に生涯学習を続け、郷土の発
　展を支える人づくり

評
価
点

3
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22　市民スポーツの推進

スポーツ合宿受入件数（件） 145 180 95 112

競技スポーツ事業参加者数（千
人）

37 40 50 23

生涯スポーツ事業参加者数（千
人）

193 270 157 168

「スポーツやレクリエーションを
身近で楽しめること」への市民満
足度（％）

69.0 74.0 － －

R9

　市民の誰もがスポーツに親しむことができる生涯スポーツの振興を図るとともに、スポーツ施設を計画的に整備
し、安全・安心なスポーツ環境の提供に努めます。
　また、気候や交通利便性といった本市の強みをいかして、全国・全道大会の開催や合宿を誘致し、スポーツによ
る地域の活性化を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 23222

自己評価

B   多くの市民がスポーツに親しめる環境づくりについて、一定の成果は得られてい
るが、今後も更に取組を進める必要がある。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・スポーツ競技団体、スポーツ少年団、苫小牧市中学校体育連盟への助成支援
・全道全国スポーツ大会出場者に対する遠征費の助成支援
・国際大会出場者に対する奨励金交付
・苫小牧市スポーツマスター事業の実施
・新スポーツマスターの任命
・氷上スポーツ育成事業の実施
・スポーツ少年団等の活動紹介動画の制作及び配信
・ナショナルトレーニングセンター（アイスホッケー競技）の設置及び運営
・指導者発掘事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　競技スポーツの振興を図るために、若年層の競技人口の拡大や活動にかかる経費の助成などを行います。
　加えて、アイスホッケータウンとして「ナショナルトレーニングセンター」の設置・運営を継続すること
で、アイスホッケー競技の更なるレベルアップにつなげていきます。
　また、苫小牧市スポーツ協会と各競技団体との連携強化等を図るため、協会への事業移管を進めていきま
す。

２　競技スポーツの充実
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・市民スポーツ祭の実施
　スポーツフェスティバルやマラソン大会など計９事業
・各種スポーツ教室の実施（７事業）
・八地区スポーツフェスティバルの実施
・健康ウォーキング事業（スタンプラリー及びフェスティバル）の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　昨今の社会情勢を踏まえ「八地区スポーツフェスティバル」については、令和７年度で終了としますが、
その他の事業につきましては、苫小牧市スポーツ協会などの関係団体と引き続き連携して取り組み、「生涯
スポーツの充実」に努めてまいります。

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課

主要施策の取組状況

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課１　生涯スポーツの充実
評
価
点

4
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評
価
点

4

評
価
点

4

・全国高等学校選抜アイスホッケー大会の実施
　28チームが参加、約7,800人が来場
・はちとまネットワーク事業 小学生スポーツ交流の実施
　アイスホッケーの小学生選抜チームが本市にて交流試合等
・2月6日～2月9日でミラノ五輪女子アイスホッケー最終予選をnepiaアイスアリーナで開催

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　スポーツを通じた他地域との交流事業は、地域における競技力の向上や各種競技の振興に繋がることか
ら、国内外の舞台で活躍する人材を育成するため、どのような交流が有効であるか、関係団体等からも聴き
取りを行い方向性を検討します。
　また、交流事業は、地域活性化やスポーツ都市苫小牧の知名度向上にも資すると考えており、今後も本市
の特色をいかしたスポーツ大会等の誘致に努めていきます。

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　国際、国内のスポーツ交流

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　スポーツ施設は、17施設のうち11施設が築30年を経過し、老朽化が進んでおり、施設の運営に重大な影響
を及ぼす緊急修繕の増加や物価高騰によって費用が増加傾向となる中、利用者のニーズを捉え、優先順位を
見極めながら順次整備を行ってまいります。
　総合体育館については、今回の整備調査業務の結果をもとに、市全体の財政シミュレーションを実施して
建替えスケジュールを見極めるとともに、事業費の軽減に向けて新たな整備手法の検討を進めてまいりま
す。
　また、現施設の改修についても、財政状況を見極めながら管理運営に必要となる改修を進めてまいりま
す。

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課

３　スポーツ施設の整備と活用

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・緑ケ丘公園陸上競技場改修事業
　緑ヶ丘公園陸上競技場改修工事、陸上競技場競技用物品更新
・総合体育館整備調査業務
・故障や老朽化等に伴う修繕や工事等
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６　パラスポーツの推進

評
価
点

4

評
価
点

4

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・パラスポーツ教室の実施
　　フライングディスク
　　ボッチャ
　　パラアイスホッケー
　　車いすバスケットボール
　　フロアカーリング
・パラスポーツ体験会の実施
　　総合体育館でスタンプラリー形式による９種目の体験会を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　パラスポーツは、障がいの有無に関わらず、誰もが気軽に運動に取り組むことができることから、様々な
競技を体験する機会を設けて、普及・振興に努めます。
　また、市、競技団体や企業との連携を強化するため「パラスポーツ推進委員会」を新たに設立し、パラス
ポーツに関わる人材の確保・育成やネットワークの構築を目指してまいります。

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・全国全道スポーツ大会の開催運営に対する助成支援
　　第78回 全道高等学校相撲選手権大会兼第102回全国高等学校相撲選手権大会北海道予選会
　　第38回 マルちゃん杯北海道少年柔道大会
　　第21回 北海道南地区中学生弓道大会
　　第57回 北海道高等学校新人バドミントン大会 兼 第53回全国高等学校選抜バドミントン大会南北海道
　　　　　予選会
・スポーツ合宿に対する助成支援
・大会合宿の誘致活動
　　苫小牧市MICE誘致推進協議会と連携し、関東圏の大学や企業を訪問

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　各種スポーツ大会については、これまでも積極的に開催していますが、今後についても各関係機関、競技
団体と連携し誘致に努めます。
　スポーツ合宿については、本市の冷涼な気候や優れた交通アクセス、競技環境といった優位性をＰＲし、
引き続き誘致に取り組みます。

担当部署 総合政策部　スポーツ都市推進課

５　各種スポーツ大会や合宿の誘致
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基本
施策

方針・施策番号 23223

自己評価

B 文化芸術の振興に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　広く市民が文化芸術に親しめる機会を拡充するため、鑑賞機会を充実するほか、芸術家や文化団体等の活躍や交
流機会の促進・支援に努めます。また、市内にある指定文化財等の保存、広報の充実を図り、文化芸術の振興に努
めます。
　苫小牧市民文化ホールについては、親近感と愛着の持てる憩いのプラザ（公共の広場）として、市民にとっての
サードプレイス（「自宅」や「職場・学校」とは別の新しい第三の居場所）となることを目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「音楽や演劇、美術、伝統芸能な
どの芸術鑑賞の機会があること」
への市民満足度（％）

54.2 60.0 － －

市主催文化芸術鑑賞事業の実施数
（回）

5 6 5 4

市主催鑑賞型事業入場率（％） 70.0 75.0 55.0 51.2

美術博物館利用者数（人） 18,362 30,000 39,926 29,350

市民文化祭参加人数（人） 1,200 6,000 3,055 3,347

23　文化芸術の振興
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　文化芸術活動の促進のため、苫小牧出身の脚本家・演出家、水谷龍二氏の芝居公演や「ＰＭＦオーケスト
ラ演奏会」、「スタンドアップトマコマイ 音楽の絵本～フェアリーテール～」の苫小牧音楽祭事業などの鑑
賞型事業を開催するとともに、「苫小牧市民文化祭」や「苫小牧アートフェスティバル」などの参加型事業
などを行いました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　文化芸術の薫りあふれる潤いのあるまちづくりのため、鑑賞型事業や体験型事業、参加型事業により、広
く市民が文化芸術に親しみつつ、芸術家や文化団体などが活躍・交流する機会の提供に努めていきます。

担当部署 教育部　生涯学習課

主要施策の取組状況

担当部署 教育部　生涯学習課１　文化芸術活動の促進
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　「ジュニア ミュージック クリニック」や「樽前アートスクール２０２４」の参加型事業などを通じて、
文化芸術の担い手や若手芸術家が活動できる場と指導者などの人材育成に努めました。
　さらに「苫小牧市民文化祭」や「苫小牧アートフェスティバル」などを通じて、芸術家や文化団体、サー
クル間が交流・活躍する機会を提供しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　芸術家や文化団体などが活躍・交流する機会を促進することが人材の育成につながるものと考えており、
引き続き「ジュニア ミュージック クリニック」などの苫小牧音楽祭事業や「市民文化芸術振興助成事
業」、「アウトリーチ推進事業」などを実施していきます。
　また、本市の文化団体の核となる文化団体協議会への支援を継続して行います。

２　人材の育成
評
価
点

4
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３　文化芸術に触れる環境の整備と充実

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【美術博物館】
　・特別展１回、企画展３回の開催
　・収蔵品展１回、中庭展示１回の開催
　・２０２４年「国際博物館の日」記念事業シンポジウム（アイヌの丸木舟）の実施
　・教育普及事業（大学講座、各種講座、見学会・観察会、無料開放日、小学校の社会科授業等）の実施
　・教育普及事業において、保存資料や調査研究の成果を活用
　・企業、関係団体、ボランティアとの協働

【市民ホール建設準備室】
　令和５年度に引き続き施設本体工事を進めるとともに、市民が企画したプレイベント「みんなで創る海
Grow up! とまこまい」苫小牧市民文化ホール　市民企画プレイベント2024や現場見学会などを開催しまし
た。

４　地域の歴史的文化遺産の保存と活用

今
後
の
取
組
の
方
向
性

【美術博物館】
　博物館と美術館の複合施設としての特性をいかした特別展、企画展等の展示事業及び大学講座、郷土学習
等の教育普及事業を実施します。
　さらに、企業・関係団体・ボランティア等と協働しながら、多くの市民が文化芸術に接する機会の拡大に
努めます。

【市民ホール建設準備室】
　令和８年３月１日の供用開始に向けて、今後も建設業務を着実に進めるとともに、情報発信の強化やプレ
イベントの開催を通じて、機運の醸成を図っていきます。

担当部署 教育部　生涯学習課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

評
価
点

4

評
価
点

4

　歴史を理解するうえで貴重な財産である指定文化財等の保存、広報に努めました。
　・８月と３月に文化財保護審議会を開催、次期苫小牧市指定候補文化財の推薦文化財を決定しました。
　・指定文化財等の維持管理を行いました。（勇武津不動及び奉納品7点の説明看板修繕、文化財敷地草刈
　　など）
　・指定文化財等の周知・広報のため、文化財発見ツアーや文化財スタンプラリーを実施しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民が苫小牧の歴史を知り、興味、理解を深めるため、文化財に触れる機会の提供と、市内の貴重な歴史
的文化遺産を積極的に指定し、次の世代へつなげるため「文化財発見ツアー」などの機会を確保します。
　また、美術博物館と連携を図りながら、指定文化財の指定と活用を進めていきます。

担当部署
教育部　美術博物館

市民生活部　市民ホール建設準備室
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24　国際・国内交流の推進

はちとまネットワークに係る連携
事業延実施数（事業）

5 40 10 9

国際交流サロン利用者数（人） 570 800 944 1,031

国際交流ボランティア登録者数
（人）

195 285 207 130

R9

　経済・教育・文化など幅広い分野において、市民が気軽に参画できる機会の提供と人材育成を目的とした子ども
向け事業を展開し、国内外における交流を深めます。また、誰もが国籍や文化的背景に関わらず、地域の未来を創
る一員として、共生できるまちづくりの方向性を定めるため、本市の特徴をいかした多文化共生の推進に係る指
針・計画の策定を行います。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 23224

自己評価

B 　国際・国内交流の推進に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努め
ていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧市多文化共生指針の策定
・外国人市民向け日本語教室の開催
・国際交流サロンにおける外国人相談窓口の運営
・外国語講座の実施
・出前講座（国際理解、やさしい日本語）の実施
・多文化共生地域づくり事業（文化体験講座）の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　令和６年度末に策定した多文化共生指針を基にした各種施策を展開することで、市民の多文化共生への意
識醸成し、日本人も外国人も住みやすいまちづくりを推進します。
　また、国際交流サロンにおける相談受付のほか、各種教室、出前講座については、今後もより良い運営方
法を検討しながら実施を継続していきます。

２　多文化共生と異文化理解の推進
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・国際姉妹都市、友好都市との交流
・姉妹都市ニュージーランド・ネーピア市の学生訪問団の受け入れ
・市内国際交流関係団体と連携した事業の実施
・こども国際交流事業の実施
・国際交流ボランティアの養成
・国際化推進事業（交流イベント）の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　姉妹・友好都市交流は、令和７年度にネーピア市と姉妹都市盟約締結45周年を迎えることから、実行委員
会を設立し、訪問事業や市民向けの普及事業を予定しており、引き続き、幅広い分野で交流が実現できるよ
うに取組を進めます。
　また、国際交流関係団体と連携し、市民ニーズに合った事業を実施することで、地域における国際交流の
推進や若年層の国際的視野の拡大などに努めます。
　国際交流ボランティアについては、養成講座の実施や活躍の機会を増やすことで、制度を活性化し協力の
輪を広げます。

担当部署 総合政策部　未来創造戦略室

主要施策の取組状況

担当部署 総合政策部　未来創造戦略室１　国際交流の推進
評
価
点

4
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評
価
点

4 担当部署
総合政策部　政策推進課
総合政策部　秘書広報課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

○はちとまネットワーク事業
　フェリー航路を活用した交流人口の拡大や海外コンテナ航路の誘致を目指しつつ、観光やスポーツ等の分
野における取組を継続していくことで、さらなる両市の連携強化につながるよう取組を進めていきます。

○姉妹都市交流
　八王子市、日光市との姉妹都市交流につきましては、今後も理事者間の交流を進めるとともに、姉妹都市
の歴史や文化等の情報を発信し、八王子市と日光市の魅力を広く市民に伝えることで、未来を担う子どもた
ちを含めた市民レベルの交流活性化につなげてまいります。

３　国内交流の推進

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

○はちとまネットワーク事業
・八戸市への訪問（八戸市内視察）
・分野別連携会議の実施（連携推進/観光/スポーツ/物流・貿易/文化）
・分野に沿った両市の交流やPR活動
例）・両市イベントへの相互出店（舘鼻岸壁朝市(R6.10.13)・とまこまいスケートまつり(R7.2.8～9)）
　　・アイスホッケー交流（両市小学生チームによる交流試合やレッドイーグルス北海道の試合観戦）

○八王子市・苫小牧市・日光市姉妹都市盟約５０周年記念事業
・記念式典（三都絆祭）の実施
・伝統芸能記念ステージで、勇払中学校の生徒による千人隊踊りと千人隊御会所太鼓を映像で披露
・姉妹都市の歴史と3市を紹介したパネル展示
・姉妹都市に縁のある催し物、物販、体験コーナー
・スーパーアルプス　第75回全関東八王子夢街道駅伝競走大会

○とまこまい港まつり、八王子まつり、日光東照宮秋の例大祭における理事者の交流
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第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第２節 ５つのまちづくりの目標に関する取組 

第４ 自然と環境にやさしいまち 

１ 自然と調和した快適環境の保全 

基本施策 25 自然環境の保全 

基本施策 26 公害の防止と地球環境の保全 

基本施策 27 生活衛生の充実 

２ 廃棄物の適正処理と資源循環型社会の実現 

基本施策 28 ごみの減量とリサイクルの推進
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基本
施策

方針・施策番号 24125

自己評価

 B’
　自然環境の保全について、樽前ガローの在り方検討、ヒグマ対応訓練、アライグ
マ、エゾシカの捕獲、生物多様性地域戦略素案の策定等、一定の成果は得られた
が、鳥獣対策の更なる強化、戦略の普及啓発等課題解決に努めていく必要がある。

R9

　豊かな自然環境とその恵みを未来の子どもたちに引き継ぐため、自然環境を守り、生物多様性の保全及び持続可
能な利用を図るとともに、無秩序な開発を規制します。また、自然や生物多様性の重要性について市民理解が深ま
るように、環境教育や人材育成、自然体験の機会創出に努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「豊かな自然環境の保全に努め、
自然保護の意識を高めること」へ
の市民満足度（％）

74.5 80.0 － －

ウトナイ湖野生鳥獣保護センター
入館者数（人）

32,090 45,000 47,576 56,324

各小学校等における「自然ふれあい
教室」及び「いのちの授業（出前講
座）」の実施回数・人数（回・人）

50・2,114 60・2,200 42・1372 51・1475

25　自然環境の保全
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

１　豊かな自然環境と生物多様性を保全及び持続可能な利用を推進
　北大研究林と連携し、市民を対象とした自然観察バスツアーを実施しました。
２　自然環境に影響を及ぼすおそれのある開発行為に対する適正な規制と指導
　合計８件の開発行為に対応し、良好な自然環境や生態系の維持に努めました。
３　自然環境保全地区について、有効な利活用を進めるための在り方の検討
　自然環境保全審議会にて樽前ガローの保全、安全、適正利用、観光等の利活用に関するルール、今後の整備や管理
等の指針として「自然環境の保全を優先した利用の在り方」を作成しました。北海道に対し美々川自然再生計画に基
づく事業の実施を要望したほか、野生鳥獣保護センターにおいてイベント、自然観察会、講演会、出前授業等を行い
ました。
４　アライグマやエゾシカの捕獲事業、ヒグマ対応訓練、行動圏調査の実施
　特定外来生物であるアライグマを345頭、農業・生活環境被害の原因となるエゾシカを77頭捕獲し、被害防止及び良
好な自然環境・生態系の保全に努めました。ヒグマ対策として対応訓練を行ったほか、国有林や猟友会が持つヒグマ
の巣穴や移動経路について、聞き取りや図面の作成に着手しました。
５　生物多様性地域戦略素案を策定
　本市の自然環境、生物多様性、地形や土地利用等を踏まえ、関係各課等とも調整の上、生物多様性地域戦略素案を
策定しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　令和７年９月に生物多様性地域戦略を策定し、同戦略の普及啓発を図るため講演会を実施します。本市で
はゼロカーボンを推進していますが、大規模な太陽光発電や風力発電に伴う森林伐採など、自然環境への影
響が大きな開発行為については、適正な実施に向けた助言や指導を行います。このほか、二酸化炭素の吸収
源でもある北大研究林と連携した自然観察バスツアー等の事業を継続するなど、ゼロカーボンの推進と生物
多様性の保全のバランスを取りながら施策を展開してまいります。
　特定外来生物であるアライグマの効果的な捕獲を図るため、３～６月の「アライグマ春期捕獲推進期間」
においては積極的な捕獲を実施します。エゾシカ対策については、委託による捕獲や円卓会議を継続すると
ともに、直営による北海道の一斉捕獲への参加、企業のエゾシカ被害について猟友会とのマッチングを実施
するなど対策を強化します。また、捕獲したエゾシカの一部は、学校給食やイベント等で有効活用を図りま
す。近年、懸念されているヒグマ対策としては、対応訓練の継続実施、ドローンを活用したヒグマの行動調
査を行います。また、北海道のガイドラインを参考にゾーニングや対応の見直しを行います。

担当部署 環境衛生部　環境生活課

主要施策の取組状況

担当部署 環境衛生部　環境生活課１　自然環境及び生物多様性の保全
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

１　自然保護思想を普及するため、関係機関・団体と連携した広報活動、学習活動などを実施
　ヒグマ出没時の正しい対応や手順を確認するため、北海道、警察、地元小中学校、ヒグマ防除隊と市街地
にヒグマが出没したとの想定で対応訓練を行いました。同訓練においては、小中学校の児童・生徒を対象
に、ヒグマを目撃した際の正しい対応方法について説明を行い、実践形式で避難行動の訓練も行いました。
　全道的に生息数が減少していないエゾシカについては、生活環境被害等の防止を目的に捕獲を行っていま
すが、イベントにおける試食やアクセサリー作りなどを通じて、地域に生息する野生生物としての特性や増
えてしまった経緯、捕獲個体の有効活用の必要性について発信しました。また、エゾシカの生態や対策につ
いて広く知っていただくことを目的に北海道職員を講師とした講座を開催しました。
２　ウトナイ湖野生鳥獣センターを中心に自然環境などに興味・関心が持てるような各種啓発事業を実施
　ウトナイ湖野生鳥獣保護センターにおいて、自然ふれあい教室、自然観察会等の各種イベント事業の開催
を通じて、ウトナイ湖及び周辺の自然環境、本市の生物多様性等に係る市民理解を促進しました。また、SNS
の活用や道の駅ウトナイ湖、苫小牧観光協会等との連携事業により、これまで同センターを利用したことが
ない方々の来館機会を創出しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　生物多様性地域戦略を策定し、本市の特徴的な地域資源でもある自然環境や生物の多様性などを持続可能
な形で将来に引き継いでまいります。また、同戦略の普及啓発を図るため講演会を実施します。
　自然保護思想の普及と理解を深めるため、ウトナイ湖野生鳥獣保護センターを中心に今後も自然観察会や
各種啓発事業を継続実施します。

２　自然環境及び生物多様性の保全に向
　けた環境教育、人材育成

評
価
点

3
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26　公害の防止と地球環境の保全

航空機騒音環境基準達成率（％） 100 100 100 100

大気環境基準達成率（％） 91.0 100 91.0 91.0

「大気汚染、水質汚染、騒音等、
公害を防ぐ対策をとること」への
市民満足度（％）

71.2 上昇 － －

公共施設の二酸化炭素排出量
（％）

46,181t-CO2
（H25実績）

▲51
（R12）

▲16.4
（R4）

▲17.4
（R5）

市域全体の二酸化炭素排出量
（％）

509万t-CO2
（H25実績）

▲48
（R12）

▲26.8
(R2)

▲23.5
(R3)

R9

　市民、事業者とともに、ゼロカーボンやSDGsを意識したライフスタイルへの転換を図り、より環境に配慮した持
続可能な地域づくりを進め、2050年までに二酸化炭素の実質排出量ゼロを目指します。
　また、工業都市として環境監視を継続するとともに、社会変化に適応した公害対策を実施し、市民の安全・安心
な暮らしを守ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 24126

自己評価

B 　ゼロカーボンシティ実現に向けた取組及び公害の防止について、十分な成果が得
られている。次年度以降も継続して取組を加速化させていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

１　環境監視の実施と市民への情報提供
　・大気汚染測定局（6地点）での常時測定の実施及び測定データのＨＰ掲載（リアルタイム更新）
　・航空機騒音測定局（6地点）での常時測定の実施及び測定データのＨＰ掲載（毎月更新）
　・大気汚染及び航空機騒音の測定結果を小冊子で公表（毎月）
　・市内各所での一般環境騒音測定、自動車騒音・道路交通振動測定、有害大気汚染物資濃度測定、発生源
　　周辺での悪臭調査、河川水質調査などを実施し、結果を環境白書で公表
２　環境測定機器の整備・充実
　・老朽化した大気汚染常時測定装置2台を更新
　・大気汚染の原因等調査に必要な装置（風向風速計）1台を更新
３　公害の未然防止
　・ばい煙量や排水量の多い企業（全37社）と公害防止協定を締結し、監視及び立入調査を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民の健康と安全な生活環境を確保するため、環境監視体制の維持及び充実に必要な機器整備を計画的に
進めるとともに、市民への情報提供に努めます。

２　公害の防止
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・ゼロカーボン×ゼロごみ大作戦（啓発事業）の実施
・市内全小中学校37校などへのゼロカーボンに関する出前講座の実施
・CO2CO2（コツコツ）おうちで！ゼロカーボンの実施
・ゼロカーボンスクールチャレンジ宣言
・PPA方式による太陽光発電設備の導入
・費用対効果の高い市有施設へのLED導入
・再エネ水素の普及促進
・脱炭素先行地域の推進
・苫小牧市自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に関する条例の制定

今
後
の
取
組
の
方
向
性

 気候変動対策としてのゼロカーボンシティへの挑戦は、苫小牧市環境基本計画に基づいた各種啓発活動や取
組を継続していきます。令和６年度には、大作戦事業として啓発イベントの他、市内全小中学校37校などに
おいて出前講座を実施いたしました。これらにより市民への意識付け、とりわけ次世代を担うこどもたちへ
の啓発が一定程度進んだものと考えておりますが、令和７年度以降につきましても、市民ひとりひとりに自
分事としてゼロカーボンを意識してもらえるよう、啓発イベントを継続し市民の意識醸成を図ってまいりま
す。
　条例や再エネ適正導入支援マップの運用により事業者の事業環境を整えるとともに、市内における再エネ
導入の促進と自然環境等との調和を図ってまいります。

担当部署 環境衛生部　ゼロカーボン推進室

主要施策の取組状況

担当部署 環境衛生部　ゼロカーボン推進室１　ゼロカーボンシティへの挑戦
評
価
点

5
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基本
施策

方針・施策番号 24127

自己評価

B 　生活衛生の充実に向けて、趣旨に沿って進められているが、引き続き、良好な生
活環境の確保に努めていく。

R9

　空き地を適正に管理していただけるよう、土地所有者や管理者に対する指導内容の工夫や強化により、良好な生
活環境を確保します。
　また、霊園や霊葬場については、適正な維持管理に努めるとともに、近年の市民ニーズの変化に対応した整備を
検討し、施設の安定運営に努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

「霊園・霊葬場の整備を進めるこ
と」への市民満足度（％）

69.0 74.0 － －

27　生活衛生の充実
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

１　市街地の空地について管理状況の調査及び雑草が繁茂している空地管理者に文書指導等を実施
　・毎年6月に現地調査を実施し、指導要綱に基づき文書により適正管理の依頼や指導等を実施した
　・適正管理がなされない空き地については、7月、9月にも追加の文書指導等を実施し、指導件数は減少傾
　　向
　　（6月文書発送件数　R2年度 823件、R3年度 582件、R4年度 507件、R5年度 121件、R6年度 129件）
２　狂犬病予防注射の案内文書の発送及び市ＨＰやポスターにより周知
　・市内における狂犬病予防注射の接種率は約70%で推移している
　　（狂犬病予防注射接種率　R2年度69.3%　R3年度69.6％　R4年度71.3%、R5年度70.2%、R6年度69.2％）
３　野良猫や犬の飼養に関する苦情・相談を受け、指導、注意看板の設置等を実施
　・野良猫に対するえさやりや犬の飼養方法、マナーに関する苦情・相談を受け、原因者に対する指導や注
　　意看板の設置、注意びらの投函等を実施した
　　（犬・猫に係る苦情件数　R2年度68件、R3年度70件、R4年度101件、R5年度61件、R6年度77件）
４　公衆浴場経営者に対する補助事業の実施
　・下水道料金の減免のほか、経営支援、設備整備支援の補助金を交付した
５　合併浄化槽維持管理改善を通知（改善通知数　39件）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　人口減少、高齢化の進行に伴い増加しつつある市街地の空地については、土地の管理者等に対し引き続き指導を行
うとともに、適正管理を推進します。
　狂犬病の予防については、飼い主に対し狂犬病予防注射の案内文書を発送するほか、イベントにおける周知・啓発
活動、市ＨＰやポスターにより、接種率の向上に努めます。犬猫等に係る苦情やトラブルについては、原因者に対す
る指導を行うほか、ホームページや広報、犬や猫と快適に暮らすためのガイドライン等を活用し、適正飼育の推進及
び終生飼育について啓発に取り組みます。
　公衆浴場については、経営の持続性を確保するため、補助金や助成金の交付により支援するとともに、公衆浴場に
設備整備補助などを活用いただき、高齢者や障がい者などが利用しやすい環境づくりを推進します。

生活環境の改善や河川等の汚濁を防止するため、合併処理浄化槽設置整備事業を継続するとともに対象者への普及
啓発を行い、合併浄化槽整備を促進していきます。
　浄化槽法で規定されている法定検査の未受検者や検査結果が不適正となった場合は、適切に指導していきます。

担当部署 環境衛生部　環境生活課

主要施策の取組状況

担当部署
環境衛生部　環境生活課

環境衛生部　ゼロごみ推進課
１　生活環境の確保

評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

１　高丘霊園及び高丘第二霊園において老朽箇所を適宜修繕を実施

２　動物火葬場の廃止
　・令和6年3月31日をもって廃止し、ペット火葬費用の捻出が困難な低所得者への経過措置を周知しまし
　　た。

３　高丘霊葬場長寿命化計画の策定
　・平成9年の供用開始から30年近く経過し、これまで適宜修繕を実施し、運営を続けてきたが、施設や設
　　備機器の経年劣化が著しいため施設運営に支障をきたしている状況である。今後、安定した稼働を継続
　　していくためには、計画的な大規模修繕が必要であることから、長寿命化計画を策定しました。

４　新しい墓所の在り方等の検討
　・今後の共同墓の方向性を検討するために、共同墓の内部を調査しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　霊園については、施設の経年劣化が進んでいるため、整備や補修など適正な維持管理を実施するととも
に、高齢者等の利用しやすい環境整備に努めます。また、令和元年度に実施したアンケートや令和5年度に実
施したとまモニアンケートの結果を踏まえ、市民ニーズの変化を考慮した将来の墓地のあり方について検討
を進めるとともに、無縁墓化の抑制を図ります。
　共同墓について、申請件数が想定以上のペースで増加しているため、令和6年度に内部調査を実施したとこ
ろ、3割強の埋蔵数であることから、具体的な次期共同墓の設置については、また検討時期ではないと判断し
ました。
　動物火葬場については、令和6年度に実施する低所得者への経過措置の利用状況を注視し、今後の経過措置
の必要性を判断します。また、施設の利活用について検討します。
　霊葬場については、施設の経年劣化が進んでおり安定的に火葬を継続するため、施設躯体や電気設備。火
葬炉等の計画的な修繕を行い、安定稼働と長寿命化に努めます。

２　霊園・霊葬場などの整備
評
価
点

4
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基本
施策

方針・施策番号 24228

自己評価

B 　「ゼロごみのまち　とまこまい」の実現に向けて、幅広く取り組んできたが、社
会動向等の変化に応じて、引き続き、課題解決に取り組む必要がある。

R9

　廃棄物の適正処理に加え、ゼロカーボン等の環境問題に向き合い、資源循環型社会の実現を目指します。引き続
き「053（ゼロごみ）のまち　とまこまい」を基本理念に掲げ、「4Rの推進によるごみの減量」、「市民との情報共
有と環境教育」、「環境負荷の軽減を目指す効率的なごみ収集事業」の３つを基本方針に定め、市民・事業者・行
政の三者が協働して各種施策を推進します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

1人1日当たりの家庭ごみの排出量
（g）

564 520 537 528

リサイクル率（％） 31.0 33.0 30.6 31.1

28　ごみの減量とリサイクルの推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・市民や企業から賞味期限が迫った食品を集める「フードドライブ事業」を実施
・生ごみ減量を推進するため、生ごみ分解処理容器の購入助成制度を実施
・イベント開催時に廃材を利用した工作体験を実施
・家庭でのリサイクル意識を高めるため、「リサイクル工作コンテスト」を実施
・ＪＦＥリサイクルプラザ苫小牧においてリユース事業「ばくりっこ」を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　苫小牧市一般廃棄物処理基本計画に沿って、マイバッグ等の活用や生ごみ減量対策、リサイクル意識の向
上を目指した事業を展開し、引き続き４Ｒの推進に努めます。

担当部署 環境衛生部　ゼロごみ推進課

主要施策の取組状況

担当部署 環境衛生部　ゼロごみ推進課１　4Rの推進によるごみの減量
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・ごみ減量/リサイクルの推進/まちの環境美化についてSNS配信を実施
・ごみ分別アプリにより、収集日や分別ルールの情報発信を実施
・春と秋に、市役所１階において転入者向けの相談窓口を設置
・学校等の団体に出前講座を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民との情報共有と環境教育について、従来の紙媒体に加えて、ごみ分別アプリやSNSなど様々な媒体を活
用し情報発信を強化します。また、次世代市民の環境教育については、ゼロカーボンの意識醸成を含めた環
境教育副読本や出前講座の実施、施設見学会の開催等を継続していきます。
　まちの環境美化については、啓発・警告看板や監視カメラの設置等の対策を通じて、ぽい捨てや不法投棄
の未然防止に努めます。また、共同住宅ごみ排出マナー向上の取組や、町内会、学校など地域と行政が連携
した清掃活動を実施し、まちの環境美化を推進します。

２　市民との情報共有と環境教育の推進
評
価
点

5
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評
価
点

4 担当部署
環境衛生部　ゼロごみ推進課

環境衛生部　施設管理課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　将来の安定的なごみ処理体制を確立するため、沼ノ端クリーンセンター再長寿命化に向けた長寿命化計画
書の作成および基本設計を進めます。
　また、柏原埋立処分場および沼ノ端第２埋立処分場については、埋立処分場の統合など効率的な施設整備
について検討を進めます。
　戸別収集については、一度立ち止まり、改めて市民や事業者の意見を伺った上で、今後の在り方について
再検討していきます。

３　環境負荷の軽減を目指す効率的なご
　み処理事業の推進

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・85歳以上の高齢者を対象に、戸別収集85を開始
・沼ノ端クリーンセンター長寿命化計画書の作成および基本計画の検討を開始
・柏原埋立処分場の次期整備候補地の検討
・沼ノ端第２埋立処分場の新たな整備と延命化について、ライフサイクルコストの比較などを実施

117



第７次基本計画 

（令和６年度実施状況） 

施策評価シート 

第２節 ５つのまちづくりの目標に関する取組 

第５ 安全・安心で快適に暮らすまち 

１ 快適な生活環境の整備 

基本施策 29 まちなかの活性化 

基本施策 30 居住環境の充実 

基本施策 31 上水道の整備・健全な維持管理 

基本施策 32 下水道の整備・健全な維持管理

２ 利便性の高い交通環境の整備 

基本施策 33 道路の整備 

基本施策 34 公共交通の充実

３ 安全・安心な市民生活の確保 

 基本施策 35 消防・救急体制の充実 

 基本施策 36 防災体制の充実 

 基本施策 37 河川・海岸の保全と河川の環境整備 

 基本施策 38 交通安全の推進 

 基本政策 39 防犯対策の推進 

 基本施策 40 消費生活の安定 
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基本
施策

方針・施策番号 25129

自己評価

C 　まちなかの活性化について、一定程度の成果は得られたが、より良く進めていく
べく努力する。

R9

　「苫小牧都市再生コンセプトプラン」において目標に掲げる交流人口の増加に向け、次世代のまちづくりの観点
から、苫小牧駅周辺ビジョンにおけるエリアコンセプトに基づき、駅前の再整備とウォーカブルの方向性をハー
ド・ソフト両面から具現化し、都市の拠点となる中心市街地エリアの活性化を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

苫小牧駅周辺における平日の歩行
者通行量（人/日）

7,788 9,000 － －

「駅前や駅通りを活気あふれる地
区にすること」への市民満足度
（％）

31.3 50.0 － －

苫小牧駅周辺における休日の歩行
者通行量（人/日）

8,193 9,000 － －

29　まちなかの活性化

119



具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・地権者である大東開発及びエイチ・アール・ネットと駅前再整備に向けて、市と協力して進めていくこと
　を基本とした合意及び基本合意を前提とした覚書を締結
・「（仮称）駅前再整備基本計画」を市とともに策定する民間事業者（パートナー事業者）を募集
・駅周辺エリアにおいて複数のイベントを同時開催するなど、エリア全体の賑わいを創出
・まちの課題発見ワークショップとしてパブリックミーティングを実施し、まちづくりに関わるプレーヤー
　を育成
・公民学が連携したまちづくりの拠点であるアーバンデザインセンター苫小牧（ＵＤＣ苫小牧）を設立
・エリア内の通りを地域企業や商店街らの協力によりイルミネーションでつなぐシンボルストリートテラス
　を実施し、まちづくりに主体的にかかわる関係者の増加促進
・学生団体との連携など、駅周辺エリアにおける若者層のニーズ調査を行い、学習スペースの実証実験を
　実施

　上記の取り組みにより、駅前再整備想定区域における再整備の土台を築くことや、各種事業を実施し、エ
リアプラットフォームの組成や専門家組織（ＵＤＣ苫小牧）を立ち上げることができました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　パートナー事業者と、令和７年度中の協定締結を目指すとともに、今年度に供用開始予定の市民文化ホー
ルとを結ぶウォーカブルな動線も含め、昨年設立したアーバンデザインセンター苫小牧（ＵＤＣ苫小牧）と
も連携し、市民や商店街のご意見を聞きながら、ハード・ソフトあわせて取り組んでまいりたいと考えてお
ります。

担当部署 総合政策部　未来創造戦略室

主要施策の取組状況

担当部署 総合政策部　未来創造戦略室１　苫小牧駅周辺ビジョンの推進
評
価
点

3

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・中心市街地エリアにおいて、食を核とした賑わい創出イベントを実施し、飲食店への人流を促進。
・カルビーやJAとコラボレーションした商品開発や、市内各イベントとの連携など、苫小牧クラフトスパ
　イス認知拡大促進事業を実施。
・市内に点在するコンテンツを体験する実証ツアーの実施

　上記の取組により、中心市街地エリアにおける賑わい創出や、市内への来訪を促進させる事業を展開する
ことができました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　これまでの取組に加え、中心市街地エリアのみならず、市内に点在する魅力資源の活用や、ウォーターフ
ロントエリアとの連携を見据えながらまちづくりを推進します。

２　にぎわいの創出
評
価
点

3
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３　公共交通等サービスの利便性向上

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・自動運転バス実証運行
・ナイとまバス実証運行

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　交通事業者やまちなか関係者と連携し、公共交通の利便性向上と利用促進に取り組むことで、まちなかの
活性化を推進します。なお、自動運転バス運行の実装化については、センサーを含む車両自体のスペック向
上や車両価格の低廉化が不可欠であり、今後の技術進化や状況変化を注視してまいります。

評
価
点

4 担当部署 総合政策部　まちづくり推進課
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30　居住環境の充実

空家等実態調査に基づく不良度ラ
ンクC，Dの空家等数（件）

129 120 179 164

「公園、緑地、広場、並木道な
ど、身近に緑とふれあえること」
への市民満足度（％）

82.2 85.0 － －

市営住宅管理戸数（戸） 6,913 5,960 6,823 6,523

R9

　公営住宅については管理戸数の適正化を図りながら、適切な整備・改善に努めます。民間住宅については、住宅
の耐震化、省エネルギー化、バリアフリー化を始めとする各種リフォームの推進により、住み慣れた住宅に安全で
快適に住み続けられる住宅の実現を目指します。管理不全状態にある空き家等の所有者に対して適正管理を促し、
地域環境の保全を図るとともに、空き家化の予防や解消に努めます。
　公園・緑地を核として、市街地に近接する海・山・丘陵地の自然と、河川空間や道路空間を活用した緑のネット
ワークの適正な維持管理に努めます。また、潤いと安らぎに満ちた美しい都市空間を創出し、高齢者や障がい者を
始め、誰もが安全・安心に利用できる公園・緑地の整備を進めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25130

自己評価

B 居住環境の充実について、一定の成果が出ており、今後も引続き推進していく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

　住宅耐震・リフォーム支援事業の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　住宅耐震・リフォーム支援事業は、市民に浸透した事業であり、地域経済への波及効果も大きいことから
今後も事業の継続を検討します。

２　民間住宅支援
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・日新町市営住宅（新２号棟）新築工事（2/2年目）
・日新町市営住宅（新１号棟）新築工事（1/2年目）
・日新町市営住宅（新３号棟）新築実施設計
・日新町市営住宅（4-4-7）解体工事
・末広町市営住宅（1-12-1）解体工事（1/3年目）
・日新町市営住宅（4-4-6、4-4-8）解体実施設計
・光洋町市営住宅（3-12西）解体実施設計
・沼ノ端中央市営住宅（3-7-18、3-8-4）解体実施設計
・東開町市営住宅（6-1-20）解体実施設計
・大成町市営住宅（1-11-1）外壁改修工事
・車いす専用住戸の整備や、ユニバーサルデザインを導入した新築住宅の建設

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　苫小牧市営住宅整備計画等の個別計画に基づき、時代の変化に応じた住宅供給を推進していきます。
　多様な家族構成に適応した規模・設備の住宅供給を目指すとともに、財政状況を鑑みつつ、長寿命化を図
るべき住宅と、建替えや用途廃止とすべき住宅を適切に選定し、管理戸数の適正化に取り組みます。
　また、誰もが安全・安心な環境で暮らせるよう、既存住宅の計画的な維持管理を行います。

担当部署 都市建設部　建築指導課

主要施策の取組状況

担当部署 都市建設部　住宅課１　公営住宅の整備
評
価
点

3
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評
価
点

3

評
価
点

5

・公園トイレ・園路のバリアフリー化　５公園
・老朽化した公園施設の更新　８公園
・休憩施設（シェルター）の増設　１公園
・勇の原公園などの新規整備
・老朽化した緑ケ丘公園運動施設の修繕や工事等

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　老朽化した施設の計画的な改築・更新により長寿命化を図るとともに、都市公園の再編・集約について検
討します。

担当部署 市民生活部　市民生活課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　公園・緑地の整備

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　人口減少や少子高齢化に伴い、空き家数が増加傾向にあることから、令和５年度に策定した第２次苫小牧
市空家等対策計画に基づき、引き続き具体的な空き家対策を行う必要があります。
　また、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、特定空家等に至る前の措置として、管理不全
空家等の位置付けが設けられたことから、令和７年度中に新たな判断基準を策定します。
　その他、市民が安全・安心に暮らせるまちづくりの実現のため、外部有識者で構成される空家等対策委員
会の中で意見や助言をいただき、空き家相談会やセミナーを引き続き開催することで市民への情報提供を行
うなど、実効性のある空き家対策を推進していきます。

担当部署
都市建設部　緑地公園課

総合政策部　スポーツ都市推進課

３　空き家対策

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・第２次苫小牧市空家等対策計画の策定
・外部有識者で構成される空家等対策委員会の開催（毎年度）
・空家等解体補助金の実施（補助件数６件）
・空き家所有者等を対象にした空き家相談会の実施（参加者21名）
・空き家所有者等を対象にした空き家セミナーの実施（参加者10名）
・市民から寄せられる空き家等に関する相談について、所有者に対する適正管理の依頼
・空き家啓発パンフレットを更新して配付
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評
価
点

5 担当部署 都市建設部　緑地公園課

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

･町内会等への緑化資材の提供　29団体
･市民ボランティア団体による緑化活動への助成　4団体
･街路・緑地帯の景観を良好に保つため、樹木剪定等、適正な維持管理の実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　町内会や市民ボランティア団体に対し緑化資材の提供や助成を行い、市民との協働による花と緑にあふれ
たまちづくりを進めます。また、景観の向上と市民の安全安心を守る為、適正な樹木の維持管理に努めま
す。

５　緑化の推進
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31　上水道の整備・健全な維持管理

重要水道管の耐震化率（％） 60.2 63.9 60.2 60.3

浄水場施設の耐震化率（％） 84.2 92.1 84.2 84.2

老朽管更新の進捗率（％） 90.9 100 95.5 96.1

新水道ビジョン進捗率（％） 32.2 100 54.9 59.0

R9

　「苫小牧市新水道ビジョン」の基本理念を念頭に、厳しい経営環境の中、水道事業を将来にわたり持続的かつ安
定的に運営するため、水道施設の計画的、効果的な管理・更新及び継続的な経費削減に取り組みます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25131

自己評価

B 　新水道ビジョン実施計画に基づく効率的かつ計画的な取組により、一定の成果が
得られている。今後も目標の達成に向けて取組を進めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

２　施設の老朽化対策
評
価
点

4

・法定耐用年数の40年を超えた経年管のうち、特に耐震性が低い普通鋳鉄管、塩化ビニル管、硬質ポリエチ
　レン管の更新を実施しました。

　　大成町ほか　　　φ50～200　L=2.32km

・老朽化が著しい設備の更新を実施しました。

　　錦多峰浄水場　電気設備更新工事

　新水道ビジョンの基本施策である「水道サービスの持続の確保」を推進するため、地震時の断水被害や、
漏水による道路陥没被害等を招く原因となる老朽管を計画的に更新します。

　また、老朽化した浄水場施設の更新については、適正な資産管理により、選択と集中の観点から優先順位
づけを行い、将来の水需要を考慮した施設規模の適正化を進めながら、効率的かつ計画的に対策を行うこと
で、事業費の平準化やライフサイクルコストの低減に努めます。

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

担当部署 上下水道部　水道課

主要施策の取組状況

担当部署 上下水道部　水道課１　新水道ビジョンの推進
評
価
点

4

・新水道ビジョン実施計画に基づき、基本施策の推進に係る方策を実施しました。

　「水道サービスの持続の確保」：老朽管更新事業の推進や情報発信の改善など、22の方策

　「安全な水道の確保」：河川清掃やパトロールの実施など、7の方策

　「強靭な水道の確保」：重要水道管の耐震化や継続的な訓練の実施など、7の方策

　給水人口の減少に伴い水需要が縮小する中、新水道ビジョンの基本理念である「いつでも・どこでも・お
いしい水・未来へつなぐ苫小牧の水道」を実現するため、今後も新水道ビジョン実施計画に基づき、方策を
確実に遂行するとともに、ゼロカーボン推進のため、マイクロ水力発電の導入を目指します。

127



評
価
点

4

評
価
点

4

　経営戦略に基づき、水道施設の計画的かつ効果的な管理・更新及び継続的な経費削減に取り組んだことに
より、資金黒字を保っています。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　経営戦略による収支推計と新水道ビジョン実施計画を相互に連携させることで、引き続き計画的な水道施
設の更新と健全な財政状況の両立を図ります。

担当部署 上下水道部　水道課

・地震による断水被害を軽減するため、重要水道管及び重要給水ルートの耐震化を実施しました。

　　重要水道管の耐震化　：　宮前町ほか　φ300　L=0.13km

　　重要給水ルートの耐震化：澄川町ほか　φ100　L=1.25km

　大規模地震発生時における断水被害を最小限にとどめるため、新水道ビジョン実施計画に基づき、浄水場
から災害時の応急給水拠点に至る重要給水ルートの耐震化を優先的に進めるとともに、錦多峰導水管の耐震
化を引き続き進めます。

　また、耐震化が必要な浄水場施設についても、他の事業との優先順位を考慮しながら、段階的に耐震化を
進めます。

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

４　事業の健全経営

今
後
の
取
組
の
方
向
性

担当部署 上下水道部　総務経営課

３　災害対策

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）
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32　下水道の整備・健全な維持管理

下水道管の耐震化延長（km） 246 272 268 272

雨水面積整備率（％） 75.1 75.9 76.4 76.5

老朽管の改築・更新延長（km） 21.9 45.9 29.2 32.5

R9

　安全・安心で快適な市民生活に欠かすことができない下水道機能を、将来にわたり確保するため、投資財政計画
である経営戦略と整合を図りながら、計画的かつ効率的に下水道施設の改築更新を実施します。
　また、全国各地で自然災害が発生している状況から、引き続き雨水管整備などの大雨対策に取り組むとともに、
下水道施設の耐震化対策を進めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25132

自己評価

B 　下水道の整備と健全な維持管理について、着実な取組により十分な成果が得られ
ている。今後も目標達成に向けて取組を進めていきたい。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・10年確率降雨の雨水管整備により、大雨対策を実施
　　しらかば町外 φ250～400mm  L=0.3㎞

・地震時における下水道の流下機能を確保するため、現行の耐震基準に合わせた新設や改築を実施
　　美原町・美園町外 φ200～900mm　L=3.9km

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  近年の集中豪雨による浸水被害を軽減するため、引き続き10年確率降雨に対応する雨水管整備を実施する
とともに、浸水シミュレーションに基づく効果的かつ効率的な大雨対策を講じます。

　地震時における機能確保を図るため、下水道管渠や下水処理センター、中継ポンプ場などの下水道施設に
おいて、被災時に下水道が有すべき機能（人命、揚水、沈殿、消毒機能）の優先度や今後の改築事業を考慮
し、計画的に耐震化を進めます。

２　災害対策
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・ストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進む管渠の改築更新を実施
　　美原町・美園町外  φ200～900mm  L=3.3㎞

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　安全・安心で快適な市民生活に欠かせない下水道機能を確保するため、ストックマネジメント計画に基づ
き、老朽化が進む下水道管渠や下水処理センター、中継ポンプ場の建物や機器における点検調査及び改築更
新を実施します。

　また、計画的な点検調査及び改築更新を実施することで、事業費の平準化やライフサイクルコストの削減
を図ります。

担当部署 上下水道部　下水道課

主要施策の取組状況

担当部署 上下水道部　下水道課１　施設の老朽化対策
評
価
点

4
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評
価
点

4 担当部署 上下水道部　総務経営課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　経営戦略による収支推計とストックマネジメント計画を相互に連携させることで、引き続き計画的な下水
道施設の更新と健全な財政状況の両立を図ります。
　また、下水汚泥・し尿処理の広域連携による施設共同運用化の検討を進め、施設更新費用の削減を目指し
ます。

３　事業の健全経営

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・経営戦略に基づき、下水道施設の計画的かつ効果的な管理・更新及び継続的な経費削減に取り組んだこと
  により、資金黒字を保っています。
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基本
施策

方針・施策番号 25233

自己評価

A 道路の整備について、趣旨に沿って進められている。

R9

　快適で潤いのある都市生活と、活発な社会・経済活動に欠かすことのできない道路交通網の整備を、社会情勢の
変化や新たなニーズに配慮しながら促進します。
　また、老朽化が進む道路・橋梁等の健全度を把握しながら、効率的・計画的な改築・修繕を行い、安全・安心な
道路交通機能の保全に努めます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

道路舗装率（舗装延長/市道延
長）（％）

86.6 87.5 87.3 87.4

道路修繕延長（㎞） 170 208 179 182

修繕橋梁数（橋） 16 34 20 23

33　道路の整備
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【生活道路の整備】
　・未舗装道路等の舗装整備工事を実施

【通学路の交通安全対策】
　・小学校通学路における危険箇所への交通安全対策工事を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　引き続き、未舗装道路等の整備促進を図るほか、交通安全対策などにも配慮しながら整備を進めてまいり
ます。

２　幹線道路・生活道路の整備
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【国道の整備促進要望】
　・市の重点要望として、国及び関係機関への要望活動を実施（重点要望事項及び個別要望事項）
　・苫小牧地方総合開発期成会として、国及び関係機関への要望活動を実施（最重点要望事項）
　・地元選出北海道議会議員への重点要望事項の説明を実施
【国道・道道の安全性向上要望】
　・市の重点要望として、国及び関係機関への要望活動を実施（重点要望事項）
【苫小牧～浦河間の高規格道路の早期実現要望】
　・関係自治体と構成する高規格幹線道路日高自動車道早期建設促進期成会として、国や北海道及び関係機関への要望活動を
　  実施（重点要望事項）
  ・苫小牧地方総合開発期成会として、国や北海道及び関係機関への要望活動を実施（重点要望事項）
【美沢錦岡通、臨海東通、苫小牧厚真通、（仮称）苫小牧登別通の道道昇格及び整備促進要望】
　・市の重点要望として、北海道及び関係機関への要望活動を実施（最重点要望及び重点要望事項）
　・苫小牧地方総合開発期成会として、北海道及び関係機関への要望活動を実施（最重点要望及び重点要望事項）
　・北海道胆振総合振興局 室蘭建設管理部への要望活動を実施
　・地元選出北海道議会議員への重点要望事項の説明を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　引き続き、関係機関である国や北海道と連携を図りながら、主要幹線道路の整備促進や新規着工の実現に
向けた要望活動を継続してまいります。

担当部署 都市建設部　道路建設課

主要施策の取組状況

担当部署
都市建設部　道路建設課
総合政策部　政策推進課

総合政策部　まちづくり推進課
１　主要幹線道路の整備

評
価
点

4
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評
価
点

5 担当部署
都市建設部　道路建設課

都市建設部　維持課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　引き続き、老朽化が進む舗装や道路附属物、橋梁などの改築・修繕を、効率的・計画的に進め、さらなる
安全・安心な道路交通網の確保に努めてまいります。

３　道路・橋梁等の改築・修繕

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【舗装道路の改築・修繕】
　・老朽化した舗装道路の改修工事を実施

【橋梁の長寿命化】
　・老朽化した橋梁の長寿命化対策工事を実施
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基本
施策

方針・施策番号 25234

自己評価

B 公共交通の充実に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　日常生活に必要な交通手段を確保するため、利用者ニーズを踏まえ、「利便性と効率性のバランス」の取れた
「将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークの形成」を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

樽前予約運行型バス利用者満足度
（％）

88.0 90.0 88 96

各生活拠点におけるバス待合整備
か所数（か所）

- 4 5 11

植苗・美沢地区コミュニティバス
運行利用者満足度（％）

89.0 90.0 － 97

34　公共交通の充実
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・バス待合所の整備：市内11か所
・バスの乗り方教室：たるまえサンフェスティバル、南包括支援センター
・バスマップの作製
・北海道鉄道フェスティバルブース出展
・JRひとめぐり号イベントへの協力
・JR日高線モニター事業の実施
・カムイサウルス復興トレイン企画
・苫小牧市公共交通協議会の開催（鉄道、路線バスなどの利用促進及び利便性の向上について協議）
・広報誌やSNSでの利用促進、イベント情報の発信
・沿線自治体イベントを掲載した公共交通利用促進ポスター作成、掲出：4回
・ギャラリーバスの運行：苫小牧総合経済高等学校、苫小牧看護専門学校の学生による協力
・自動運転バス実証運行
・ナイとまバス実証運行

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　公共交通の利用促進及び利便性向上を目指し、引き続き苫小牧市公共交通協議会や鉄道沿線での会議で議
論を深め、各種施策を実施します。
　また、JR・バス・タクシーなどの公共交通を充実させるため、イベント周知、乗り方教室、SNSでの情報発
信、鉄道フェスティバルでの出展等を通じて積極的にPRし、利用促進に努めます。

担当部署 総合政策部　まちづくり推進課

主要施策の取組状況

担当部署 総合政策部　まちづくり推進課１　市内公共交通の充実
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・効率と利便性のバランスを見直すための、バス路線再編成の実施
・「苫小牧市未来まちづくり戦略」の一部として、公共交通利用時の利便性向上及び将来にわたり持続可能
　な公共交通ネットワークの形成を目的とした、「とまこまい版MaaSヴィジョン」の策定

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　運転手の高齢化・成り手不足、さらに利用者の高齢化、減少に対して、「利便性と効率性のバランス」に
配慮しつつ、将来にわたり持続可能な公共交通ネットワークを構築することを目的として、苫小牧市地域公
共交通計画の改訂を行います。併せて、当該改訂において、市内南北に点在する移動不便地域において、特
に交通弱者（自動車を運転できない学生や高齢者等）の移動手段の確保の在り方を検討し、明記する予定で
すが、その調査の一環として、移動手段が乏しく市街地と距離のある勇払地区で、ＡＩデマンド交通の実証
運行を実施する予定です。

２　市内公共交通ネットワークの構築
評
価
点

4
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35　消防・救急体制の充実

消防職員に占める女性消防職員
（％）

3.0
5.0

（R8）
3.4 3.4

「消防、救急体制が強化されるこ
と」への市民満足度（％）

80.9 上昇 － －

R9

　消防・救急・予防業務体制の充実、強化を図るため、消防施設、消防指令システム、車両、装備等の消防力を整
備するとともに、継続的に人材育成を行い組織力の向上を図り、「安全・安心なまち」を目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25335

自己評価

A 消防・救急体制の充実に向けて、多くの成果が得られている。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・国や北海道へ出向（総務省消防庁1名、北海道庁危機対策局1名、北海道防災航空室1名）
・全道消防救助技術訓練指導会に参加
・他機関との合同訓練を実施（10回）
・緊急消防援助隊北海道・東北ブロック合同訓練に参加（秋田県）
・消防学校等へ派遣（消防大学校1名、札幌市消防局救急救命士養成所1名、北海道消防学校16名）
・職務能力の向上を図る資格取得（24名）
・消防団員を指揮幹部科へ派遣（北海道消防学校1名）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　複雑多様化する各種災害に対応するため、今後も継続して訓練、資格取得、教育体制の充実を図ります。
また、地域防災力の向上のため、その中核を担う消防団員確保に向けた取組を進め、消防団活動の充実強化
を図ります。

２　消防職団員の効率的な運用及び職務
　能力の向上

評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・感染対策用備蓄資器材の購入
・防火水槽の新設（1基）
・救急活動訓練用資器材の更新（1式）
・高規格救急車資器材の更新（1式）
・消防用ホースの更新（50㎜×25本、65㎜×80本）
・大口径ホースの更新（1式）
・化学防護服（6着）
・消火栓の新設（5基）
・消防車両等の更新（3台）
・共同指令センター構築業務契約を締結し無線電波伝搬調査、通信指令装置の詳細設計、仮眠室増設を実施
・はしご付消防自動車のオーバーホール

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　複雑多様化する災害への対応力向上のため、継続して消防施設等の整備に努めるとともに、医療機関への
迅速な搬送を実現するため、マイナンバーカードを活用した救急業務の整備を図ります。また、施設更新費
用の削減や市民サービス向上のため、契約締結した共同指令センター構築業務を進め、東胆振１市４町にお
ける消防指令業務共同運用の令和８年４月運用開始に向け取り組みます。

担当部署 消防本部　総務課

主要施策の取組状況

担当部署 消防本部　総務課
１　消防施設、消防車両、資機材及び消
　防水利の整備

評
価
点

4
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評
価
点

5 担当部署 消防本部　総務課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　企業や地域住民と連携した地域防災力の向上のため、継続して救急救命講習や訓練等を実施します。ま
た、火災危険の抑止や災害発生時の被害の軽減を図るため、こどもたちへの予防啓発やSNSを用いた予防広報
の充実を図ります。

３　企業・地域住民と連携した地域防災
　力の強化

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・マスコミ、SNS、商業施設における危険物事故の予防広報・啓発
・北海道石油コンビナート等防災本部による合同立入検査の実施
・危険物保安講習へ講師を派遣し、法令改正や事故事例の講習を実施
・全消会北海道支部道南地区協議会違反是正推進連絡会の開催
・立入検査、指摘事項の改善指導・促進・是正の実施
・一般住宅における火災による死傷者の発生を未然に防ぐため、住宅用火災警報器の点検・交換の実施に係
　るチラシの投函（5,252件）
・住宅用火災警報器設置率の調査及び点検推進に伴う戸別訪問を実施（96件）
・苫小牧市立植苗小中学校児童に対する林野火災の火災予防広報活動の実施
・法華宗 妙見寺と連携した住宅防火イベントの実施
・苫小牧市立東小学校児童に対するポスター制作による火災予防広報活動の実施
・SNSを用いた火災予防の広報
・救急救命講習による救急救命普及活動の実施（講習会を143回開催、延べ2,205名参加）
・応急手当普及員養成講習の実施（応急手当普及員養成講習会を１回開催、12名養成）
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36　防災体制の充実

民間事業者との災害時応援協定締
結数（件）

69 80 75 72

避難行動要支援者協定締結町内会
数（件）

47 52 51 52

「噴火、地震、風水害などの災害
に備えること」への市民満足度
（％）

62.2 65.0 － －

R9

　防災の最大の目標は、災害から住民の生命や財産を保護することです。そのために多様化する災害に対応するこ
とを目的として、防災関係機関や市関係部局、さらには、自主防災組織などの住民組織と連携した総合的な防災体
制の確立を図ります。
　地震による被害の軽減を図り、市民の方々の安全で安心な生活を確保するため、市内の住宅及び建築物の耐震化
を計画的に促進することを目指します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25336

自己評価

A 防災体制の充実について、趣旨に沿って進められている。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・防災関係機関と連携して、石油コンビナートなどへの立入検査の実施し、指導助言を行いました。
・木造住宅耐震改修等補助金交付事業を実施しました。
・木造住宅無料耐震診断を実施しました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・防災活動の必要性が高い特定事業所を重点的に立入検査することで、防災対策の緊急性の有無を確認し、
　関係機関と情報共有を図るとともに、有事の際には連携し対応にあたります。
・地震による被害の軽減を図り、市民の方々の安全で安心な生活を確保するため、「苫小牧市耐震改修促進
　計画」に基づいて、市内の住宅及び建築物の耐震化を進めます。

２　災害の未然防止
評
価
点

5

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・火山総合防災訓練を実施（積雪期の樽前山中規模噴火を想定、延べ42機関、約200名が参加）
・津波避難施設における住民避難・誘導訓練を実施（イオンモール苫小牧）
・災害応援協定締結企業との避難所設営訓練を実施（北海道石油共同備蓄株式会社、ノースアジャスト）
・教育機関と連携した活動を推進（１日防災学校、コミュニティ・スクールの枠組みによる避難訓練）
・「備えるフェスタ2024inとまこまい」を開催（協定締結企業・団体など46団体が参加、約4,000名来場）
・自主防災組織に対して活動助成金を交付（防災活動費の半額、34組織、823千円）
・防災出前講座を実施（83回、7,018名を対象）
・地域防災計画の全面改訂に着手（基礎資料の作成、防災会議2回開催）
・災害備蓄品の整備（食料、間仕切り、リヤカー等）
・津波避難施設整備の方針決定（重点地域は勇払、錦糸・ときわ地区）
・災害時応援協定を締結（3協定、資機材レンタル、資機材供給、避難所開設・人員調整）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

・自主防災組織の未結成町内会に対しては、組織結成の必要性を紹介するなど、引き続き組織結成に向けた
　取組を進めるとともに、組織結成済みの町内会に対しては、災害弱者への対応を盛り込んだ訓練事例の紹
　介や助成金の上限を5万円に引き上げるなど、地域に根差した活動が継続的に実施できるよう支援に努め
　ます。
・「備えるフェスタ」については市民からの反響が大きく、次年度以降も継続して開催し、防災体制の整
　備・充実を図ります。
・災害種別や地域などを考慮した防災訓練や防災出前講座を実施し、本市の防災力における自助・共助の向
　上を図ります。
・引き続き広い分野での協定締結を推進するとともに、協定締結先の企業・団体に対して、本市が実施する
　訓練に積極的に参加いただけるよう働きかけるなど、災害発生を見据えた実践的な体制構築に向けて取組
　を進めます。

担当部署
総合政策部　政策推進課
市民生活部　危機管理室
都市建設部　建築指導課

主要施策の取組状況

担当部署 市民生活部　危機管理室１　防災体制の整備・充実
評
価
点

5
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基本
施策

方針・施策番号 25337

自己評価

B 　治水機能の充実や良好な水辺空間の形成に向けて、おおむね目標に適った取組が
できた。引き続き、関係機関との連携を図り河川・海岸の整備促進に努めていく。

R9

　河川や排水路における流下能力の確保と、環境と自然との調和がとれた水辺空間の保全を図り、良好な河川の形
成を目指します。
　高潮・波浪、洪水による侵食や浸水被害の軽減を図るため、海岸や河川の事業促進について関係機関との連携を
図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

河川や排水路などの機能保全した
河川数（本）

9 11 9 10

河川環境を整備した河川数（本） 2 4 3 3

37　河川・海岸の保全と河川の環境整備
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【市単独事業、緊急浚渫推進事業】
　・老朽化した護岸等の改良を実施
　・流下能力確保のためのしゅんせつや樹木の除去を実施

【二級河川の整備促進・維持管理について】
　・苫小牧地方総合開発期成会として、北海道及び関係機関への要望活動を実施（重点要望事項）

【胆振海岸保全施設整備事業の促進について】
　・苫小牧地方総合開発期成会として、国及び関係機関への要望活動を実施（重点要望事項）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　引き続き、護岸の改良や河道のしゅんせつ等により、流下能力の確保など機能の維持に努めてまいりま
す。
　二級河川については、北海道に対し、本市における重点要望事項として引き続き要望してまいります。
　胆振海岸については、国に対し、本市における重点要望事項として引き続き要望してまいります。

担当部署 都市建設部　維持課

主要施策の取組状況

担当部署 都市建設部　維持課１　河川・海岸の保全
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

【市単独事業】
　・散策路等の改良を実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　引き続き、水辺に親しめる施設を適切に維持していくことで、水辺環境を身近に感じる河川環境の維持に
努めてまいります。

２　河川の環境整備
評
価
点

5
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基本
施策

方針・施策番号 25338

自己評価

B 交通安全の推進に向けて、成果は出ているが、より改善していくよう努めていく。

R9

　「交通事故のない安全で安心なまち　とまこまい」の実現を目指し、総合的な交通安全対策を推進するととも
に、効果的な道路交通環境の整備や、地域に根差した交通安全教育の充実を図ります。また、広報活動の推進や交
通安全施設の整備促進に努め、市民の安全の確保を図ります。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

交通事故発生件数（件） 406 355 338 407

38　交通安全の推進
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・新入学児街頭指導
・登下校の見守り
・幅広い年齢層を対象とした交通安全教室の実施
  （282回 17,572人参加）
・交通安全体験会（トラック左折巻き込み）
　（小学校1校 167名参加）
・高齢者交通安全運転体験会
　（2回 6名参加）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　交通事故を減らすためには、市民一人ひとりの交通安全思想の普及徹底が必要であり、幅広い年齢層を対
象とした交通安全教室や自転車指導教室を開催し、交通安全ルール・マナー向上を目的とした教育を充実さ
せます。
　参加・体験型などの実践的な教育方法により、関係機関や団体、地域社会及び家庭が連携をとりながら、
地域ぐるみの活動として推進します。また、多発する高齢者事故対策など現代の社会問題となっている交通
事故防止に向けた、交通安全教育を推進し、苫小牧市交通安全計画の履行や着実な達成を目指します。

担当部署 市民生活部　市民生活課

主要施策の取組状況

担当部署 市民生活部　市民生活課１　交通安全教育の推進
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

新入学（園）期の交通安全期間
・新１年生入学時の交通安全指導
・登下校時の交通安全指導
期別交通安全運動（年4期）、地域職域運動（年2回）
・セーフティコール（4回）
・一斉パトライト作戦（14回）
・商業施設などにおける街頭啓発（5か所）
・高齢運転者の交通事故防止等のため安全運転支援装置の設置補助（5件）
・18歳以下を対象とした自転車用ヘルメット購入補助金（514件）
・交通安全啓発の家庭訪問
・自転車事故防止、飲酒運転根絶、スピード抑止巡回広報
・飲酒運転根絶啓発
・各交通安全運動期間中、市庁舎に懸垂幕を掲出

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民一人ひとりに交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの厳守と正しいマナーの実践を習慣付け
るとともに、関係機関・団体が連携して、市民運動として組織的、継続的に交通安全の取組を実施します。
　また、18歳以下を対象とした自転車用ヘルメット購入補助金の活用を促すなど、一人でも多くの方がヘル
メットを着用した自転車乗車となるよう、社会情勢に応じた内容の啓発活動を実施し、重大な交通事故防止
を図ります。

２　交通安全に関する普及啓発活動の推
　進

評
価
点

4
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３　道路交通環境の整備促進

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

交通安全施設整備実施
・横断歩道灯改修等（2基）
・通学路標識改修等（8基）

交通信号機及び規制標識の設置実施
・規制関係設置実施箇所数（1ヵ所）

交通信号機及び規制標識の設置に関する要望
・苫小牧警察署への要望件数（50件）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　人優先の交通安全思想のもと、安全・安心な歩行空間の整備に努めます。
　自動車と比較して弱い立場にある歩行者や自転車利用者の安全を確保し、高齢者や子どもにとって身近な
通学路など道路の安全性を高める交通安全施設整備を推進します。

評
価
点

4 担当部署 市民生活部　市民生活課
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39　防犯対策の推進

犯罪認知件数（件） 732 637 929 1,031

R9

　市民一人ひとりの防犯意識の啓発及び地域ぐるみの防犯活動を推進し、地域と行政の協力体制の維持・向上によ
り、市民が安全で安心して生活することができるまちづくりを進めていきます。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25339

自己評価

B 防犯対策の推進に向けて、成果が出ているがより改善していくよう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・ときわ・澄川地区への交番新設要望活動を、北海道警察本部及び苫小牧警察署に対し実施
・「国・道及び関係機関に対する重点要望事項」として関係機関へ働きかけを実施

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　地域住民の更なる安全・安心の確保に向け、地域と連携を図りながら交番の増設等を関係機関に要請しま
す。
　犯罪発生状況や地域の声に応じて、パトロール強化を苫小牧警察署に対して要請します。

２　防犯体制の充実
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・夜間における治安維持及び安全確保を図るため、生活道路や幹線道路への街路灯設置と整備等や町内会へ
　の補助を実施
・国等から示される再犯の防止等の推進に向けた取組について、関係部局と情報の共有化を実施
・市ホームページ、防犯だよりによる犯罪情報や防犯情報などの定期的な情報提供を実施
・自主防犯パトロール組織等に防犯パトロール用具を貸与（青色回転灯、青パト用マグネットシート、反射
　ベスト、腕章など）
・「歳末地域安全運動市民集会」の開催
・町内会等と地域の警戒個所に防犯看板等を設置
・防犯カメラの設置（8台）
・日常生活の中で子ども等を見守る活動として、「ながら見守りタイ！」を実施（新規登録者数 235名）
・デジタルサイネージに防犯啓発動画を放映（元中野町）

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　町内会等の要望に対応し、治安の維持や交通安全を確保し安全・安心な地域の環境整備に向け、継続的に
支援します。
　地域の自主防犯組織等に対して、防犯に関する情報提供をするとともに活動に必要な用具を貸与し、地域
の安全を地域で守る活動を支援してまいります。
　再犯防止推進計画に基づき、国等から提供される犯罪をした者等に必要な情報や知見等について、関係部
局と共有し国の施策に対する理解・協力を促進します。
　令和７年３月に策定した「第３次苫小牧市総合防犯計画」により、計画の目標である「安全・安心で快適
に暮らせるまち　とまこまい」の実現に向け、「ながら見守りタイ！」や新規事業「ながら見守りワン！」
の登録者数増加を推進していくなど、犯罪の防止・抑止につながる効果的な対策を実施していきます。

担当部署 市民生活部　市民生活課

主要施策の取組状況

担当部署 市民生活部　市民生活課１　犯罪予防対策の強化
評
価
点

4
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40　消費生活の安定

青果部取扱金額（千円） 3,084,000 維持 2,808,768 2,696,420

水産物部取扱金額（千円） 6,736,000 維持 8,578,653 9,856,169

消費者教育関連講座等開催数
（回・人）

17・796 30・1300 26・785 25・771

R9

　安全・安心な消費生活を実現するため、消費者意識の向上及び消費者保護対策の強化を図ります。また、生活必
需品等の価格動向を注視し、適正価格販売など価格安定対策につなげていきます。
　卸売市場が今後も生鮮食料品等流通の役割を担い、市民等から信頼される市場を目指し策定した「経営展望」、
「経営戦略」を推進します。

SDGs17の目標

基本目標

評価指標

指標 基準値 目標値 R5 R6 R7 R8

基本
施策

方針・施策番号 25340

自己評価

B 消費生活の安定に向けて成果が出ているが、より改善していくよう努めていく。
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具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・苫小牧市消費者センター消費生活相談員の研修参加
・消費者月間の取組
　パネル展示、街頭啓発、看板設置等
・消費生活サポーター養成講座の開催
・消費者被害防止ネットワークの活動
　ネットワークニュースの発行（隔月）、年金支給日の街頭啓発
・各種イベントを利用した消費者被害防止の取組
　町連総会、老人演芸大会、はたちを祝う会における啓発
・特定計量器の定期検査
・製品の安全に係る店舗や事業者等への立入検査

　消費生活相談員のスキル向上による相談体制の強化のほか、関係機関や団体と連携し、悪質商法等の消費
者被害防止に係る啓発事業などを行いました。また、消費生活サポーター養成講座を開催し、地域における
消費者教育の担い手の育成を行いました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

  デジタル化の進展や成年年齢引下げなどを背景とした新たな消費者被害発生が懸念されており、相談窓口
の積極的な周知を図るとともに、市民が安心して相談できる体制の維持及び利用しやすい相談窓口の環境づ
くりを進めます。また、悪質商法等の被害から市民を守る施策を推進するため、消費者被害防止ネットワー
クを始めとする多様な機関・団体と連携した取組を行うとともに、消費生活サポーターの育成に力を入れて
いきます。

２　消費者保護
評
価
点

4

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・消費生活展の開催
・消費生活講演会の開催
・くらしのニュースの発行（毎月約2,000部）
・食と農業を学ぶバスツアーの実施
・若年層に対する消費者教育・啓発
　児童センターにおける講座、高校・専門学校巡回パネル展、キッズタウンへの出展
・小中高校の児童・生徒、教職員に向けた啓発リーフレットの配付
・出前講座の開催、ダイヤル交換市事業の実施
・スマホ教室開催の支援

　消費者意識向上のための既存事業に加え、新たな事業を展開しながら取組内容の充実を図りました。ま
た、事業連携や補助金による苫小牧消費者協会への支援のほか、各種事業においてエシカル消費の意識啓発
を行いました。

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　市民の消費者意識の向上のための取組とともに、消費者教育への認識を高めることが必要と捉えており、
第2次苫小牧市消費者教育推進計画の施策に基づく体系的な消費者教育・啓発に触れる機会の拡大を図ってい
きます。また、消費者団体の活動の支援や省資源、省エネルギーの啓発に努めます。

担当部署 市民生活部　市民生活課

主要施策の取組状況

担当部署 市民生活部　市民生活課１　消費者意識の向上
評
価
点

4
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評
価
点

4 担当部署
市民生活部　市民生活課

産業経済部　農業水産振興課

今
後
の
取
組
の
方
向
性

　今後も生活必需品等の価格動向を市民や関係機関に広く情報提供していくとともに、周知方法の改善や消
費者の関心を高める工夫に取り組んでいきます。
　卸売市場においては、今後も、生鮮食料品流通の役割を担い、市民等から信頼される市場を目指し、「苫
小牧市公設地方卸売市場経営戦略改定版」を推進します。

３　生活必需品などの安定供給

具
体
的
な
取
組

（

R
6
年
度
）

・生活必需品等の価格動向調査（毎月）
・市ホームページ、くらしのニュースなどにより、価格動向調査の結果を市民に情報提供
・卸売市場の指定管理者と連携し、青果・水産情報を市民に提供
・卸売市場において「経営展望」「経営戦略」を統合し、「苫小牧市公設地方卸売市場経営戦略改定版」
　を策定（令和６年度は協議のため審議会を３回実施）
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